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評価書様式 

様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要様式 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人日本貿易振興機構 

評価対象事業年

度 

年度評価 平成２８年度（第四期） 

中期目標期間 平成２７～３０年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 経済産業大臣 

 法人所管部局 （評価を実施した部局を記載） 担当課、責任者 （担当課、課長名等を記載） 

 評価点検部局 （主務大臣評価を取りまとめ、点検する部局を記載） 担当課、責任者 （担当課、課長名等を記載） 

 

 

３．評価の実施に関する事項 

（実地調査、理事長・監事ヒアリング、有識者からの意見聴取など、評価のために実施した手続等を記載） 

 

 

 

 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 

（組織の統廃合、主要な事務事業の改廃などの評価対象法人に関する事項、評価体制の変更に関する事項などを記載） 
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様式１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定様式 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

 

 Ａ 

（参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

    Ａ    

評定に至った理由 （項目別評定の分布や、下記「２．法人全体に対する評価」を踏まえ、上記評定に至った理由を記載） 

・「対日直接投資の促進」は、定量的指標は全ての項目で目標値の 120％以上を達成。プロジェクト管理件数、誘致成功件数ともに過去最高の成果を達成した。再生医療分野や IoT 分

野などの重点 6 分野に特化した支援戦略が奏功し、重点 6 分野の誘致成功件数が前年度から約 2 割増の 133 件に達した。また、外国企業の誘致に積極的な自治体に対し、各自治体の

誘致機能に応じた段階別の研修を実施したほか、自治体の行政手続や優遇措置に精通し、地場企業との強固なネットワークを有する外国企業誘致コーディネーターを地域拠点 7 ヵ所

に配置した結果、地方への誘致成功件数が前年度から 3 割増となる 70 件となった。さらに、潜在的なニーズの高いアジア地域で、対日投資セミナーを 62 件開催と前年度から倍増さ

せた結果、アジア地域からの誘致成功件数は前年度から 23％増となる 76 件となったほか、メキシコ、中・東欧、イスラエルなど、有望な地域での情報発信を強化したことで、同地

域からの誘致成功件数は 7 件と、前年度の 1 件から大幅に増加した。加えて、ジェトロの有する外資系企業ネットワークを活かして、計 197 社に対し対日投資環境改善のためのヒア

リングやアンケートを実施し、政府の「対日直接投資推進会議」に設置された「規制・行政手続見直しワーキンググループ」計 4 回で改善要望を繰り返し提言。28 年度中に世界最速

級の「日本版高度外国人材グリーンカード」の創設や法人設立・登記手続等の簡素化が実現した。以上のとおり、質的にも高い顕著な成果を実現したことを踏まえ、当該項目の評定

は A とした。 

 

・「農林水産物・食品の輸出促進」では、定量的指標は全ての項目で目標値の 120％以上を達成。政府の「農林水産業の輸出力強化戦略」策定にあたり、ジェトロが海外ネットワーク

を総動員し、国・地域別の輸出環境や課題、市場特性等の情報を集約して戦略の具体化に貢献した結果、内閣官房が 28 年 5 月に発表した「農林水産業の輸出強化戦略」でジェトロが

輸出戦略上重要である点が明記された。また、戦略には迅速に対応し、海外マーケット情報や規制・制度情報を一元的に提供するポータルサイトの開設、各省庁・関係機関のイベント

情報の集約化、農林漁業者等が必要とする商社のリスト拡充だけでなく、34 ヵ国・地域の海外バイヤー311 社のリストを新たに公開したほか、農林水産品に特化したマッチングサイ

ト「JAFEX」を 28 年 12 月より運営開始した。さらに、日本産食材の活用推進のため、レストラン・シェフやソムリエ、大学教授など各分野で影響力のある専門家に照準を当てた新

規事業を実施したほか、日本食材を積極的に使用する海外の飲食店や小売店を民間団体等が認定できる「日本産食材サポーター認定制度」を運営し、日本産食材のブランド力の構築を

推進。加えて、輸出障壁・安全規制等にも対応し、衛生証明書の発行について地方自治体によって対応が異なる点をジェトロが厚労省に申し入れた結果、改善が実現。米国の食品安全

強化法が 29 年 9 月から小規模企業にも適用が拡大されることを受け、中小企業向けのレベル別セミナー、先進施設の視察、新聞での注意喚起の記事掲載などで、迅速かつ機動的な情

報提供に尽力した。加えて、地方特産品の海外展開支援においても、同一品目におけるライバル産地同士という壁を越え、複数県の同一産品の合同輸出の成功事例を創出した。以上の

とおり、質的にも高い顕著な成果を実現したことを踏まえ、当該項目の評定は A とした。 

 

・「中堅・中小企業など我が国企業の海外展開支援」では、定量的指標は全ての項目で目標値の 120％以上を達成。官民の支援機関とともに国別・産業別などの各種専門家（370 名）に

よる一貫した海外展開支援を行う「新輸出大国コンソーシアム事業」が本格稼働し、参加する官民の支援機関数は創設当初（28 年 2 月）の 30 機関から 1,076 機関と 36 倍に成長。ジ

ェトロ内でも毎週全国の拠点を繋ぐ TV 会議を開催し、課題の解決や業務ノウハウ等の共有を図るなど効率的に業務を実施することで、28 年度中に 4,062 社への支援を開始。顧客カ

ルテを作成し、他機関とも一体的な支援を提供するなどした結果、28 年度末までに 159 社の海外展開に成功した。また、新産業分野の支援を強化し、中国を始めとしたアジア地域で

の健康・ヘルスケア分野に注力した結果、成約件数（見込み含む）は 775 件（前年度比 1.3 倍）、成約金額（見込み含む）は 6.4 億円（同 2.0 倍）と大幅に増加。また、日本が初めて

パートナーカントリーを引き受けた世界最大の国際情報通信技術見本市 CeBIT や、世界最大の消費者家電見本市 CES への出展を通じて、ジェトロによる IoT 分野での成果は成約件

数（見込み含む）717 件、成約金額（見込み含む）103 億円と、過去最大級の実績を創出した。さらにフロンティア市場における官民連携による経済交流を推進する一環で、8 月に第

6 回アフリカ開発会議（TICAD VI）に合わせてケニアで開催したジャパン・フェアでは 95 社の出展を取りまとめ、アフリカにおける見本市としては過去最大級の成果を創出した（商

談件数 1,708 件、成約件数（見込み含む）171 件、成約金額（見込み含む）4.5 億円）ほか、12 月から専門家派遣等を通じた中堅・中小企業等のロシア進出支援事業を開始。ダッカで

邦人殺害事件が 7 月に発生した際は、各省と連携し、安全対策セミナーを東京だけでなく地方でも緊急開催した。加えて、5 月のインドネシアでの外食産業分野の外資規制の緩和を受

け、10 月～11 月にテストキッチン事業を実施したところ、参加企業 5 社全社が進出見込みとなった。また 11 月～12 月にはコンビニエンスストア等の小売業者と連携して、新たにベ
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トナムでテスト・マーケティングを実施。日本全国からベトナムへの初輸出 48 品目を含む 19 都道府県の 26 社 67 品目を約 190 店舗で試験販売し、好調だった 30 品目が正式採用さ

れて継続販売見込みとなるなど、海外販路開拓支援スキームを発端としたビジネスを新規に創出した。以上のとおり、質的にも高い顕著な成果を実現し、特筆すべき高い成果を上げた

ことから、当該項目の評定は S とした。 

 

・「我が国企業活動や通商政策への貢献」では、定量的指標は全ての項目で目標値の 120％以上を達成。企業のビジネス進展に資するため、FTA・EPA 活用のための実務的な情報発信

セミナーを全 47 都道府県で計 165 回開催し、計 4,554 名が参加したほか、従来の情報提供だけでなく、個別企業からのニーズに対応した調査事業（28 年度 21 件実施）を新たにスタ

ートさせるなど、個別企業支援を強化させた。また、日本の企業活動や通商環境に多大な影響を及ぼす情勢変化に対して、機動的な情報収集・提供を実施。例えば、6 月 23 日の国民

投票による英国の EU 離脱決定を受け、翌 24 日に特設ウェブページを開設。翌月には、ジェトロ・ロンドン事務所長が緊急帰国しセミナーを 4 回開催、計 736 名が参加。同時に、在

英日系企業の懸念や要望をとりまとめ、日本政府や英国政府幹部へ伝達した。さらに、米国大統領選挙期間中から特設ウェブページを開設し候補者の政策や選挙動向を発信。選挙後は

米国新政権をテーマに計 49 回のセミナー（講師派遣含む）で情報発信。29 年 2 月の安倍首相訪米にあたっては、在米日系企業の雇用創出への貢献等についての資料を作成し経済産業

省へ提供した。加えて、世界情勢を踏まえ、海外ビジネスにおいて注目が高い分野、政策的ニーズが高い分野について、内外の研究者を集めた研究会（28 年度：72 件）を立ち上げ、

調査研究および政策提言の取組を実施した。海外ビジネスにおける人権問題についての政策提言などが実際の政策に反映されたほか、スリランカ政府やラオス政府への政策提言が今後

の政策策定に活用される見通しとなった。以上のとおり、質的にも高い顕著な成果を実現したことを踏まえ、当該項目の評定は A とした。 

 

○『Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項』では、全項目で年度計画における目標を着実に実施したことから、当該項目の評定は B とした。 

 

○『Ⅲ．財務内容の改善に関する事項』では、全項目で年度計画における目標を着実に実施したことから、当該項目の評定は B とした。 

 

○『Ⅳ．その他の事項』において、「安全管理」では、ダッカで邦人殺害事件が 7 月に発生した際は、各省と連携し、安全対策セミナーを東京だけでなく地方でも緊急開催するなど、日

本国内外の日本・日系企業への貢献を最大限図ったことから A 評定とした。その他の項目においては、中期計画・年度計画における目標を直実に実施したことから、当該項目の評定を

B とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価 （項目別評定及び下記事項を踏まえた、法人全体の評価を記述。項目別評定のうち、重要な事項について記載） 

 

 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 

（法人全体の信用を失墜させる事象や外部要因など、法人全体の評定に特に大きな影響を与える事項その他法人全体の単位で評価すべき事項、災害対応など、目標、計画になく項目

別評価に反映されていない事項などを記載） 
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３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した

課題、改善事項 

（項目別評定で指摘した課題、改善事項で翌年度以降のフォローアップが必要な事項を記載。中期計画及び現時点の年度計画の変更が必要となる事項があれば必ず記載） 

その他改善事項 （上記以外で今後の対応の必要性を検討すべき事項、目標策定の妥当性など、個別の目標・計画の達成状況以外で改善が求められる事項があれば記載） 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 

（今後、改善が見られなければ改善命令が必要となる事項があれば記載） 

 

 

４．その他事項 

監事等からの意見 （監事等へのヒアリングを実施した結果、監事等からの意見で特に記載が必要な事項があれば記載） 

 

 

その他特記事項 （有識者からの意見があった場合の意見、評価の方法について検討が必要な事項など、上記以外で特に記載が必要な事項があれば記載） 
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様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 

調書№ 

備考 

 

 中期計画（中期目標） 年度評価 項目別調

書№ 

備考 

  ２７

年度 

２８

年度 

２９

年度 

３０

年度 

   ２７

年度 

２８

年度 

２９

年度 

３０

年度 

 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項  

 対日直接投資の促進 Ｓ○ Ａ○    １－１    業務改善の取組 Ｂ Ｂ    ２－１  

農林水産物・食品の輸出促進 Ａ○ Ａ○    １－２    組織体制・運営の見直し Ｂ Ｂ    ２－２  

中堅・中小企業など我が国企業

の海外展開支援 

Ｓ○ Ｓ○    １－３    調達方法の見直し Ｂ Ｂ    ２－３  

我が国企業活動や通商政策への

貢献 

Ａ Ａ    １－４    人件費管理の適正化 Ｂ Ｂ    ２－４  

          費用対効果の分析 Ｂ Ｂ    ２－５  

           民間委託（外部委託）の拡大等 Ｂ Ｂ    ２－６  

          業務の電子化 Ｂ Ｂ    ２－７  

            Ｂ Ｂ      

          Ⅲ．財務内容の改善に関する事項  

           自己収入拡大への取組 Ａ Ｂ    ３－１  

          運営費交付金の適切な執行に向けた

取組 

Ｂ Ｂ    ３－２  

          保有資産等の見直し Ｂ Ｂ    ３－３  

          決算情報・セグメント情報の公表の

充実等 

Ｂ Ｂ    ３－４  

            Ｂ Ｂ      

          Ⅳ．その他の事項  

           内部統制 Ｂ Ｂ    ４－１  

          情報管理 Ｂ Ｂ    ４－２  

          情報セキュリティ Ｂ Ｂ    ４－３  

          人事管理 Ｂ Ｂ    ４－４  

           安全管理 Ａ Ａ    ４－５  

           顧客サービスの向上 Ｂ Ｂ    ４－６  

           短期借入金の限度額 Ｂ Ｂ    ４－７  

           財産の処分に関する計画 Ｂ Ｂ    ４－８  

           剰余金の使途 Ｂ Ｂ    ４－９  

           積立金の処分 Ｂ Ｂ    ４－１０  

           中期目標期間を超える債務負担 Ｂ Ｂ    ４－１１  

  Ａ Ａ         Ｂ Ｂ      

※重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。  
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１ 対日直接投資の促進 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

日本貿易振興機構法 第 12 条第 1、3 号 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 

【重要度：高】、【難易度：高】 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 

経済産業省：0531、0127 

１－１ 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度    ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  

投資プロジ

ェクト管理

件数 

（計画値） 

年 平 均

1,200 件以

上 

平成 26 年度

900 件 

1,200 件 1,200 件 1,200 件 1,200 件   予算額（千円） 3,314,545 千円 4,990,547 千円    

（実績値） － － 1,617 件 1,775 件     決算額（千円） 3,486,687 千円 4,014,241 千円    

（達成度） － － 134.8% 147.9%     経常費用（千円） 3,469,103 千円 3,986,785 千円    

誘致成功件

数 

（計画値） 

中期目標期

間中に 470

件以上 

前中期目標期

間実績：年平均

78 件 

110 件 115 件 120 件 125 件   経常利益（千円） △48,797 千円 39,311 千円    

（実績値） － － 160 件 174 件     行政サービス実

施コスト（千円） 

2,448,896 千円 3,633,661 千円    

（達成度） － － 145.5% 151.3%     従事人員数 1,685 人の内数 1,767 人の内数    

うち大型等

特定誘致案

件の誘致成

功件数 

（計画値） 

中期目標期

間中に 60

件以上 

前中期目標期

間実績：年平均

10 件 

15 件 15 件 15 件 15 件         

（実績値） － － 18 件 21 件           

（達成度） － － 120.0% 140.0%           

役立ち度ア

ンケート調

査 

（計画値） 

4 段階中上

位 2 項目が

8 割以上 

前中期目標期

間実績：8 割以

上を達成 

80％ 80％ 80％ 80％         

（実績値） － － 97.8% 97.5%           
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（達成度） － － － －           

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による 

評価 業務実績 自己評価 

 政府目標である「2020 年に

おける対内直接投資残高の

35 兆円への倍増（2012 年

比）」に向けて、政府・自治

体及び関係機関がそれぞれ

の役割に応じて投資環境の

整備や外国企業誘致等に取

り組む必要がある中、日本

貿易振興機構は、我が国に

おける対日投資促進の中核

機関として、政府の「対日直

接投資推進会議」での議論

を踏まえつつ、関係機関等

とも連携し、国内外ネット

ワークを活用して、オープ

ンイノベーションの推進や

地域経済の活性化に資する

対日直接投資促進に向けた

以下の取組を一層強化・推

進する。 

 

○総理、閣僚、大使、自治体

首長等による海外における

トップセールス活動や海外

メディア、ウェブサイト等

を活用し、外国企業に対す

る情報発信を積極的に展開

する。 

 

○日本貿易振興機構の対日

直接投資促進業務の経験と

ノウハウ、海外のトップ人

脈に精通した外部専門家の

知見・ネットワーク、在外公

中期目標で定められた誘致

成功件数（大型等特定誘致

案件目標を含む）等の目標

を実現するべく、国内外の

ネットワークや外部専門家

を積極的に活用しつつ、国

内外での誘致体制を抜本的

に強化し、以下の取組を行

う。中期目標で定められた

誘致成功件数（470 件）につ

いては、平成  27 年度に 

110 件、平成 28 年度 115 

件、平成 29 年度 120 件、

平成 30 年度 125 件（うち

大型等特定誘致案件（60 

件）については、各年度 15 

件）の達成を目指す。 

 

平成 27 年度補正予算（第 1 

号）により追加的に措置さ

れた交付金については、「一

億総活躍社会の実現に向け

て緊急に実施すべき対策」

（平成２７年１１月２６日

一億総活躍国民会議取りま

とめ）及び「総合的なＴＰＰ

関連政策大綱」（平成２７年

１１月２５日ＴＰＰ総合対

策本部決定）の海外企業誘

致等への支援のために措置

されたことを認識し、地方

実務担当者向け外国企業誘

致研修等支援事業のために

活用する。 

政府目標である「2020 年に

おける対内直接投資残高の

35 兆円への倍増（2012 年

比）」に向けて、2016 年度は、

我が国のグローバル・ハブ

（貿易・投資の国際中核拠

点）実現に資するべく、高付

加価値拠点の誘致拡大、地

域への外国企業誘致の強

化、アジア・新興国等での誘

致活動の拡充、外国企業の

誘致機能・日本企業との協

業マッチング支援の強化を

進める。 

 

＜主な定量的指標＞ 

・投資プロジェクト管

理件数：年平均 1,200

件以上 

・誘致成功件数：中期

期間中に 470 件以上。

平成27年度に110件、

平成 28 年度 115 件、

平成 29 年度 120 件、

平成 30 年度 125 件。 

・うち大型等特定誘致

案件：中期期間中に60

件以上。各年度 15

件）。 

・役立ち度アンケート

調査：4 段階中上位 2

項目が 8 割以上 

＜その他の指標＞ 

 自治体等のニーズ

を踏まえつつ、自治

体等と連携した取

組（トップセール

ス、セミナー、外国

企業等の招へい等）

を積極的に行い、地

域への投資誘致を

効果的に行うこと。

（関連指標：自治体

等との連携件数） 

 規制改革等の状況、

外国企業の要望等

を踏まえつつ、外国

企業の意見取り纏

めや政府への情報

＜主要な業務実績＞ 

28 年度の定量的指標は以下の通り目標値を達

成。 

・投資プロジェクト管理件数：1,775 件 

・誘致成功件数：174 件 

・うち大型等特定誘致案件：21 件 

・役立ち度アンケート調査：97.5% 

（関連指標） 

・自治体等との連携件数：69 件 

・政府への情報提供件数：43 件 

 

その他の業務実績は以下の通り。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

【量的成果の根拠】 

投資プロジェクト管理件数は 1,775 件（達成

率：147.9%）、誘致成功件数は 174 件（同：

151.3%）、うち大型等特定誘致案件は 21 件

（同：140.0%）と、すべての定量的指標につい

て目標値の 120%以上の成果を達成した。 

 

【質的成果の根拠】 

①R&D・重点 6 分野での誘致支援を強化 

今後の成長が有望視される「再生医療分野」や

「IoT 分野」での研究開発拠点設立や、拠点設

立の前段階となる日本企業・大学等との提携に

よる実証研究について、補助金のインセンティ

ブを新たに活用して支援。この結果、16 件中

4 件で誘致成功（更に 2 件の成功見込み）。ま

た、観光や環境エネルギーなど重点 6 分野に特

化したきめ細かい支援戦略が奏功し、重点 6 分

野では前年度の約 2 割増となる 133 件で誘致

成功した。 

 

②地域への誘致支援を強化 

外国企業の誘致に積極的な自治体に対し、各自

治体の誘致機能に応じた段階別の研修を実施

（基礎編：68 自治体 185 名参加、応用編：12

自治体 19 名参加、実践編：5 自治体等）。また、

国内主要地域で広域的に支援を展開するべく、

地域拠点 7 ヵ所に自治体の行政手続や優遇措

置に精通し、地場企業との強固なネットワーク

を有する「外国企業誘致コーディネーター」を

7 名配置。これらの取組の結果、地方への誘致

成功件数が前年度から 3 割増となる 70 件とな

った。 

評

定 

 

＜評定に至った理由

＞ 

 

＜指摘事項、業務運

営上の課題及び改善

方策＞ 

（実績に対する課題

及び改善方策など） 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見

聴取等を行った場合

には意見を記載する

など） ① 高付加価値拠点の誘致

拡大 

環境・エネルギー、ライフサ

イエンス、ICT、製造・イン

フラ、観光、サービス等の分

野を中心に、国内産業の補

完、内需の拡大、新しいビジ

ネスモデルや技術の導入等

に資する案件の誘致活動を

行う。加えて、産業の高度化

に資する研究開発拠点や雇

用創出効果の高い製造拠

点・流通拠点、地域経済の活

性化や一定の経済波及効果

が見込まれる拠点等の高付

加価値拠点の誘致を図る。

そのために、日本に投資可

能性のある有望外国企業へ

のアプローチを行う「産業

①高付加価値拠点の誘致拡大 

重点分野や高付加価値拠点の誘致拡大のため、

外部専門家を活用した誘致体制の強化や、補助

金制度を活用した支援メニューの拡充を実施。

重点分野の誘致成功件数は 133 件（前年度比

19％増）、高付加価値拠点の誘致成功件数は 21

件（前年度比 17%増）となった。 

 

・誘致体制の強化 

外部人材のノウハウを取り込み、よりジェトロ

内部の誘致体制を強化するため、重点分野での

実務経験や企業誘致に関する知見を有し、イン

ハウスで誘致活動に従事する対日投資誘致専

門員を海外事務所に前年度比 10 名増となる

45 名配置した。 

 

・グローバルイノベーション拠点設立等支援

事業補助金 

グローバルイノベーション拠点設立等支援事
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館との連携など日本貿易振

興機構内外の資源を総動員

して、海外において攻めの

営業活動・広報戦略を展開

する。さらに、その受け手と

なる国内での誘致体制を強

化して、大型案件の誘致や

大規模雇用等が見込める経

済波及効果の高い案件の誘

致に向けた取組を重点的に

実施するとともに、既投資

企業に対する長期的なフォ

ローを行い、二次投資を促

進する。 

 

○外国企業の拠点設立に対

する支援や、政策提言等の

従来の活動に加えて、外国

企業の誘致に積極的な自治

体と共同した誘致活動や外

国企業と日本企業との資本

提携支援など、新たな取組

を検討する。また、国家戦略

特区に指定された地域の自

治体とは、外国企業に対す

るワンストップ支援拠点の

整備を協力して行う。 

 

 

 

①国内外の誘致体制の抜本

的な強化 

国内外事務所における誘致

担当者の大幅な増員に加

え、特定産業分野や投資実

務に精通した外部専門家を

活用して、ターゲットとす

る企業の経営者の目線に立

った積極的な営業活動・広

報戦略を展開する。 

海外においては、誘致担当

職員と外部専門家が企業訪

問等を行うことで、誘致候

補となる有望な外国企業の

情報を的確に把握し、適切

なタイミングで日本への進

出を働きかけるとともに、

在外公館や諸外国の貿易投

資振興機関とのセミナー等

の共催、業界団体等への共

同訪問などの連携を行い、

有望な企業への情報提供や

投資誘致を実施する。 

国内においては、外国企業

を母国語で支援できる体制

を整えつつ、国内での誘致

担当者を増員し、外部専門

家の知見も活用して、外国

企業に対する日本市場に関

する情報提供や日本でのビ

ジネスモデルの提案、訪日

支援等を行い、誘致成功に

つなげる。また、既進出外国

企業の追加・拡張投資案件

（二次投資）の発掘・支援に

取り組む。 

加えて、日本企業との資本

提携や業務提携等を望む外

国企業と、我が国企業・金融

スペシャリスト」及び企業

誘致に関する豊富な知識と

経験を有する「対日投資誘

致専門員」を国内外の事務

所に配置するとともにグロ

ーバルイノベーション拠点

設立等支援事業補助金等の

スキームを活用する。 

 

提供等の活動を十

分に行い、我が国の

投資環境の改善に

繋げること。（関連

指標：政府への情報

提供件数） 

 

＜評価の視点＞ 

 定量的指標を達成

しているか。 

 上述のアウトカム

の実現が図られて

いるか。 

業補助金については、採択案件 16 件のうち 4

件が拠点を設立（このほか 2 件が拠点設立見込

み）。 

 

【成功事例】 

・ソフトウェア開発、IT サービス、IT ソリュ

ーション提供を行う中国のハイシンク創研の

日本法人から、グローバルイノベーション拠点

等設立補助金について問い合わせがあり、これ

を受けてジェトロ大連の対日投資担当者が中

国本社に赴き、日本での R&D 拠点誘致につい

て営業を行った。同社の新しい拠点の開業式開

催にあたり、ジェトロ京都が運営面での支援を

行い、京都市長など有識者が参加するに至っ

た。さらにジェトロの支援として、同社通信機

器の日本への輸入および無線通信に係る法律

や自治体のインセンティブ等について情報提

供、物件探しに係る支援を提供。 

・電動スクーターと移動体通信システムを利

用したバイクシェアサービスを提供するカナ

ダの LOOP SHARE は、グローバルイノベー

ション拠点設立補助金に応募し、沖縄県にて、

電動スクーターによる観光客向けバイクシェ

アサービスの実証研究を実施。多言語による表

示やスクーターの稼動情報のアプリケーショ

ンへの連携を検証した。ジェトロは、同社が実

証研究を行う上で課題となった機材の輸入規

制や実証研究に関する許認可、法規制などにつ

いて、各省庁に照会し、情報提供を行った。そ

のほか、マーケット情報などを提供した結果、

9 月に拠点設立に至った。 

 

同補助金については、補助対象を日本での拠点

設立を検討している外資企業だけでなく、日本

企業・大学等との提携による実証研究及び事業

化可能性調査（F/S）調査を検討している外国

企業にまで広げ、日本での R&D 拠点設立の呼

び水としている。実証実験や FS 調査として採

択した 13 件のうち 2 件が拠点設立にまで至っ

た。採択企業からは、「グローバル本社からの

 

③新興国での情報発信を強化 

潜在的なニーズの高いアジア地域で、対日投資

セミナーを 62 件開催と前年度から倍増させた

結果、アジア地域からの誘致成功件数は前年度

から 23％増となる 76 件となった。このほか、

メキシコ、中・東欧、イスラエルなど、有望な

地域での情報発信を強化し、同地域からの誘致

成功件数は 7 件と、前年度の 1 件から大幅に

増加した。 

 

④規制・行政手続の見直しへの貢献 

ジェトロの有する外資系企業ネットワークを

活かして、計 197 社に対し対日投資環境改善

のためのヒアリングやアンケートを実施し、政

府の「対日直接投資推進会議」に設置された「規

制・行政手続見直しワーキンググループ」計 4

回で改善要望を繰り返し提言。その結果、在留

期間 1 年と世界最速級で永住権を取得できる

「日本版高度外国人材グリーンカード」の創設

や法人設立・登記手続等の簡素化が 28 年度中

に実現、さらに在留資格申請のオンライン化な

ども改善に向けた取組が進んでいる。 

 

【難易度：高】 

誘致成功件数は外部の経済的・制度的な環境や

外国企業の経営判断などに大きな影響を受け

るため、難易度が高に設定されている。 

 

＜課題と対応＞ 

①高付加価値拠点の誘致拡大 

環境・エネルギー、ライフサイエンス、ICT、

製造・インフラ、観光、サービス等の分野を中

心に、国内産業の補完、内需の拡大、新しいビ

ジネスモデルや技術の導入等に資する案件の

誘致活動を行う。また、産業の高度化に資する

研究開発拠点や雇用創出効果の高い製造拠点・

流通拠点、地域経済の活性化や一定の経済波及

効果が見込まれる拠点等の高付加価値拠点の

誘致を図る。 



9 

 

機関等とのマッチングを行

う。 

こうした取組に関し、国内

外で「産業スペシャリスト」

を活用するとともに、本部

又は主要な国内外事務所に

「対日投資誘致専門員」や

「地方展開支援専門員」を

配置しながら、有望企業の

情報を収集し、有望企業に

対して日本でのビジネスを

積極的に提案しつつ、具体

的な投資プロジェクトを発

掘、支援していく。 

 

②情報発信の強化 

総理、閣僚、大使、自治体首

長等によるトップセールス

活動を積極的に支援すると

ともに、現地での対日直接

投資セミナー・シンポジウ

ムを開催することにより、

我が国政府や自治体が対日

直接投資を歓迎している姿

勢を世界に発信する。また、

我が国市場の魅力やインセ

ンティブ情報等を紹介する

パンフレット、マーケット・

レポート等のコンテンツの

充実を図り、メディアやウ

ェブサイト等を活用して、

外国企業に対する情報発信

を積極的に展開する。さら

に、「国家戦略特区」におけ

る規制改革や企業立地イン

センティブの海外広報や利

用の働きかけを通じ、同特

区への外国企業誘致に注力

する。 

 

注目度が上がり、将来的に、その他の新規イノ

ベーションを導入するために日本へ投資する

ことへの関心が高まった」、「日本の提携先候補

企業・機関からの協力を得ること、グローバル

本社の関係者を巻き込むことが容易になり、結

果として、1～2 年かかる業務が 6 ヵ月程度に

スピードアップできた」等の声が寄せられた。 

 

②地域への外国企業誘致支援 

外国企業誘致に積極的で、かつ産業クラスター

や産業政策を持つ産業集積等の観点で有望な

自治体との誘致活動に取り組む。各自治体の外

国企業誘致の取組のフェーズに応じて、機構と

の協働を提案する。 

 

③アジア・新興国等での誘致活動 

対日投資の一層の拡大が期待されるアジア地

域やその他の新興国・地域において、対日投資

関心企業の発掘・支援を行う。また、在外公館

や現地の貿易投資振興機関、経済団体、産業ク

ラスター等とも連携・協力しつつ、大規模対日

投資シンポジウムを開催する等誘致活動を実

施する。 

 

④外国企業の誘致・日本企業との協業マッチン

グ支援 

対日投資関心企業の発掘から、対日投資・ビジ

ネスサポートセンター（IBSC）における日本

拠点設立の支援、拠点設立後の事業拡大・二次

投資までをシームレスにつなぐ支援を継続す

る。 

 

⑤対日投資促進に資する情報発信 

我が国が外国企業による投資を歓迎している

姿勢を広く周知すべく、総理・閣僚・大使・自

治体首長等による海外におけるトップセール

ス活動の支援、大型対日投資シンポジウムの開

催、対日投資報告の刊行、海外メディアやウェ

ブサイト等を活用した情報発信を展開する。 

 

⑥ビジネス環境の改善に資する政策提言 

機構の支援により日本に進出した外資系企業

や日本未進出の外国企業から寄せられる日本

のビジネス環境の改善要望等に関する企業の

声を取りまとめ、我が国政府関係者や有識者等

に対し、適切な機会を捉えて政策提言や情報提

供を行う。 

②地域への外国企業誘致の

強化 

外国企業誘致に積極的で、

かつ産業集積等の観点で有

望な自治体との誘致活動を

強化する。各自治体の外国

企業誘致施策のフェーズに

応じて、誘致戦略の策定、プ

ロモーション、個別企業へ

のアプローチ、立地支援・フ

ォローアップ等のメニュー

を提示し、機構との協働を

提案する。また、地域におけ

る外国企業誘致の受け入れ

体制の強化を図るべく、国

内主要地域で広域的に支援

を展開する「外資誘致コー

ディネーター」の導入、自治

体等職員向けの誘致研修を

行う。 

 

②地域への外国企業誘致の強化 

地方への誘致体制を強化し、地方への誘致成功

件数は 70 件（前年度比 32％増）に達した。 

 

・誘致戦略の策定（自治体主催の会議・研究会

への参加等） 

事業メニューの提案、基礎調査の実施、自治体

主催の会議・研究会への参加を 11 件実施。  

【実施事例】 

・さいたま市は、市長を本部長とした「さいた

ま市産業展開推進本部」を 17 年に設置し、財

政基盤の強化、雇用機会の創出並びに地域経済

の活性化を目的とした企業誘致活動を展開し

ている。28 年 9 月に開催された同本部の会議

では、発足当初からアドバイザーに就任してい

るジェトロ対日投資部長から、地元関係機関と

の連携強化による外国企業誘致活動について

の助言等を行った。 

・「グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議

会（GNIC）」は、グレーター・ナゴヤへの事業

展開や拡大に関心のある外国企業に対して、ワ

ンストップ窓口の機能を有し、当地域に関する

情報提供、招聘、面談のアレンジ、進出支援を

行うとともに企業の海外展開のための情報提

供、ミッションの派遣といったサービスを提供

している。29 年 3 月に開催された同協議会の

会合では、顧問に就任しているジェトロ理事長

が、外国企業誘致の推進に向け、関係者と意見

交換を実施した。 

 

・プロモーション（トップセールス支援を含む

国内外でのセミナー開催等） 

自治体と連携した、トップセールスを含む国内
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③経済波及効果の高い重点

分野への支援 

対日直接投資誘致支援を行

うに当たっては、対内直接

投資残高増や我が国・地域

への経済的効果の観点か

ら、大型投資や大規模雇用

が見込める生産拠点や産業

の高度化に貢献する研究開

発拠点及び地域統括拠点を

設立する案件、我が国の地

域経済の活性化や産業基盤

を強化するなど一定の経済

効果が見込まれる案件等の

誘致に重点を置く。特に、環

境・再生可能エネルギー、医

療、観光等、市場の拡大が見

込まれるとともに外国企業

ニーズの高い分野における

誘致活動に注力する。また、

これまで対日直接投資の多

かった欧米、アジア地域の

みならず、対日直接投資の

可能性のある企業が増加し

ている中東・中南米などの

新興国からの投資誘致にも

取り組む。 

 

④地方創生との連携 

外国企業の誘致に積極的な

自治体と一体となって実施

する活動を通じ、二次投資

を含む外資系企業の誘致促

進に向けた支援を行い、地

方創生に貢献する。例えば、

自治体が策定する産業振興

戦略の中に外国企業の誘致

戦略を位置づける提案や、

ターゲット企業へのアプロ

ーチ方法、企業向けインセ

外でのセミナーを 17 件開催。参加した自治体

は延べ 41（前年度比 95％増）となった。 

 

【実施事例】 

・5 月、ベルギーで初となる対日投資セミナー

「ブリュッセル対日投資セミナー」を開催。安

倍首相のスピーチに続き、ライフサイエンス分

野のイノベーションハブを目指す神戸市から

久元市長、学術研究都市を推進するつくば市か

ら市原市長が登壇し、写真や動画を交え、各地

の魅力を参加者にアピールした。 

・11 月に新潟県とともに、食品分野をテーマ

に絞った外資系企業誘致セミナーを東京都で

開催。新潟県に立地する日本企業 3 社が、新潟

産の米粉を活用したビジネスの可能性や、新潟

県の食品関連技術や資源環境の優位性、立地す

るメリットなどを訴えた。参加した外資系企業

からは「新潟企業とともに、新しい商品を開発

してみたい」「新潟産の食品の潜在性の高さを

改めて理解できた」との声が聞かれた。また、

本セミナーをきっかけとして、講演した新潟県

企業と参加した外資系企業との間で、12 月に

製品開発に係る共同研究に向けた協議を開始

した。 

 

・個別企業へのアプローチ 

受託事業として自治体と共同で、外国企業の発

掘や個別企業訪問アレンジを実施。 

  

【実施事例】 

・29 年 1 月～2 月に、茨城県は、ジェトロ茨

城及びつくば市と連携し、日本への事業拠点の

設置や投資を希望する外国企業に対して最適

な立地・投資先情報の提供を行う専門家（サイ

トロケーター）をフランス、英国、米国から招

聘した。同県は、つくばを中心に、外国企業の

研究開発拠点誘致等を進めており、ジェトロは

これらに関心の高い招聘者を募った。招聘者か

らは、「茨城・つくばの魅力をクライアントに

上手く伝えれば有力な進出候補先となり得る」

 

⑦2020 年東京オリンピック・パラリンピック

競技大会を契機とした外国企業誘致 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競

技大会開催に向けて、観光、健康・スポーツ、

インフラ等の関連分野の外国企業の誘致活動

に引き続き取り組む。 
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ンティブや外国人駐在員の

生活支援策等の提案を行

う。外国企業の誘致に際し

ては、各地の対日投資ビジ

ネスサポートセンター 

（IBSC）を積極的に活用す

るとともに、IBSC が設置さ

れていない都市でも更なる

誘致支援機能の強化を図

る。なお、IBSC 神戸につい

ては、廃止を念頭に、自治体

との協議を進め、常設オフ

ィスの廃止や自治体への事

業移管等の具体的方策につ

いて検討する。 

また、国家戦略特区に指定

された自治体と外国企業に

対するワンストップ支援拠

点の整備を協力して行う。

具体的には、国家戦略特区

での設置が検討されてい

る、登記、税務、年金等に係

る必要な各種申請のための

窓口を集約した「開業ワン

ストップセンター」と連携

して、機構が支援している

外国企業にワンストップセ

ンターの利用を促すほか、

ワンストップセンターの利

用企業に対して機構の支援

サービスを提供すること

で、効率的、効果的な企業誘

致を行う。 

 

⑤ビジネス環境の改善に向

けた政策提言 

対日直接投資に必要な制

度・行政手続に関する相談

や規制改革要望の受付等、

外国企業に対する包括的な

「具体的な企業を紹介したい」といった、同県

の外国企業誘致の取組を大きく前進させるよ

うなコメントがあり、今後も継続的にフォロー

アップ予定。 

・立地支援・フォローアップ等のメニューを提

示 

受託事業として、地域への企業招聘や立地支

援・フォローアップ等のサービス提供支援を提

供。  

 

【成功事例】 

・自動車関連部品を製造するドイツ系企業の

シュレンマージャパンは、三重県に拠点を置く

取引先への営業力強化を目的に、県内に 2 拠点

を設立。事業拡大に際して、ジェトロは地方自

治体と協力し、面談のアレンジや自治体のイン

センティブに係る情報提供を実施した。 

 

・「外国企業誘致コーディネーター」の導入 

地方での外国企業誘致体制のさらなる強化の

ため、外資誘致に積極的な地域 7 ヵ所（大阪、

仙台、横浜、名古屋、京都、広島、福岡）に、

自治体の行政手続きや優遇措置に精通し、地場

企業とのネットワークを有する外国企業誘致

コーディネーターを配置。同コーディネーター

が自治体インセンティブに関する情報提供、拠

点設立支援、地域での顧客やビジネスパートナ

ーの発掘支援、地場企業とのビジネスマッチン

グなどの支援をした。 

 

【成功事例】 

・中国の IT 企業ハイシンク創研の京都府での

研究開発拠点設置に際しては、会社登記手数料

やオフィス賃料の補助等のインセンティブ情

報の提供、司法書士の紹介や物件探し等の拠点

設立を支援した結果、10 月に拠点設立。 

・ベルギーの 3D プリンター関連企業マテリア

ライズに対して、外国企業誘致コーディネータ

ーの知見を活かし、顧客・パートナー候補企業

とのビジネスマッチングを支援。8 月に神奈川
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支援を行う中で、対日ビジ

ネス環境改善に資する外資

系企業からの声を集め、政

府関連会議・関係省庁等に

対して、日本を世界で最も

ビジネスをしやすい国にす

るための政策提言等を行

う。 

 

⑥東京オリンピック等に関

連した対日直接投資誘致等

の取組 

東京オリンピック・パラリ

ンピックやラグビーワール

ドカップ 2019 といった我

が国で開催される国際的に

注目の高いイベント（以下

「東京オリンピック等」と

いう）の開催に向けて、訪日

観光客の増加やインフラの

整備など国内でのビジネス

チャンスの拡大が見込まれ

る中、観光、健康・スポーツ、

インフラなど外国企業によ

る関心の高まる産業分野で

の対日直接投資誘致活動を

積極的に展開するととも

に、ジャパン・ブランドの発

信や訪日観光客の誘致の取

組と連携しつつ行う。 

県川崎市に製造拠点を設立。 

 

・自治体等職員向けの誘致研修 

自治体等の担当者の外国企業誘致事業に対す

る理解、企業誘致に取り組む上で必要となるス

キルや知見のさらなる向上を目的として、研修

事業（基礎編・応用編・実践編で構成）を新規

に実施した。「基礎編」は、全国の経済産業局

と共催し、各々1 日半の日程で全国 8 ヵ所（札

幌、仙台、東京、名古屋、広島、香川、福岡、

那覇）で開催し、68 の自治体から合計 185 名

が参加。「応用編」はプレゼンテーション研修

を中心に、在日外国政府の取組紹介、外資系企

業の講演を行い、12 の自治体から合計 19 名が

参加。「実践編」は地方自治体・団体等と連携

し、対日投資誘致事業を企画立案・実行する公

募事業として、5 件（大阪外国企業誘致センタ

ー、兵庫県・神戸市・兵庫県、広島県、福岡県、

ジャパン・コスメティックセンター（佐賀県唐

津市））を採択して取り組んだ。 

 

【成功事例】 

・実践編に参加した福岡県は、水素・燃料電池

分野での集積地である強みを活かし、福岡県と

交流が深いスウェーデンの水素関連企業 3 社

6 名を招へいした。福岡県とジェトロ福岡に

て、28 年 9 月から被招聘候補企業へアプロー

チを開始。10 月に両者でスウェーデンへ事前

出張し、企業訪問等、直接アプローチ。12 月

に被招聘企業を決定し、29 年 1 月 31 日から 2

月 3 日にかけて、招聘プログラムを実施。県内

企業とのマッチングや水素エネルギー関連施

設の見学、九州大学産学連携本部等との協議を

実施した。本プロジェクトを通じて様々なネッ

トワークが形成され、今後も継続してスウェー

デン企業を誘致できる環境が整った。県担当者

も、本事業実施を通じて外国企業の招聘やマッ

チング等一連のノウハウを身に付けることが

できた。今後、継続的な情報提供及び定期的な

企業訪問等で、招聘企業の誘致促進に取り組ん
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でいく予定。 

③アジア・新興国等での誘

致活動の拡充 

対日投資の一層の拡大が期

待される中国、台湾、インド

などアジア地域やその他の

新興国・地域において、産業

スペシャリストや対日投資

誘致専門員等の専門人員を

重点的に配置し、より効率

の高い対日投資関心企業の

発掘・支援を行う。在外公館

や現地の貿易投資振興機

関、経済団体、産業クラスタ

ー等とも連携・協力しつつ、

特に広報効果・案件発掘が

見込めるアジア地域を中心

に大規模対日投資シンポジ

ウムを開催する等誘致活動

を拡充する。 

 

③アジア・新興国等での誘致活動の拡充 

アジア地域における誘致活動を拡充し、アジア

地域からの誘致成功件数が前年度比 23％増と

なる 76 件となった。 

 

・アジア地域・新興国に産業スペシャリストや

対日投資誘致専門員を重点配置 

アジア地域では産業スペシャリストを 5 ヵ所

（広州、香港、タイ、ソウル、ニューデリー）

に配置。対日投資誘致専門員を 9 ヵ所（上海、

北京、大連、広州、香港、ソウル、シンガポー

ル、バンコク、ムンバイ）に配置。     

 

・在外公館や現地の貿易投資振興機関、経済団

体、産業クラスター等とも連携・協力 

日本大使館や総領事館、現地の経済団体等と定

期的な会合を実施し、またセミナーを共催する

など連携を図った。定期会合を香港で実施。ま

たセミナーにおける協力として在香港総領事

館と香港総商会と開催した香港対日投資セミ

ナー（7 月）や、上海国際経済技術合作協会、

上海対外投資促進センター、上海市各地在上海

企業連合会（SNEF）と開催した上海対日投資

シンポジウムなどを実施した。 

 

・広報効果・案件発掘が見込めるアジア地域を

中心に大規模対日投資シンポジウムを開催 

潜在的なニーズの高いアジア地域で、対日投資

セミナーを 62 件開催と前年度から倍増させた

結果、アジア地域からの誘致成功件数は前年度

から 23％増となる 76 件となった。また、韓

国、ベトナム、フィリピンにおいて初の大型対

日投資セミナーを開催した。 

 

【実施事例】 

・7 月、ベトナムで初となる対日ビジネスセミ

ナーを開催し、当初想定の 100 名を大きく上

回る 212 名が参加した。前田ジェトロ理事に

よる基調講演のほか、ベトナムソフトウェア協
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会（VINASA）のフン副会長、VPMS（金型製

品）のフイ社長、チンバンアウトソーシング（ソ

フトウェア）のビン社長等が登壇し、自社の日

本でのビジネス経験や投資先としての日本の

魅力を紹介した。本セミナーでは、対日投資セ

ミナーの広報手段としては初めて、ベトナムで

ブームの Facebook を活用したことが奏功し、

大盛況となった。セミナー後のネットワーキン

グ・レセプション会場内にジェトロが設けた個

別相談ブースには、対日投資に関心を持つ現地

企業 9 社が訪問。具体的な案件化が見込まれる

ものは 4 件に上った。また、同会場内に 7 自治

体が PR コーナーを設け、各コーナーに 15～

50 名程度が訪れ盛況だった。今後、ジェトロ

と連携した支援を実施すべく、ジェトロ国内事

務所とともにフォローアップを予定。本セミナ

ーの様子は会場映像とともにテレビニュース

で紹介されるなど、日越両国の各メディア  で

取り上げられ（計 48 件、テレビ局 4 件を含

む）、対日投資を広くアピールすることができ

た。 

・11 月、韓国で初となる大規模対日投資セミ

ナーを開催し、142 名が参加した。日本でのビ

ジネスチャンスが大きい IT と観光分野にテー

マを絞り、それぞれの分野で日本に進出してい

る韓国企業 2 社の幹部が登壇し、参加企業に対

して日本市場進出のメリットを訴えた。セミナ

ー後のネットワーキング・レセプションでは、

大阪外国企業誘致センター（大阪府・大阪市・

大阪商工会議所）、福岡市、北海道、静岡県、

大韓貿易投資振興公社（KOTRA）が広報ブー

スを設置し、各地の魅力やインセンティブ情

報、サポート体制を説明した。また、広報ブー

スの設置に加え、参加企業から寄せられたより

具体的な相談に対応するために、ジェトロと一

部の自治体が個別相談コーナーを設置した。開

催後、参加した韓国企業 31 社から対日投資相

談が寄せられ、6 件の案件候補企業を発掘。中

には再生エネルギー関連や、R&D 拠点設立を

検討している等、大型案件の条件に合致する企
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業も含まれ、大きな成果となった。 

④外国企業の誘致機能・日

本企業との協業マッチング

支援の強化 

対日投資関心企業の発掘か

ら、対日投資・ビジネスサポ

ートセンター（IBSC）にお

ける日本拠点設立の支援、

拠点設立後の事業拡大・二

次投資までをシームレスに

つなぐ支援を継続する。ま

た、日本企業に対する M&A

案件・出資案件への支援強

化や、環境・エネルギー、ラ

イフサイエンス、観光等の

成長分野において優れた技

術・製品・ビジネスモデル等

を有し、日本での事業拡大

を検討している外国企業

と、外国企業の有する販路

や技術等の活用に関心のあ

る日本企業との協業マッチ

ング支援などを行う。 

 

④外国企業の誘致機能・日本企業との協業マッ

チング支援の強化 

・対日投資・ビジネスサポートセンター

（IBSC）における日本拠点設立の支援 

28 年度は全国 6 ヵ所の IBSC を 146 社が利用

した。28 年度に誘致成功となった 174 件のう

ち、約 4 割にあたる 69 件が IBSC を利用して

いた。 

・拠点設立後の事業拡大・二次投資 

28年度の二次投資の誘致成功件数は、30件（前

年度比 67％増）となり、過去最高を記録した。 

 

・日本企業に対する M&A 案件・出資案件への

支援強化 

国内外の M&A 市場に精通する M&A アドバ

イザリーファームのリテイン等を活用して、日

本企業に対する M&A 案件・出資案件への支援

を実施した。 

 

【実施事例】 

・医薬品を受託製造する米国の A 社は、生産

設備を拡張するため日本企業への出資・パート

ナー提携を検討していた。ジェトロはパートナ

ー及び出資候補企業の紹介、日本企業 4 社と面

談を実施した。同社は面談した 1 社との商談に

ついて、米国本社内で検討している段階。 

・自動車産業向け機械の製造・販売を行うフラ

ンスの B 社は、自社製品ラインナップ強化の

ための日本企業への出資／パートナー提携を

検討していた。ジェトロはパートナー及び出資

候補企業を紹介し、日本企業 2 社と面談を実

施。うち 1 社と提携を視野に入れた商取引を開

始している。 

 

・協業マッチング支援 

セミナーや交流イベント等によって、外国企業

と日本企業の協業マッチング機会を創出した。 

 

【実施事例】 
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・6 月、日印両国政府が合意した IoT 分野にお

ける協力の一環として、日本企業のインド進出

を支援するとともに、在日インド企業のマッチ

ング機会創出を目的としてインド IT セミナー

を東京都で開催し、232 名が参加した。セミナ

ーに続きジェトロが主催したネットワーキン

グでは、在日インド IT 関連企業約 20 社が加

わり、日本企業と積極的な情報交換を行った。

参加日本企業からは、「ネットワークを築くき

っかけとなった」とインドの IT 企業とのマッ

チングの機会を高く評価する声があった。 

・10 月、アジア越境 EC 企業の事業拡大を支

援するとともに、日本企業のアジアへの販路拡

大を目的として、両者のマッチングイベントを

開催し、146 件の商談が行われた。越境 EC 企

業からは「一度に多くの日本企業に PR できた

ので非常に良かった。面談した日本企業とは、

次のビジネスにつながると考えている」「消費

者に人気が高い家庭用医薬品分野の商談を進

めたい」「日本の工芸品メーカーとの OEM に

よる協業を見込んでいる」、日本企業からは「今

後の取引に繋げる契機となった」などの声が聞

かれた。 

⑤対日投資促進に資する情

報発信の強化 

我が国が外国企業による投

資を歓迎している姿勢を広

く周知すべく、総理・閣僚・

大使・自治体首長等による

海外におけるトップセール

ス活動の支援、大型対日投

資シンポジウムの開催、海

外メディアやウェブサイト

等を活用した情報発信を積

極的に展開する。外国企業

の対日投資への関心を喚起

するべく、日本の投資環境

の改善成果や最新の施策、

市場の魅力、投資インセン

ティブ情報等を紹介する広

⑤対日投資促進に資する情報発信の強化 

・総理・閣僚・大使・自治体首長等による海外

におけるトップセールス活動の支援 

28 年度は全世界で 163 件（前年度比 3.5 倍）

の対日投資セミナーを開催し、約 1 万 4,000 名

が参加した。 

 

【実施事例】 

・5 月、ベルギーにおいて初の大型対日投資セ

ミナーを経済産業省と共催し 129 名が参加し

た。安倍首相、ベルギーのペーテルス副首相、

石毛ジェトロ理事長、ベルギー大手企業 3 社の

幹部、中鉢 産業技術総合研究所理事長らが登

壇し、投資先としての日本市場の魅力を現地企

業に向けて発信した。セミナー開催直後に

NHK、時事通信、日経新聞、産経ニュースが

セミナーの様子を報道。参加企業からは「政府
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報コンテンツを充実させ

る。 

 

高官・ジェトロから日本経済の状況を詳細に知

ることができ有益であった」、「スピーカーの質

が高かった」等のポジティブなコメントが多く

寄せられた。 

 

・大型対日投資シンポジウムの開催 

参加者が 100 名を超える大型のシンポジウム

を 49 件（前年度比 96％増）開催。 

 

・海外メディアやウェブサイト等を活用した

情報発信 

日本の対内直接投資の現状やジェトロの支援

事業等に関して、海外メディアからの質問やイ

ンタビューに対応することで情報発信を実施。

英国の大手一般紙 Guardian、MENA 地域で

投資家・政府関係者を対象としたアラビア語月

刊誌 Arab Investor、米国の外国・国際政治専

門誌 Foreign Affairs 、英国の Financial 

Times社が出版する世界の投資活動情報誌 fDi 

Magazine にて記事を掲載し、カタールの衛星

テレビ局 Al Jazeera、オーストラリアのニュ

ース専門チャンネル Sky News にて番組を放

映。 

ジェトロのウェブサイトに対日投資促進のた

めの日本政府の取組を紹介するページを 9 月

に新設した。同ウェブページには、日本政府の

施策や、日本に進出した外資系企業トップのイ

ンタビュー動画、再生可能エネルギーなど対日

投資の有望産業について紹介した動画を掲載

し、721 万件（前年度比 83%増）のアクセスが

あった。 

 

・広報コンテンツを充実 

「グローバル・ハブを目指した対日直接投資促

進のための政策パッケージ」（28 年 5 月対日直

接投資推進会議決定）による取組の一環とし

て、外国企業が日本で会社を設立・運営する際

に伴う各種手続（申請書様式等含む）の要点解

説と、外国人向けの生活関連情報（外国語対応

が可能な医療機関、銀行、携帯電話事業者、電
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気・ガス事業者等）を新たにジェトロのウェブ

サイトに掲載した。 

また、日本の魅力的な投資環境や有望産業を紹

介する資料「Why Japan? "5 Reasons to Invest 

in JAPAN"」や「Attractive Sectors」等のコン

テンツを作成し、ジェトロのウェブサイトに掲

載した。 

⑥ビジネス環境の改善に資

する政策提言 

機構の支援により日本に進

出した外資系企業や日本未

進出の外国企業に対するヒ

アリング、「対日投資ホット

ライン」を通じて寄せられ

る日本のビジネス環境の改

善要望等に関する企業の声

を取りまとめ、我が国政府

関係者や有識者等に対し、

適切な機会を捉えて政策提

言や情報提供を行う。 

⑥ビジネス環境の改善に資する政策提言 

政府の対日直接投資推進会議において設置さ

れた規制・行政手続き見直しワーキンググルー

プに参加し、ジェトロの支援により日本に進出

した外資系企業に対するヒアリング、「対日投

資相談ホットライン」を通じて寄せられる日本

のビジネス環境の改善要望等に関する企業の

声をとりまとめ、我が国政府関係者や有識者等

に対し、政策提言や情報提供を実施した。 

 

【成功事例】 

ジェトロも提言を行った世界最速級の「日本版

高度外国人材グリーンカード」の創設や法人設

立・登記手続等の簡素化が 28 年度中に実現、

さらに在留資格申請のオンライン化なども改

善に向けた取組が進んでいる。 

⑦東京 2020 オリンピック・

パラリンピックを契機とし

た外国企業誘致 

東京オリンピック・パラリ

ンピック開催に向けて、訪

日観光客の増加やインフラ

の整備など国内でのビジネ

スチャンスの拡大が見込ま

れる中、観光、健康・スポー

ツ、インフラ等の関連分野

の外国企業の誘致活動に取

り組む。 

 

⑦東京 2020 オリンピック・パラリンピックを

契機とした外国企業誘致 

観光、健康・スポーツ、インフラ等の関連分野

の外国企業を誘致するため、海外に該当分野を

担当する産業スペシャリストを 9 ヵ所（ニュー

ヨーク、ロサンゼルス、シカゴ、トロント、ロ

ンドン、パリ、デュッセルドルフ、広州、香港）

に配置。有望案件の発掘を強化している案件支

援においては、国内に各分野の産業スペシャリ

ストを配置し、市場情報の提供を強化している

他、案件の内容に応じて個別ビジネスマッチン

グ支援を実施。 

 

【実施事例】 

・7 月、香港にて、香港企業の関心の高いホテ

ル投資をテーマとしたセミナーを香港総商会

（HKGCC）と共催し 135 名が参加した。セミ
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ナーでは、香港で観光地として人気が高い北海

道、京都府、沖縄県、横浜市の自治体幹部が登

壇。地域の魅力やインセンティブに加え、外国

企業が投資可能な案件や用地概要といった具

体的情報を発信した。参加企業のうち 12 社が

具体的な対日投資に関心を示しており、今後も

フォローアップ予定。 

 

【成功事例】 

・オンライン英会話・中国語会話サービスを提

供する中国の麥奇數位（TutorABC）は、2020

年東京オリンピック・パラリンピック競技大会

開催に向けた英語人材の需要増加を見込み、日

本に進出。産業スペシャリストが同社にアプロ

ーチし、支援を開始。ジェトロは会社設立手続

き支援（登記、ビザ）、サービスプロバイダー

（人材紹介会社・不動産会社）紹介等を実施し

た結果、9 月に拠点を設立。 

上記の取組を通じ、2016 年

度は投資プロジェクト管理

件数 1,200 件、誘致成功件数

115 件（うち、大型等特定誘

致案件 15 件以上）の達成を

目指す。また、対日直接投資

促進事業の利用者に対し、

「役立ち度」に関するアン

ケート調査を実施し、4 段階

評価で上位 2 つの評価を得

る割合が 8 割以上となるこ

とを目指す。 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２ 農林水産物・食品の輸出促進 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

日本貿易振興機構法 第 12 条第 1～5 号 

当該項目の重要度、難易

度 

【重要度：高】 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

（政策評価表若しくは事前分析表又は行政事業レビューのレビューシートの番号

を記載） 

１－２ 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度    ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  

輸出支援件

数（延べ社

数）（計画

値） 

年 平 均

3,200 件以

上 

前中期目標機

関実績：年平均

2,459 件 

3,200 件 3,200 件 3,200 件 3,200 件   予算額（千円） 4,560,582 千円 4,531,732 千円    

（実績値） － － 4,354 件 4,654 件     決算額（千円） 4,720,604 千円 4,567,663 千円    

（達成度） － － 136.1% 145.4%     経常費用（千円） 4,707,828 千円 4,542,615 千円    

輸出成約金

額（見込含

む）（計画

値） 

中 期 目 標

期 間 中 に

520億以上 

前中期目標期

間実績：年平均

72.3 億円 

115 億 125 億 210 億 226 億   経常利益（千円） △68,698 千円 32,923 千円    

（実績値） － － 271.4 億 224.3 億  

 

    行政サービス実

施コスト（千円） 

3,188,966 千円 3,948,598 千円    

（達成度） － － 236.0% 179.4%     従事人員数 1,685 人の内数 1,767 人の内数    

役立ち度ア

ンケート調

査（計画値） 

4 段階中上

位2項目が

8 割以上 

前中期目標期

間実績：8 割以

上を達成 

80％ 80％ 80％ 80％         

（実績値） － － 97.4% 97.3%           

（達成度） － － － －           

               

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による

評価 業務実績 自己評価 

政府目標である「2020 年に

農林水産物・食品の輸出額

１兆円」に向けて、政府の定

中期目標で定められた目標

を実現するべく、以下の取

組を行う。中期目標で定め

政府目標である「2020 年に

農林水産物・食品の輸出額 1

兆円の前倒し」の実現と、地

＜主な定量的指標＞ 

 輸出支援件数（延べ

社数）：年平均 3,200

＜主要な業務実績＞ 

28 年度の定量的指標は以下の通り目標値を達

成。 

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

 

評

定 

 

＜評定に至った理由
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めた「国別・品目別輸出戦

略」のオール・ジャパンでの

取組体制の司令塔となる

「輸出戦略実行委員会」の

メンバーとして、そこでの

議論を踏まえつつ、政府、自

治体、業界団体等と連携し

た日本貿易振興機構による

ワンストップ・サービスを

更に強化し、農林水産物・食

品の輸出を推進する。 

 

○日本のブランドの訴求力

を高め、より効果的な輸出

支援を展開するため、品目

別輸出団体のサポート等

「オール・ジャパン」での取

組を行う。例えば、海外展示

会等において、自治体や業

界団体等と連携しつつ、各

産地の活動の取りまとめを

行う。 

 

○海外市場調査、情報提供及

び個別相談対応を通じ、初

めて輸出に取り組む企業や

事業者から、国別・品目別マ

ーケティング情報など実践

的な情報を求める企業や事

業者まで、そのニーズに応

じて、幅広い対応ができる

体制を整備する。 

 

○日本産農林水産物・食品の

海外需要拡大のため、海外

の食品・外食関係者への日

本産品の理解促進・啓発活

動等を通じて、日本食の普

及や日本食のブランド化に

向けた取組を、クールジャ

られた輸出支援件数につい

ては年平均 3,200 件以上、

かつ、2017 年度及び 2018 

年度で年平均 4,160 件（う

ち農林水産物・食品輸出支

援件数（延べ社数）3,200 

件、海外におけるプロモー

ション・ブランディングに

よる支援件数（延べ数）960 

件）の達成を目指す。また、 

輸出成約金額（見込含む）に

ついては、平成  27 年度 

115 億円、平成  28 年度 

125 億円、平成  29 年度 

210 億円、平成  30 年度 

226 億円の達成を目指す。 

取組に際しては、政府の「国

別・品目別輸出戦略」におけ

るオール・ジャパンでの取

組に対応し、政府、自治体、

品目別輸出団体等の業界団

体との連携を効率的、効果

的に実施するべく、品目別

の支援体制を構築する。ま

た、政府目標の１年前倒し

の達成に貢献するべく、農

林水産物・食品の輸出促進

にミッションを特化した新

たな組織（日本食品海外プ

ロモーションセンター）を

機構内に創設する。 

  

①オール・ジャパンでの取

組支援 

品目別輸出団体等が行うジ

ャパン・ブランドの確立、輸

出に向けた事業者育成及び

マーケティングなど商流構

築に向けた支援を行う。 

 

方創生に貢献すべく、2016

年度においては、品目別輸

出団体等と緊密に連携し、

関係省庁と一体となってオ

ール・ジャパンで農林水産

物・食品の輸出が促進でき

るよう効果的に事業に取り

組む。特に、品目別輸出団体

が行う各種調査・PR 事業等

との連携、専門家による継

続的かつ一貫した支援、海

外見本市等の充実を図る。 

件以上 

 輸出成約金額（見込

み含む）：中期期間

中に 520 億以上。平

成 27年度 115億円、

平成 28 年度 125 億

円、平成 29 年度 135

億円、平成 30 年度

145 億円。 

 役立ち度アンケー

ト調査：4 段階中上

位 2項目が 8割以上 

 

＜その他の指標＞ 

 輸出戦略実行委員

会品目別部会等で

の情報提供支援、セ

ミナー、商談会、見

本市等に積極的に

取り組み、品目別団

体のオール・ジャパ

ンでの取り組み支

援を効果的に行う

こと。（関連指標：品

目別の取組に貢献

する事業実施件数） 

 事業者からの情報

収集、政府への情報

提供等を適時かつ

十分に行い、輸出環

境の整備に繋げる

こと。（関連指標：政

府への情報提供件

数） 

 

＜評価の視点＞ 

 定量的指標を達成

しているか。 

 上述のアウトカム

の実現が図られて

・輸出支援件数（延べ社数）：4,654 件 

・輸出成約金額（見込み含む）：224.3 億円 

・役立ち度アンケート調査：97.3% 

（関連指標） 

・品目別の取組に貢献する事業実施件数：77件 

・政府への情報提供件数：40 件 

 

その他の業務実績は以下の通り。 

【量的成果の根拠】 

輸出支援件数（延べ社数）は 4,656 件（達成

率：145.5％）、輸出成約金額（見込み含む）

は 224.3 億円（同：179.4%）と、すべての定

量的指標について目標値の 120%以上の成果

を達成した。 

 

【質的成果の根拠】 

①「農林水産業の輸出力強化戦略」の実行 

政府の「農林水産業の輸出力強化戦略」策定に

あたり、ジェトロは海外ネットワークを総動員

し、国・地域別の輸出環境や課題、市場特性等

の情報を集約・提供し、戦略の具体化に貢献。

内閣官房が 28 年 5 月に発表した「農林水産業

の輸出強化戦略」では、ジェトロが輸出戦略上

重要である点が明記された。 

戦略発表後は、海外マーケット情報や規制・制

度情報を一元的に提供するポータルサイトの

開設、各省庁・関係機関のイベント情報の集約

化、農林漁業者等が必要とする商社のリスト拡

充だけでなく、34 ヵ国・地域の海外バイヤー

311 社のリストを新たに公開するなど、戦略に

迅速に対応。また、リスト化にとどまらず、農

林水産品に特化したマッチングサイト

「JAFEX」を 28 年 12 月より運営開始し、4

カ月間でビジネスマッチング件数 1,200 件を

達成した。 

 

②日本食材のより効果的なプロモーションの

実施 

日本食材を積極的に使用する海外の飲食店や

小売店を民間団体等が認定できる「日本産食材

サポーター認定制度」を運営し、日本産食材の

ブランド力の構築を推進。28 年度中に 13 者の

認定団体を通じ、133 の認定サポーター店舗

（北米 27、東南アジア 99、北東アジア 7）を

誕生させた。 

日本産食材の活用推進のため、レストラン・シ

ェフやソムリエ、大学教授など各分野で影響力

のある専門家に照準を当てた新規事業を実施。 

＞ 

 

＜指摘事項、業務運

営上の課題及び改善

方策＞ 

（実績に対する課題

及び改善方策など） 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見

聴取等を行った場合

には意見を記載する

など） ①国別・品目別輸出戦略に

沿ったオール・ジャパンで

の事業展開 

品目別輸出団体が行う各種

調査・PR 事業等との連携を

深化させ、各国市場情報の

提供、海外見本市や国内外

での商談会の活用等による

商流構築の取組支援を行

い、各品目での戦略的な輸

出促進、オール・ジャパン体

制での事業展開に貢献す

る。また、海外見本市等にお

ける品目別団体の出展支援

など商流作りの支援を行

う。 

 

①国別・品目別輸出戦略に沿ったオール・ジャ

パンでの事業展開 

日本政府が 5 月 19 日に策定した「農林水産業

の輸出力強化戦略」を踏まえ、ジェトロは新た

に設置された輸出戦略実行チームや輸出戦略

実行委員会の参謀としての企画戦略会議にメ

ンバーとして参加し、輸出力強化戦略に謳われ

たジェトロの取組について関係省庁と連携し

ながら進めた。オール・ジャパン体制での事業

展開に貢献すべく、品目別輸出団体や業界団体

等と連携してシンポジウムや商談会を実施す

るなどして、品目別の取組に貢献する事業を計

77 件実施した。また、海外見本市等における

品目別団体の出展支援も行った。 

 

【実施事例】 

・国別・品目別情報の充実化 

ジェトロ・ウェブサイトにて農林水産物・食品

の輸出支援ポータルサイトを 8月 30 日に公開

し、輸出力強化戦略に定められた情報の一元的

集約及び収集情報の利用しやすい形での提供

を図った。品目別輸出団体による情報を含め、

国別、品目別に規制やマーケット情報を掲載

し、輸出事業者等の利用者が最も必要とする情

報により一層容易にたどり着けるよう工夫し

た。また、輸出力強化戦略に基づき「国・地域

別イベントカレンダー」を作成し、都道府県や

関係団体等が国内外で行う予定の輸出促進に
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パンの取組とも連携して実

施する。 

 

○規制緩和、証明書発行体制

の整備等、輸出関連の制度

的対応ニーズを把握し、政

府当局への働きかけを行う

とともに、制度的対応が行

われたタイミングをとらえ

て市場開拓支援事業を展開

するなど、制度的対応支援

から具体的なビジネス促進

までの一貫した支援に引き

続き取り組む。 

 

○地域活性化の観点から、自

治体等と連携して、地域の

特色を活かした輸出支援を

行う。 

 

②輸出相談窓口としてのワ

ンストップ・サービスの強

化 

事業者の幅広いニーズに対

応できるよう、国別・品目別

マーケティング情報や検疫

等制度情報等を収集・蓄積

するとともに、事業者に迅

速かつ容易に情報提供でき

るよう、ウェブサイト及び

テーマ別・品目別のセミナ

ーを充実させる。 

検疫等の輸入関連制度に関

しては、事業者が直面する

課題や改善要望を的確に把

握し、政府当局への情報共

有を行うとともに、検疫や

食品安全規制等の解禁、緩

和が行われたタイミングを

捉えて、品目別輸出団体と

連携し、適切な事業を展開

する等の取組を行う。 

全国内事務所に設置してい

る輸出相談窓口では、個別

の事業者からの相談に対し

てきめ細かく対応するとと

もに、相談事項の蓄積と分

析を行い効果的な情報提供

ができる体制を整える。 

 

③海外でのマーケティング

活動の強化 

現在主流の日系の卸売・小

売業者を通じた商流に加

え、現地系の商流を開拓し、

これまで以上に海外での販

売ルートを拡大するため、

品目別輸出団体及び現地バ

イヤーのニーズや事業効果

を踏まえつつ、海外見本市

いるか。 関するイベント情報を国・地域別にポータルサ

イトにて公開した。 

・海外見本市や国内外での商談会の活用等に

よる商流構築の取組支援 

海外見本市にジャパン・パビリオンを出展する

際、品目別団体の出展支援等により、オール・

ジャパン体制での事業展開に貢献した。8 月に

香港で開催された総合食品見本市「Food Expo 

2016」において、ジェトロは品目別輸出団体で

ある日本茶輸出促進協議会と連携して、茶専用

パビリオンを出展するとともに、ジャパン・パ

ビリオン内でも同団体と連携してセミナーや

試食・試飲会を開催した。また、オール・ジャ

パンとしての訴求力を発揮するため、本見本市

ではジェトロが出展するジャパン・パビリオン

のデザインを統一した。本取組はそれ以降も継

続し、10 月の「SIAL 2016」ではロゴマーク部

分の木組みを裏にし、ロゴマークがより目立つ

ように工夫するなど、訴求力の向上に努めた。 

・政府への情報提供 

関係省庁と一体となってオール・ジャパンで輸

出促進に取組むため、日本の事業者が直面する

課題等について、関係省庁へ計 40 件の情報提

供を行った。例えば、香港やトルコでの衛生証

明書に関して、日本の事業者が抱える課題を厚

生労働省に伝えたところ、同省が迅速にこれに

対応し、輸出環境改善につながった。また、現

地の食品関連事業者が円滑に事業展開を行う

ために有益な情報提供や、個々の企業努力では

解決困難な二国間の様々な課題の抽出及び解

決に向けた取組を行う海外連絡協議会を、海外

10 ヵ国・地域 15 都市で計 29 回実施した。 

被招聘メディア関係者による自国ラジオでの

日本酒の情報発信などの成果を創出した。 

 

③輸出障壁・安全規制等への対応 

香港向けの冷凍菓子の輸出の際、衛生証明書の

発行について地方自治体によって対応が異な

る点をジェトロ農林水産物・食品輸出促進本部

会合にて厚労省にジェトロが改善を求めたと

ころ、厚労省が全国に通知し、統一的な衛生証

明書発行が実現した。 

また、米国の食品安全強化法が、29 年 9 月か

ら小規模企業にも適用が拡大されることを受

け、中小企業向けのレベル別セミナー、先進施

設の視察、新聞での注意喚起の記事掲載など

で、迅速かつ機動的な情報提供に尽力した。 

 

④地方特産品の海外展開支援 

28 年度は｢一県一支援プログラム｣の広域連携

も新たに一部地域で導入。同一品目におけるラ

イバル産地同士という壁を越え、複数県の同一

産品の合同輸出の成功事例を創出した。また、

継続的に支援してきた東北地方に加えて熊本

においても被災地支援を実施した。 

 

＜課題と対応＞ 

①新組織によるオール・ジャパンでのプロモー

ションの実施 

29 年度は新組織の日本食品海外プロモーショ

ンセンターにおいて、特定の国別・品目別の戦

略の立案、海外での売込み活動の企画・調整な

どオール・ジャパンでのプロモーションやブラ

ンディングを実施する。今後市場拡大が見込ま

れる重点国・地域について、品目別のプロモー

ション・ブランディング戦略を策定し、品目別

輸出団体等に提供するとともに自らプロモー

ションを実行する。 

 

②成長重視の事業展開 

輸出力強化戦略を踏まえ、輸出拡大が期待でき

る国・地域における集客力が大きい主要な海外

②輸出相談窓口としてのワ

ンストップ・サービスの提

供 

海外の市場動向や制度情報

を収集・蓄積し、事業者に迅

速かつ容易に輸出先国の市

場・規制情報を提供できる

よう、ウェブサイトの充実

②輸出相談窓口としてのワンストップ・サービ

スの提供 

海外の市場動向や制度情報を、事業者に迅速か

つ容易に輸出先国の市場・規制情報を一元的に

提供できるよう、ジェトロ・ウェブサイト上で

農林水産物・食品の輸出支援ポータルサイトを

8 月 30 日に公開した。また、輸出力強化戦略

に基づき「国・地域別イベントカレンダー」を
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や国内外の商談会を開催す

る。また、マーケティングや

プロモーション、現地バイ

ヤーの発掘や日本産品の 

PR、販路の拡大及び海外消

費者ニーズやライフスタイ

ルの把握等を行うための拠

点を設置するなど海外での

マーケティング活動を強化

する。 

また、事業者が主体的に輸

出戦略を策定し、着実に販

路開拓ができるように、実

践的なマーケティング手法

の提供や商社・物流会社等

とのマッチング機会の設定

を行い、事業者の輸出体制

作りを支援する。 

さらに、機構内に創設する

日本食品海外プロモーショ

ンセンターにより、ブラン

ディングやプロモーション

等の強化を図る。 

 

④食と関連製品・サービス

産業との連携 

単なる産品や商品ごとの輸

出の促進にとどまらず、「和

食」及び「日本食」を核とし

つつ関連製品やサービス、

観光など周辺ビジネスと連

携した取組を行う。また、ク

ールジャパンの取組との連

携を通じて、外食産業の海

外展開支援、日本産品の訴

求力をより高めた効果的な

輸出促進活動、日本食のブ

ランド確立に向けた取組を

行う。 

 

や情報提供の多チャンネル

化を図る。また、放射性物質

に係る輸入規制を含む輸出

入規制・検疫情報について、

事業者の課題を把握し、適

時情報を発信する。 

作成し、都道府県や関係団体等が国内外で行う

予定の輸出促進に関するイベント情報を国・地

域別に整理したほか、農林漁業者等が必要とす

る商社のリストを拡充しただけでなく、34 ヵ

国・地域の海外バイヤー311 社のリストを新た

に公開した。さらに、農林水産品に特化したマ

ッチングサイト「JAFEX」の運営を 12 月から

開始した。放射性物質に係る輸入規制を含む輸

出入規制・検疫情報についても前年度に引き続

き情報を発信した。 

見本市に出展する。また、海外市場ニーズに合

わせた海外商談会を開催する。さらに、海外バ

イヤーを国内産地・市場に招聘しつつ、国内初

の輸出専門見本市を共催するとともに商談会

を開催する。 

 

③事業者育成と品目別取組等の強化 

事業者の輸出力強化に資するため、各種セミナ

ーの内容充実と体系化を図る。また、29 年 9

月から HACCP に準じた食品安全管理に関す

る主要規則が国内中小企業にも義務化される

米国食品安全強化法（FSMA）に関するセミナ

ーやコンサルティングサービスを継続して実

施する。 

 

④輸出相談窓口としてのワンストップ・サービ

スの提供 

農林水産物・食品輸出に関する各種相談に輸出

相談窓口にて対応する。また、農林水産物・食

品に関する戦略国・地域の制度情報などを包括

的に調査するとともに、輸出事業者や海外バイ

ヤー情報を収集し、ウェブサイトや相談窓口等

を通じて、事業者に迅速に提供する。 

 

⑤輸出事業者に対する一貫支援と地域支援の

強化 

輸出に取り組む事業者を一貫して支援するた

め、専門家を配置するとともに、商談後の事業

者へのフォローアップを強化する。また、「一

県一支援プログラム」により、一次産品の輸出

成功事例等の創出を図る。 

③輸出事業者に対する一貫

支援 

輸出に取り組む事業者を継

続的かつ一貫して支援する

ため、輸出プロモーター、海

外プロモーター、課題別専

門家等を配置し、商談後の

事業者フォローアップを強

化する。 

③ 輸出事業者に対する一貫支援 

輸出に取り組む事業者に対し、継続的かつ一貫

したビジネスサポートを行うため、輸出プロモ

ーター、海外プロモーター、課題別専門家等を

継続配置し、事業者フォローアップを実施し

た。国内には輸出プロモーター計 14 名を配置

して 134 社の輸出を支援した結果、成約金額

（見込み含む）21 億円の成果を創出した。ま

た、海外 18 ヵ国・地域に配置した海外プロモ

ーター計 36 名は、ブリーフィング 792 件と E-

mail 相談 494 件に対応するなど、きめ細やか

な個別対応を行った。さらに、ハラール、地理

的表示（GI）、健康食品の課題別専門家として

3 名を配置し、1,147 件の相談対応を行った。 

④海外マーケティング活動

の強化 

海外有望市場での日本産品

の PR、販路の拡大、海外消

費者ニーズの把握など、マ

ーケティング活動を強化す

る。また、代表的な海外見本

市において規模拡大を図

り、農林水産事業者、JA 等

関係団体、食品企業等によ

る効果的な事業展開を図

る。これらにより、事業者の

より円滑な商流構築や、現

地系の商流・流通の新たな

開拓を図る。 

 

④ 海外マーケティング活動の強化 

海外有望市場において、バイヤー等を対象に日

本食品への理解を深めるセミナーやワークシ

ョップ等を開催し、日本産品の普及を図るとと

もに、日本産品の販路の拡大や海外消費者ニー

ズの把握に努めた。 

ジェトロが収集、整備した海外バイヤーリスト

（34 ヵ国・地域 268 社）を、ジェトロとして

は初めて、8 月にジェトロのウェブサイト上で

公開した。11 月に同リストを 34 ヵ国・地域

311 社に充実させるなど、事業者のより円滑な

商流構築や、現地系の商流・流通の新たな開拓

を図った。 

また、日本産食材を積極的に使用する海外の飲

食店や小売店を、民間団体等が認定できる「日

本産食材サポーター認定制度」を 28 年度に新
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⑤地域の農林水産物・食品

輸出の取組 

地方創生の観点から、地方

の農林水産物の輸出を拡大

するため、自治体や農業団

体等の関係機関との連携を

強化し、一次産品を中心と

した地方の特色ある農林水

産物・食品の輸出支援をさ

らに発展させるとともに、

同種の品目を扱う地域間で

の連携や近隣地域間での連

携を支援し、共同輸出等新

たなモデル構築による成功

例の創出を目指す。 

たに運営を開始した。本制度の運用・管理団体

となったジェトロは、流通事業者など民間団体

等を認定団体に認定するとともに、フランス食

品振興会（SOPEXA）の日本支社と連携し、日

本産食材のブランド力の構築を推進。この結

果、28 年度中に 133 店舗（北米 27、東南アジ

ア 99、北東アジア 7）が「日本産食材サポータ

ー店」として認定された。 

さらに、代表的な海外見本市において規模を拡

大し、農林水産事業者、JA 等関係団体、食品

企業等による効果的な事業展開を図ったほか、

レストラン・シェフやソムリエ、大学教授など

各分野で影響力のある専門家に照準を当てた

事業を新たに実施した。 

 

【実施事例】 

世界的に有名な「 The World’s 50 Best 

Restaurants」受賞レストランのソムリエと輸

入・卸業者などのバイヤーをペアとして、英国、

スペイン、フランス、香港から 4 組 8 名を招

聘。世界的な酒類コンペティションである

IWC（International Wine Challenge）Sake 部

門の受賞酒蔵を主な対象とし、付加価値の高い

日本酒をワインの商流に乗せ、質の高いバイヤ

ーやエンドユーザーに高額で売る新たな商流

構築の仕組み作りを目指した。山形県、東京都、

福岡県、佐賀県の各地において、被招聘者によ

る酒蔵視察、交流会等を実施した。 

招聘した 4 ヵ国全てでサンプル輸出の成約見

込みを創出したほか、併せて招聘した英国人メ

ディア関係者が、日本滞在中に、自身の英国ラ

ジオ番組で日本酒の情報を発信するなどの成

果が上がった。 

⑤「一県一支援プログラム」

の推進と先行事例の取組の

共有化 

「一県一支援プログラム」

のこれまでの成果を踏ま

え、さらなる一次産品輸出

の成功事例や、品目間連携・

⑤「一県一支援プログラム」の推進と先行事例

の取組の共有化 

25 年度から 3 ヵ年計画で実施してきた「一県

一支援プログラム」の成果を踏まえ、28 年度

は本プログラムの見直しを図った上で、引き続

き、地域の先行モデルとなる成功事例の創出に

取り組んだ。品目間連携・広域連携を新たに一
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広域連携による共同輸出な

どの具体的な成功事例の創

出を図る。 

 

部地域で導入し、同一品目におけるライバル産

地同士という壁を乗り越え、複数県の同一産品

の合同輸出の成功事例を創出した。また、継続

的に支援してきた東北地方に加えて熊本にお

いても被災地産品の輸出支援を実施した。 

 

【成功事例】 

25～27 年度のジェトロによる継続的な一県一

支援が奏功し、28 年度にカナダ向けに和歌山

県・奈良県産たねなし柿輸出 5 トンが実現。10

月にジェトロがバンクーバーの高級日本食レ

ストランにて実施した日本産柿のプロ向けセ

ミナーの企画運営がこの輸出実現に向けた最

後の一押しとなった。 

プロ向けセミナーには、輸入者の主要取引先で

あるスーパーなどの小売店、卸市場関係者、流

通業者、マスコミ等合計 13 社 19 名が参加し

た。 

⑥食と関連製品・サービス

産業との連携 

機構内の関係部署と連携し

て、「食」と関連製品を組み

合わせた展示やセミナー等

プロモーション活動を行う

ほか、観光等周辺ビジネス、

クールジャパンとの連携を

通じて、外食産業の海外展

開支援や日本産品の輸出に

繋がる活動を展開する。 

⑥ 食と関連製品・サービス産業との連携 

機構内の関係部署と連携して、「食」と伝統工

芸品の和食器や美濃焼酒器等、関連製品を組み

合わせて展示やプロモーションを実施した。 

 

【実施事例】 

・8 月に香港で開催された総合食品見本市

「Food Expo 2016」において、ジェトロは品

目別輸出団体である日本茶輸出促進協議会と

連携して、茶専用パビリオンを出展。ジャパン・

パビリオン内に茶室を設置した。茶室には、山

本農林水産相をはじめとする政府要人が訪れ、

海外バイヤー等に向け、日本茶の魅力を PR し

た。また、日本デザイン振興会の協力を得て、

グッドデザイン賞を受賞した和食器や食関連

の日本製品をジャパン・パビリオン内で展示す

るとともに、料理デモで展示食器を使用し、日

本食材と一体となった PR を行った。 

・外食企業に対しては、インドネシアで、食材・

調理設備等の調達、商品の再現性、現地消費者

の嗜好、コストなど実証するテストキッチン事

業を実施した。 
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・ベトナムの日系小売全社全店舗（約 190 店

舗）にてコンビニ連携事業を実施し、菓子を中

心とした日本製品のテスト・マーケティングを

行った。ベトナム初輸出 48 品目を含む 67 品

目を 2 ヵ月間に渡り販売し、45 品目が継続販

売・買い取りにつながった。 

・クールジャパンを海外に効果的に発信する

ため、海外の既存のイベントと連携し、現地の

一般消費者やインフルエンサーを対象とした

広報イベントを実施した。米国でメジャー日刊

紙、ロサンゼルス・タイムズ紙が主催する食文

化のプロモーションイベント「The Taste」で

は、日本政府観光局（JNTO）と共同出展のも

と、「B 級グルメ」をテーマに、一般消費者及

びインフルエンサーを対象とする広報イベン

トを実施した。 

上記の取組を通じ、2016 年

度は輸出支援件数（延べ社

数）3,200 件、輸出成約金額

（見込み含む）125 億円の達

成を目指す。また、農林水産

物・食品の輸出促進事業の

利用者に対し、「役立ち度」

に関するアンケート調査を

実施し、4 段階評価で上位 2

つの評価を得る割合が 8 割

以上となることを目指す。 

 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―３ 中堅・中小企業など我が国企業の海外展開支援 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

日本貿易振興機構法 第 12 条第 1～5 号 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 

【重要度：高】、【難易度：高】 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 

経済産業省：0108、0109、0125、0175、0531、0587、0586、0548、0549、新 27

－0047、新 28－0010 

農林水産省：0038 

１－３ 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度    ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  

新 た な 輸

出・投資等

の海外展開

成功社数 

（計画値） 

年平均 400

社以上 

平成 25 年度

190 社 

400 社 400 社 400 社 400 社   予算額（千円） 19,397,755 千円 21,101,466 千円    

（実績値） － － 595 社 587 社     決算額（千円） 20,409,152 千円 18,257,634 千円    

（達成度） － － 148.8% 146.8%     経常費用（千

円） 

20,373,352 千円 18,134,414 千円    

輸出・投資

等の海外展

開支援件数

（ 延 べ 社

数） 

（計画値） 

年 平 均

3,600 件以

上 

前中期目標期

間実績：年平均

3,457 件 

3,600 件 3,600 件 3,600 件 3,600 件   経常利益（千

円） 

53,546 千円 394,270 千円    

（実績値） － － 6,010 件 5,732 件     行政サービス

実施コスト（千

円） 

10,082,882 千円 14,530,561 千円    

（達成度） － － 166.9% 159.2%     従事人員数 1,685 人の内数 1,767 人の内数    

貿易投資相

談件数 

（計画値） 

年 平 均

61,800 件

以上 

前中期目標期

間実績：年平均

59,099 件 

61,800 件 61,800 件 61,800 件 61,800 件         

（実績値） － － 93,252 件 93,190 件           

（達成度） － － 150.9% 150.8%           

知的財産権 年 平 均 前中期目標期 1,500 件 1,500 件 1,500 件 1,500 件         
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等に関わる

相談件数 

（計画値） 

1,500 件以

上 

間実績：年平均

1,443 件 

（実績値） － － 2,175 件 2,439 件           

（達成度） － － 145.0% 162.6％           

役立ち度ア

ンケート調

査 

4 段階中上

位 2項目が

8 割以上 

前中期目標期

間実績：8 割以

上を達成 

80％ 80％ 80％ 80％         

（実績値） － － 96.8% 96.7%           

（達成度） － － － －           

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目

標 

中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 高い技術

力 を 有

し、海外

市場で十

分に勝負

できる潜

在力を有

す る 中

堅・中小

企 業 な

ど、我が

国企業の

海外展開

を推進す

るため、

「今後 5

年間で新

たに 1 万

社の海外

展開を実

現する」

との政府

目標を踏

ま え つ

つ、日本

からの輸

中期目標で定められた

目標を実現するべく、

以下の取組を行う。そ

の際、（a）日本からの輸

出や海外進出・現地事

業支援まで一貫して取

り組み、（b）多数の企業

を対象とする支援事業

と個別企業への支援事

業を重層的に実施しつ

つ、（c）企業の海外展開

の段階を常時把握し必

要な支援を提供するこ

とで、拡大・深化する企

業の海外展開ニーズに

的確に対応した事業展

開を行う。特に、、中期

目標で定められた新た

な輸出・投資等の海外

展開成功社数の年平均

400 社の創出に向けて、

海外展開実現の途上に

ある個別企業の継続支

援を行いながら、国内

事務所が地元金融機関

や関係機関と連携して

我が国企業の海外展開を推進するた

め、自治体、関係機関等とも連携しつ

つ、日本からの輸出や海外進出、進出

後の現地展開や事業見直し、さらに

は第三国展開まで一貫して支援を行

う。また、海外進出した日系企業に対

しては、ニーズや進出段階に応じた

継続的な支援を実施する。特に本年

度は、TPP 協定の活用促進に向けた

支援事業や、第 6 回アフリカ開発会

議（TICADVI）開催に合わせたアフ

リカ進出支援事業等を進める。 

＜主な定量的指

標＞ 

新たな輸出・投資

等の海外展開成

功社数：年平均

400 社以上 

輸出・投資等の海

外展開支援件数

（延べ社数）：年

平均 3,600 件 

貿易投資相談件

数：年平均 61,800

件 

知的財産権等に

関わる相談件数：

年平均 1,500 件 

役立ち度アンケ

ート調査：4 段階

中上位 2項目が 8

割以上 

 

＜その他の指標

＞ 

自治体等のニー

ズや地域の特性

を踏まえつつ、地

＜主要な業務実績＞ 

28 年度の定量的指標は以下の通り目標値を達成。 

・新たな輸出・投資等の海外展開成功社数：587 社 

・輸出・投資等の海外展開支援件数（延べ社数）：5,732 件 

・貿易投資相談件数：93,190 件 

・知的財産権等に関わる相談件数：2,439 件 

・役立ち度アンケート調査：96.7% 

（関連指標） 

・地域支援プロジェクト形成件数：115 件 

・関係機関との連携件数：52 件 

・相手国政府等への協力事業の実施件数：209 件  

 

その他の業務実績は以下の通り。 

＜評定と根拠＞ 

評定：S 

【量的成果の根拠】 

新たな輸出・投資等の海外展開

成功社数は 587 社（達成率：

146.8％）、輸出・投資等の海外

展開支援件数（延べ社数）は

5,732 件（同：159.2%）、貿易投

資相談件数は 93,190 件（同：

150.8%）、知的財産権等に関わ

る相談件数：2,439 件（同：

162.6％）と、すべての定量的指

標について目標値の 120%以上

の成果を達成した。 

 

【質的成果の根拠】 

①新たに中堅・中小企業向けの

包括的な海外展開支援スキー

ムを立上げ 

官民の支援機関とともに国別・

産業別などの各種専門家（370

名）による一貫した海外展開支

援を行う「新輸出大国コンソー

シアム事業」が本格稼働。参画

する官民の支援機関数は、創設

当初（28 年 2 月）の 30 機関か

評

定 

 

 ＜評定に至った理由＞ 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び

改善方策＞ 

（実績に対する課題及び改善方策

など） 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見聴取等を行っ

た場合には意見を記載するなど） 

評定 
 ①海外ビジネス情報の提供 

貿易投資に関する各種制度情報・商

習慣・統計・関税率等、ビジネスに

直結する情報・資料を収集・整備

し、企業等に提供する。特に、TPP

発効を見据えて、既存の経済連携協

定（EPA）・自由貿易協定（FTA）

の解説・活用、TPP関税率情報等を

提供する。また、中堅・中小企業等

の国際ビジネス具体化支援のため、

海外ブリーフィングやミニ調査など

の「BSS（ビジネス・サポート・サ

ービス）」の一層のサービス向上を

① 海外ビジネス情報の提供 

ビジネスに直結する情報・資料を収集・整備し、企業等への提供を

行った結果、28 年度に対応した貿易投資相談件数（知的財産権等

に関わるものを含む）は合計 95,629 件となった。TPP 発効を見据

えて 27 年度に全国に設置した「TPP 相談窓口」を通じて、中小企

業を中心とした国内からの問合せ計 265 件に対応した。ビジネス

ライブラリーでは、ビジネスに直結する世界各国の資料（統計、経

済事情、貿易規制情報、投資関連情報、関税率等）及び企業情報等

のデータベースを収集・提供した。新たな取組として、SNS のツ

イッターを利用し、「第 6 回アフリカ開発会議（TICAD VI）」開催

に合わせたアフリカ関連資料の特別展示の設置などの情報を発信

した。 

海外ブリーフィングやミニ調査などの「BSS（ビジネス・サポート・
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出や海外

進出、進

出後の現

地展開や

事業見直

し、さら

には第三

国展開ま

で一貫し

て 支 援

し、独立

行政法人

中小企業

基盤整備

機構、自

治体、関

係機関等

と連携し

つつ、切

れ目なく

実 施 す

る。また、

海外進出

した日系

企業の支

援に際し

ては、ニ

ーズや進

出段階に

応じた継

続的な支

援を実施

する。 

 

○「日本再

興戦略」

等の政策

及び我が

国産業界

のニーズ

有望企業を発掘し、そ

れら企業に寄り添っ

て、機構が有する様々

な支援ツールを組み合

わせたきめ細やかな支

援を行うとともに、専

門家を活用した個別企

業支援（ハンズオン支

援）を充実させ、その達

成を目指す。 

さらに、海外展開支援

を行うに当たっては、

対日直接投資の促進や

訪日観光客の誘致など

に繫がる海外の有望な

企業情報や案件情報を

機構内で適切に共有

し、双方向での効果的・

効率的な事業実施を行

う。 

平成 27 年度補正予算

（第 1 号）により追加

的に措置された交付金

については、「一億総活

躍社会の実現に向けて

緊急に実施すべき対

策」（平成２７年１１月

２６日一億総活躍国民

会議取りまとめ）及び

「総合的なＴＰＰ関連

政策大綱」（平成２７年

１１月２５日ＴＰＰ総

合対策本部決定）の中

堅・中小企業など我が

国企業の新市場開拓等

への支援のために措置

されたことを認識し、

海外展開戦略等支援事

業のために活用する。 

 

図る。海外ビジネスの初心者も含め

て幅広く、ビジュアルによりわかり

やすくヒントを提供する手段とし

て、情報番組「世界は今-JETRO 

Global Eye」を制作しテレビ放映す

るとともに、ウェブサイトを通じて

配信する。 

域が強みを持つ

分野・産品等を有

機的に組み合わ

せながら、日本貿

易振興機構が持

つ様々な支援ツ

ールを駆使して、

地域経済の活性

化、地域の中堅・

中小企業の輸出

促進を効果的に

行うこと。（関連

指標：地域支援プ

ロジェクト形成

件数） 

海外の展示会等

において関連す

る複数の分野を

組合せた展示や

関係機関と連携

したパビリオン

形成を積極的に

行い、ジャパンブ

ランドの効果的

な発信に繋げる

こと。（関連指標：

関係機関との連

携件数） 

ビジネス環境の

改善や経済連携

の強化等に向け

た相手国政府と

の対話等の枠組

みの構築や二国

間協力事業の実

施等を通じて、相

手国政府との関

係を強化し、我が

国の通商政策や

企業活動の円滑

サービス））の一層のサービス向上を図るため、海外事務所で活用

可能なデータベースや資料の充実化に努めた。 

海外ビジネスの初心者も含めて幅広く、ビジュアルによりわかり

やすくヒントを提供する手段として、情報番組「世界は今-JETRO 

Global Eye」をジェトロ・ウェブサイト上及び CS 放送局・日経

CNBC にて毎週放映（年間 51 本）。経験の少ない中堅・中小企業

が新たに輸出に取り組む際のヒントを解説した「商社と組む ～海

外販路の開拓に向けて」（8 月 31 日放送）や、サービス産業分野で

海外に進出する際のヒントを解説した「ポイント解説！ サービス

産業海外進出ガイド」（12 月 14 日）などを制作して公開した。ま

た、8 月の第 6 回アフリカ開発会議（TICAD VI）に合わせてアフ

リカでのビジネスチャンスに焦点を当てた 「アフリカの可能性を

拓く ～TICAD VI その先のステージへ」（9 月 28 日）や、ビジネ

ス環境が大きく揺れ動く英国、米国にそれぞれ焦点を当てた「ポン

ド安でも日本食品は売れる!? ～英国食品市場の可能性」（11 月 23

日）、「全米 No.1 の注目州 テキサス」（12 月 21 日）など、時勢

を捉えた内容をタイムリーに放映した。なお、従来のジェトロ・ウ

ェブサイト上だけでなく、動画サイト YouTube 上での配信を 11

月に開始した上、SNS の Facebook の専用アカウントを 29 年 3 月

に開設した結果、ネット上での視聴件数は前年度比 3 割増となっ

た。二次利用の拡大にも積極的に取り組んだ結果、「シリーズ宇宙

ビジネス ～無重力が再生医療を身近に」（11 月 16 日）が、制作に

当たって連携した広島大学のウェブサイトに埋め込まれた。国内

外のジェトロ主催セミナー等では計 257 回、延べ 439 番組が活用

された（申請ベース）。 

ら 1,076 機関へと 36 倍に急拡

大。ジェトロ内でも毎週全国の

拠点を繋ぐ TV 会議を開催し、

課題解決や業務ノウハウ等の

共有を図るなど効率的に業務

を実施することで、28年度中に

4,062 社への支援を開始。また、

顧客カルテを作成し、他機関と

も一体的な支援を提供するな

どした結果、159 社が新たな海

外展開を実現した。 

 

②健康・ヘルスケアや IoT 等の

新産業分野での支援強化 

海外市場の成長が期待される

健康・ヘルスケアや IoT 等の新

産業分野における取組を積極

化。中国を始めとしたアジア地

域での健康・ヘルスケア展示

会・商談会などを通じたビジネ

ス・マッチング支援を強化し、

28 年度のアジア地域での同分

野の成約件数（見込み含む）は

775 件（前年度比 1.3 倍）、成

約金額（見込み含む）は 6.4 億

円（同 2.0 倍）と大幅に増加。

また、日本が初めてパートナー

カントリーを引き受けた世界

最大の国際情報通信技術見本

市 CeBIT や、世界最大の消費

者家電見本市 CES を通じて、

ジェトロによる IoT 分野での

成果は成約件数（見込み含む）

717 件、成約金額（見込み含む）

103 億円と、過去最大級の実績

を創出した。 

 

③フロンティア市場における

官民連携による経済交流の推

進 

 ②オンラインでの情報提供等 

貿易・海外進出に関する国内外の制

度・手続きや関連法規を国別、商品

別にまとめた貿易投資Q&Aや、政

府調達情報をウェブサイト経由で提

供する。輸出に取り組む事業者に不

可欠な貿易実務について、各種講座

をオンラインで提供するとともに、

企業ニーズに応じて、新講座の開設

準備を進める。引き合い案件データ

ベース（TTPP）に関し、国際ビジ

ネスマッチングサイトとして、登録

情報の信頼性向上に留意しながらデ

ータベースの管理・運営を行う。ま

た、TTPPの利用状況を分析し、活

②オンラインでの情報提供等 

貿易・海外進出に関する国内外の制度・手続きや関連法規を国・地

域別、商品別にまとめた貿易投資に関する Q&A 形式の情報をジ

ェトロホームページに掲載した。従来のコンテンツ全約 1,300 件

のうち 219 件を更新したほか、最新情勢を踏まえた時事的な新規

コンテンツを 35 件作成するなど、内容の拡充を図った。例えば、

9 月の韓国の大手海運事業者である韓進海運の経営破綻を受け、船

会社の経営破綻による各当事者の責任範囲と対処方法に関する解

説や、12 月のワシントン条約の附属書改正に伴い、新たに規制対

象となったローズウッドを使用した楽器の輸出手続きに関する解

説を新たに作成して掲載した。 

また、全国の都道府県・政令指定都市、官公庁、独立行政法人等が

公募する政府調達情報について、ジェトロホームページ上で情報

提供を行った。 

輸出に取り組む事業者に不可欠な貿易実務について、「貿易実務オ
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等を踏ま

え、サー

ビス、健

康・長寿、

環境・エ

ネ ル ギ

ー、イン

フラシス

テム、知

的財産の

活用、ク

ールジャ

パンの推

進など、

我が国が

強みを有

す る 産

業、技術・

ビジネス

分野にお

いて重点

産業・分

野を定め

て、個別

企業のビ

ジネス組

成など、

成果創出

に 向 け

て、効果

的かつ効

率的な支

援 を 行

う。また、

これら日

本の優れ

たモノ、

サ ー ビ

ス、観光

などの周

①関係機関等との連携 

(a)独立行政法人中小企

業基盤整備機構との連

携や、機構が事務局を

担い自治体、金融機関、

商工団体等複数機関が

協力して支援を実施す

る「海外展開一貫支援

ファストパス制度」の

活用、(b)また、海外で

は、機構が中核となり

在外協力機関で構成さ

れる「中小企業海外展

開現地支援プラットフ

ォーム」等の活用によ

り、個別企業のニーズ

に応じた支援を効率

的・効果的に実施する。

中小企業海外展開現地

支援プラットフォーム

について、現地での巡

回型相談会の開催や取

引候補企業の斡旋等の

機能の充実を図る。 

 

②海外展開企業の裾野

の拡大、育成等 

国内事務所や海外展開

一貫支援ファストパス

制度をはじめとする国

内ネットワークを最大

限に活用して、新たに

海外展開に取り組む企

業を含め、海外展開に

意欲のある有望企業の

発掘に努めるととも

に、貿易投資相談対応

から事業ツールの提供

まで的確な支援を提供

する。さらに、海外展開

用促進に向けた効果的なPR等の方

策を検討する。さらに、海外展開に

意欲のある中小企業等に対して、

「見本市・展示会情報総合ウェブサ

イト（J-messe）」を通じて、世界の

展示会情報を提供する。 

化に資すること。

（関連指標：相手

国政府等への協

力事業の実施件

数） 

 

＜評価の視点＞ 

定量的指標を達

成しているか。 

上述のアウトカ

ムの実現が図ら

れているか。 

ンライン講座」の「基礎編」「応用編」「英文契約編」「中国輸出ビ

ジネス編」の 4 つの講座を有料でオンラインで提供するとともに、

講座開講 15 周年キャンペーンの一環で作成した冊子「5 分でわか

る！貿易の豆知識」を全受講者に送付した。また「新輸出大国コン

ソーシアム事業」の利用企業やジェトロ・メンバーズ新規入会企業

に対して受講料の割引制度を設け、受講者の拡大を図った。さら

に、海外取引に一度も携わったことのない企業のニーズを踏まえ、

新規講座の開講に向けたコンテンツの作成に着手した。 

引き合い案件データベース（TTPP）の信頼性を維持するため、全

申請案件の登録内容の確認を行い、必要に応じて登録内容を見直

したほか、ユーザーの利便性向上のため、ユーザー間のメール言語

改善対応（日本語⇔英語）などを実施した。また、TTPP の利用状

況を分析して活用促進に向けた効果的な PR 等の方策を検討した

結果、ロシア語版パンフレットを作成してロシア語圏の海外事務

所に配置したほか、集客力のある 60 以上の事業や面談対応等を通

じて日本語・英語版パンフレット計 8,910 部を配布し、広報した。 

さらに、海外展開に意欲のある中小企業等に対して、「見本市・展

示会情報総合ウェブサイト（J-messe）」を通じて世界の展示会情

報を提供した。6 月のセミナーでジェトロ・メンバーズ向けに J-

messe の活用方法について改めて説明する場を設けるなど利用促

進を図ったことが奏功し、28 年度の年間ページビュー数は約

1,360 万件（前年度比約 22％増）となった。 

8 月にケニアで開催された第 6

回アフリカ開発会議（TICAD 

VI）に合わせ、アフリカビジネ

スに関心のある企業（95 社）を

取りまとめジャパン・フェアを

開催。アフリカ見本市としては

過去最大級の成果を創出（商談

件数 1,708 件、成約件数（見込

み含む）171 件、成約金額（見

込み含む）4.5 億円）。また、

12 月にロシアビジネスの専門

家による専用の相談対応窓口

を設置し、中堅・中小企業のロ

シア進出支援を強化。他方で、

7 月のダッカ邦人殺害事件を受

け、日本全国で安全対策セミナ

ーを緊急開催した（東京と地方

10 都市で開催し約 1,000 人が

参加）。 

 

④海外販路開拓支援スキーム

を発端としたビジネスの新規

創出 

インドネシアでの 28 年 5 月の

外資規制緩和による外食市場

の拡大を狙って、新たにテスト

キッチン事業を実施（参加企業

全 5 社が進出見込み）。また、

11～12 月に、コンビニエンス

ストア等の小売業者と連携し

て、新たにベトナムでテスト・

マーケティングを実施した。自

治体の 26 社 67 品目（うち 48

品目が初輸出）を約 190 店舗で

試験販売し、結果良好の 30 品

目が正式採用されて販売継続

見込み。 

 

【難易度：高】 

外部の経済的・制度的環境や

 ③TPP の活用に向けた我が国企業の

海外展開支援 

TPP協定による世界市場の変化が予

測される中、そのメリットを最大限

活用して海外ビジネス展開を進めよ

うとする我が国中堅・中小企業の支

援強化に向け、外部専門家を活用し

て個々の企業の海外展開フェーズに

応じたハンズオン支援を実施する。

また、他の支援機関と連携した「新

輸出大国コンソーシアム」の事務局

を円滑に運営し、我が国企業を適切

な支援事業に誘導し、海外展開まで

の一貫した支援を図るとともに、海

外展開未経験企業を広く発掘し総合

的な支援を行う体制を構築する。 

③TPP の活用に向けた我が国企業の海外展開支援 

海外ビジネス展開を進めようとする我が国中堅・中小企業の支援

強化に向け、外部専門家を活用して個々の企業の海外展開フェー

ズに応じたハンズオン支援を実施した。公的機関や地域金融機関、

商工会議所など国内の支援機関が協力し合い、海外展開を目指す

中小企業等を支援する枠組み「新輸出大国コンソーシアム」が本格

始動し、ジェトロは事務局を運営した。発掘した海外展開未経験の

企業を含め、海外展開を目指す日本企業を適切な支援事業に誘導

し、海外展開までの一貫した支援を図るとともに、機械・環境分

野、サービス産業分野、農林水産・食品分野等に総勢 370 名の専

門家を全国に配置することで総合的な支援を行う体制を構築。参

加する官民の支援機関数も、創設当初（28 年 2 月）の 30 機関か

ら 1,076 機関と 36 倍に成長した。ジェトロ内では毎週全国の拠点

を繋ぐ TV 会議を開催し、課題の解決や業務ノウハウ等の共有を

図るなど効率的に業務を実施した結果、新輸出大国コンソーシア

ムにおける支援社数は 28 年度中に 4,062 社に達し、当初の年間目

標だった 2,000 社を大幅に上回った。また、顧客カルテを作成し、

他機関も含めた一体的な支援を提供した結果、28 年度末までに
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辺ビジネ

スを有機

的に連携

し、積極

的に海外

展開する

ことで、

日本の文

化・産業

への関心

を高め、

更なる需

要を喚起

するとと

もに、訪

日外国人

の増加な

ど を 狙

う。 

 

○市場の

拡大が期

待される

新興国等

における

日本企業

の市場開

拓を積極

的に支援

す る た

め、日本

貿易振興

機構が中

核となっ

て、海外

展開機関

との密接

な連携に

よる現地

での課題

のノウハウを提供する

講座の開催など海外展

開の経験が少ない企業

向けのサービスメニュ

ーの拡充や外国人留学

生の活用促進などグロ

ーバル人材の活用・育

成支援を行う。企業の

ニーズに基づくミニ調

査については、対応体

制を充実させて、柔軟

かつタイムリーに実施

する。 

特に、海外展開経験が

少ないものの、優れた

技術力等を有する地域

の中核的な中堅・中小

企業の発掘に努め、専

門家を活用しつつ、戦

略作りから商談支援、

契約締結まで海外販路

開拓に向けたパッケー

ジ支援を行う。 

また、ウェブサイトで

の情報提供を、質・量と

もに拡充するととも

に、ビジネスライブラ

リーの運営や映像メデ

ィアを活用して、海外

展開に役立つ情報・知

識を幅広い顧客層に分

かりやすく提供する。 

 

③我が国が強みを有す

る重点分野における取

組の強化 

限られたリソースの中

で効果的な支援を行う

ため、我が国が強みを

有する産業、技術、ビジ

159 社が新たな海外展開を実現した。 企業の経営判断などに大きな

影響を受ける「新たな輸出・

投資等の海外展開成功社数」

がアウトカム目標として設定

され、とりわけ、海外展開未

経験企業を発掘・育成し、商

談会等の提供、綿密なフォロ

ーアップなど多くの手間と時

間が必要なため、難易度が高

に設定されている。 

 

＜課題と対応＞ 

①海外ビジネス情報の提供 

貿易投資に関する各種制度・商

習慣・統計・関税率等、ビジネ

スに直結する情報・資料を引き

続き収集・整備し、企業等に提

供する。 

 

②オンラインでの情報提供等 

貿易・海外進出に関する国内外

の制度・手続きや関連法規を国

別、商品別にまとめた貿易投資

Q&A、世界の見本市情報や政府

調達情報をウェブサイト経由

で引き続き提供する。また、企

業ニーズに応じて、新講座の開

発・開講を進める。 

 

③我が国企業の海外展開支援 

他の支援機関と連携する「新輸

出大国コンソーシアム」の事務

局を円滑に運営し、対象企業の

海外展開までの一貫した支援

を図る。 

 

④中堅・中小企業等の海外展開

人材の育成・活用 

中堅・中小企業等の海外展開の

課題となっているグローバル

 ④中小企業の海外展開人材の育成・

活用 

中小・中堅企業の海外展開の課題と

なっているグローバル人材育成・確

保に貢献するため、「国際化促進イ

ンターンシップ事業」を実施する。

また、留学生など外国人の高度人材

の活用促進を図るべく、外国人の活

用事例等を紹介するセミナーを、関

係府省と連携して国内各地で開催す

る。 

④ 中小企業の海外展開人材の育成・活用 

中小・中堅企業等の海外展開の課題となっているグローバル人材

育成・確保に貢献するため、27 年度に引き続きジェトロは経済産

業省の「国際化促進インターンシップ事業」を海外産業人材育成協

会（HIDA）とともに受託して実施した。応募者 114 名に対して厳

正な選考を行い、安全管理を含む国内事前研修を実施した上で、9

月以降に計 16 ヵ国の政府系機関・企業等に計 80 名の日本人イン

ターンを派遣した。 

また、企業関係者や大学関係者等に対する啓発を目的として、本事

業のインターン経験者（社会人 3 名、学生 1 名）を講師とした成

果事例セミナーを 29 年 3 月に東京で開催し、121 名の参加者を集

めた。 

また、留学生など外国人の高度人材の活用促進を図るべく、外国人

の採用や育成、手続き等を解説するワークショップを、関係機関と

連携して国内各地で計 29 回開催した。4 月に東京で開催したセミ

ナーでは、日本の大学や専門学校、日本語学校等を卒業して日本企

業で働く外国人材が登壇して就職経験談を語り、また雇用に関す

る施策や手続きにおける留意点等について説明した。さらに、外国

人材活用に関する主催・後援セミナー、イベント等関連情報をジェ

トロ・ウェブサイトで紹介したほか、情報番組「世界は今-JETRO 

Global Eye」（6 月 22 日放映）においても本テーマを取り上げた

特集「今 考える外国人留学生の採用について」を制作して放映し

た。 

 ⑤現地進出企業向け支援 

既進出日系企業が抱える数々の操業

上の課題解決を支援するため、「海

外投資アドバイザー」による相談対

応に加え、より専門的な知見を必要

とするトラブルや相談等について

は、法務・労務・税務の外部専門家

を活用した支援を提供する。また、

「中小企業海外展開現地支援プラッ

トフォーム」を通じて現地の関係機

関との連携を図り、第三国における

市場拡大や調達支援、および進出国

での販路開拓等にかかる支援を行

い、進出日系企業の現地でのビジネ

ス拡大に貢献する。 

⑤ 現地進出企業向け支援 

既進出日系企業の現地でのビジネス拡大や創業上の課題解決を支

援するため、「海外投資アドバイザー」による相談対応や法務・労

務・税務の外部専門家を活用した支援を提供した。 

 

【成功事例】 

・日系製造業 A 社が、ベトナムにおける化学品製造プロジェクト

に対する同国首相府からの最終承認が下りない状況に直面。ジェ

トロの海外投資アドバイザーが状況を調査した上で、在ハノイ日

本大使館を通じてベトナム当局に働きかけた結果、A 社は最終承

認を得ることができた。 

・電子機器の製造販売業 B 社が、インドネシアで独資による販売

会社設立に向け、既存企業の買収を含めて検討。他方、国内メーカ

ーの機械販売を行う C 社は、インドネシアからの撤退に向けた現

地法人の売却を計画。双方から相談を受けたジェトロの海外投資
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対応や海

外人材と

のネット

ワークの

構築を図

る。また、

その市場

開拓に向

けては、

対象とな

る市場の

経済発展

の 度 合

い、日本

企業の進

出 の 程

度、競合

国企業と

の競争環

境等を勘

案し、そ

れぞれの

国・地域

に応じた

戦略的な

取組を官

民一体と

なって実

施する。

その際、

産業育成

やビジネ

スを通じ

た社会的

課題解決

に向けた

支援等を

実施し、

我が国の

プレゼン

ネス分野において重点

産業・分野を定めて、海

外展開を支援する。重

点産業・分野として以

下の分野を支援しなが

ら、企業・政策ニーズに

応じて、柔軟に対応す

る。 

 

(ⅰ)サービス分野 

アジア等への展開を加

速させているサービス

産業の海外展開を、海

外マーケット情報の提

供から、相談対応、ミッ

ション派遣、商談会等

のマッチング支援、ハ

ンズオン支援まで切れ

目なくかつ効果的に組

み合わせて支援する。

とりわけ、「和食」に代

表される我が国の魅力

ある食文化を背景とし

た外食分野や国際的に

競争優位性や先進性を

有するヘルスケア分野

に重点的に取り組む。

ヘルスケア分野におい

ては、健康・医療機器な

ど関連機器の輸出支援

をサービス産業の海外

展開支援と一体として

行うことで効果的な事

業展開を図るととも

に、高齢化が進む一方

で関連産業が未発達の

中国等アジアにおける

健康・長寿市場の開拓

に注力する。また、日本

各地に所在する海外展

アドバイザーが両者のマッチングを進めた結果、B 社による C 社

の現地法人の買収が実現した。 

・中国湖北省で展開する D 社が特定の現地従業員の解雇を検討。

ジェトロは労務の外部専門家と協力して、最も穏便な解雇方法を

提案した結果、D 社による解雇が無事に完了した。 

・在ドバイ日系企業 E 社が、サウジアラビア企業からの注文を受

けて商品発送を完了したにも関わらず、代金回収に苦慮。ジェトロ

が法務の外部専門家と相談して、現地裁判所への申し立てよりも

法律事務所を通じた督促が有効である点を助言した結果、E 社は

債権全額の回収に成功した。 

 

また、「中小企業海外展開現地支援プラットフォーム」を通じて現

地の関係機関との連携を図り、進出国や第三国における市場拡大

や調達等にかかる支援を行った。 

 

【成功事例】 

・大阪府の F社によるインドネシアへのプリクラ機輸出に当たり、

本プラットフォームのコーディネーターから当該製品の輸入承認

手続きに関するアドバイスを行うとともに、現地フォワーダー候

補一覧を提供した結果、同社の輸出取引が 6 月に無事に完了した。 

・東京都の G 社によるカンボジアでの養豚事業計画に当たり、本

プラットフォームのコーディネーターから現地委託候補先との商

談アポイントの代行取得を行うとともに、養豚場の用地候補地に

ついて情報提供した結果、同社は 29 年 2 月に現地での豚の試験肥

育を開始できた。 

人材育成・確保に貢献するた

め、日本人または外国人のイン

ターンシップを通じた政府の

支援事業を活用する。また、留

学生など外国人の高度人材の

活用促進を図るべく、外国人の

活用事例等を紹介するセミナ

ーを、関係府省と連携して国内

各地で開催する。 

 

⑤中堅・中小企業等の現地にお

けるビジネス展開支援 

海外でのビジネス展開を目指

す中小企業等に対し、「中小企

業海外展開現地支援プラット

フォーム」を通じて、現地情報

の提供等の個別ニーズに対応

するとともに、現地の関係機関

との連携による海外での支援

を継続する。 

 

⑥我が国が強みを有する重点

分野における取組の強化 

重点サービス分野（外食、小売、

医療、介護、理美容、スポーツ

等）での体系的な支援スキーム

を構築するほか、大手コンビニ

エンスストアと連携して、中小

企業産品の販路拡大に向け、海

外のコンビニエンスストア実

店舗を活用したテスト販売等

の支援を行う。 

映画、アニメ、音楽、ゲームな

どのクリエイティブ分野では、

世界各地からバイヤーが集ま

る主要マーケットにおいて、ジ

ャパン･ブランドの発信を行

う。 

ヘルスケア分野では、巨大市場

かつトレンドの発信地である

 ⑥我が国が強みを有する重点分野に

おける取組の強化 

（ⅰ）サービス分野 

新たなハンズオン支援の取り組みと

して、国内相談窓口を開設し、企業

担当制登録アドバイザーが地域の中

堅・中小・小規模サービス事業者か

らの相談に対応する。また、主要市

場に関するマーケティング調査、ミ

ッション派遣、国際的なサービス産

業関連の見本市への出展を行う。さ

らに、TPP協定発効後に各国で流通

業の参入規制が緩和されることを見

据え、大手コンビニと連携して、中

小企業産品の販路拡大に向け、海外

⑥ 我が国が強みを有する重点分野における取組の強化 

（ⅰ）サービス分野 

新たなハンズオン支援の取組として国内相談窓口を開設し。中堅・

中小・小規模サービス産業事業者 216 社に対して、企業担当制登

録アドバイザーから、①進出計画の策定、②海外向けビジネスモデ

ルの確立、③現地パートナー候補との商談支援、④現地法人の設立

にかかる相談 413 件に対応した。 

また、主要市場に関するマーケティング調査を実施。消費市場とし

て有望な 25 ヵ国 38 都市のライフスタイルを衣・食・住・余暇等

の切り口から調査するとともに、進出都市を決定した企業が出店

場所を検討することが出来るよう 2 ヵ国 2 都市にて商圏調査を実

施した。さらに、サービス産業の ASEAN への進出に係る法規制

やフランチャイズ展開に不可欠な各国の有力パートナー候補を調

査した。 

加えて、進出に関する情報が乏しくも日本サービス産業企業の参
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スを向上

させると

ともに、

相手国政

府等との

関係強化

を図りつ

つ、日本

企業の市

場開拓に

向けた環

境整備を

行う。 

 

○中堅・中

小企業等

において

は、海外

展開に必

要な人材

やノウハ

ウ・経験

の不足が

ボトルネ

ックとな

っている

こ と か

ら、グロ

ーバル人

材 の 育

成、海外

展開に関

す る 情

報・知識

の提供な

ど、中小

企業等の

海外展開

に取り組

む企業の

開のポテンシャルのあ

る優れた中堅・中小サ

ービス企業を積極的に

発掘し、支援する。 

 

(ⅱ)生活関連分野 

日本の伝統的、あるい

は現代的な感性・デザ

イン等を活かしたファ

ッションや日用品等の

生活関連分野の海外展

開を支援する。世界的

な流行発信地である欧

米先進国での販路開拓

支援のほか、新興国に

おいても様々な販売促

進ツールを組み合せた

「キャラバン事業」な

ど効果的な販路開拓を

行う。 

 

(ⅲ)コンテンツ分野 

映画、アニメ、音楽、ゲ

ームなどコンテンツ分

野において、関係業界

団体との綿密な連携を

図りながら、海外展開

支援に取り組む。海外

市場動向などマーケテ

ィング情報の整備を進

め、コンテンツ分野の

世界的な情報発信地で

ある欧米先進国での販

路開拓支援のほか、経

済産業省、株式会社海

外需要開拓支援機構ほ

か関係省庁・機関等が

行う支援事業や B to C

の日本関連イベント等

と海外において連携

のコンビニ実店舗を活用したテスト

販売等の支援を行う。 

入余地が多くある地域等を中心に、計 13 ヵ国 16 都市に、ミッシ

ョン 8 件を派遣。延べ 70 社が参加した。 

 

【実施事例】 

・9 月にフィリピンにサービス産業ミッションを初めて派遣し、16

社が参加した。同国では外資に対する出資を規制していることか

ら、外食産業の有望性と既存の法制度下における展開方法につい

て情報を提供した。また、参加企業による対フィリピン進出の検討

段階に応じてプログラム 2 種類を用意。情報収集を目的としたグ

ループに対しては、有力ショッピングモールの視察やテナント担

当者等からの出店条件に係る説明に特化したプログラムを組む一

方、マニラ進出を具体的に検討し、ビジネスパートナーとのマッチ

ングを希望するグループに対しては、日本の外食産業との提携に

関心を持つ現地ビジネスパートナー候補との商談会を開催した。 

・29 年 3 月に中米（メキシコ、キューバ）にサービス産業におけ

る海外進出支援ミッションを派遣し、6 社が参加した。メキシコフ

ランチャイズ協会や州政府等と連携し、フランチャイズ見本市の

視察や州政府との意見交換会を実施することで、日本では入手困

難な両国の消費市場やビジネス慣習等に係る情報収集に努めた。 

 

このほか、ジェトロは国際的なサービス産業関連の見本市への出

展や関連事業を通じて、サービス産業の海外展開を支援した。 

 

【実施事例】 

・6 月にニューヨークで開催された世界最大のフランチャイズ国

際展示会であるインターナショナル・フランチャイズ・エキスポに

ジャパン・パビリオンを設け、7 社が出展した。ジェトロは今回初

めて有望な現地パートナー候補を他の米国都市から招聘した。ま

た、新輸出大国コンソーシアムの専門家も商談に同席し、きめ細や

かなマッチング支援を行った。 

・外食産業分野の外資規制が 5 月に緩和されたことを受け、イン

ドネシアでは 10～11 月にテストキッチン事業を実施。、食材・調

理設備等の調達、商品の再現性、現地消費者の嗜好、コストなどを

実証した結果、参加企業 5 社中、12 月に 1 社が進出を果たし。他

4 社も進出見込みとなった。 

・11～12 月にかけ、ジェトロは初めてコンビニエンスストアとの

連携事業を実施。ベトナムにおけるファミリーマート、ミニストッ

プ、イオンの全店舗（約 190 店舗）において、日本の農水産・食

品、日用品のテスト販売を実施。特定の 1 会場での試験販売では

なく、日系小売の全店舗で実際の商品棚にて販売する初の試みと

先進国と、そして日本企業の進

出ニーズの高い新興国におけ

る市場開拓を、商談会や情報発

信等を通じ、効果的に実施す

る。 

生活関連分野では、世界的な流

行発信地である欧米での有力

見本市において、我が国中小企

業の出展支援を行うほか、業界

団体等との連携によるジャパ

ン・ブランドの発信や、更なる

裾野の拡大に向けて、代理店・

バイヤー等を招聘し国内で商

談機会の提供を行う。 

機械・部品等分野では、海外で

の展示会や国内商談会等を活

用した企業支援を行うほか、今

後の成長が期待される航空宇

宙分野、消費者家電、ロボット

等の分野にも取り組む。 

インフラ分野では、初期段階か

ら受注に至るまでの一貫した

支援を継続する。 

 

⑦新たに海外展開に取り組む

中小企業への支援 

これまで海外展開を行ってい

なかった中小企業等への支援

を拡大し、海外展開の裾野を拡

大すべく、これら企業の代理

店・バイヤーを招聘した商談会

や海外展示会への参加を促し、

また、参加企業が着実に販路開

拓につなげられるよう、スキル

アップセミナーやワークショ

ップ、個別相談等の展示・商談

会前の事前準備にかかる支援

を充実させる。 

 

⑧相手国政府との関係強化に
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裾野の拡

大と能力

向上に資

する事業

を展開す

る。 

 

○海外展

開に意欲

のある自

治体や地

方の商工

団体等に

対し、海

外のクラ

スター・

産業との

ビジネス

連携等を

積極的に

提案し、

海外展開

による地

域経済の

活性化を

促 進 す

る。また、

日本発ビ

ジネスイ

ノベーシ

ョンの創

出・展開

支援を推

進し、新

産業創出

を促進す

る。 

 

○知的財

産権の取

し、ジャパン・ブランド

の発信と日本コンテン

ツの販路開拓事業を展

開する。また、海外バイ

ヤーとのマッチング事

業においては、業界団

体や他機関と連携して

事業規模の拡大を図る

など効率的な事業実施

に努める。 

 

(ⅳ)機械分野 

工作機械・工具、産業機

械、素形材など我が国

が国際競争力を有する

機械分野の中堅・中小

企業を支援する。生産

設備の需要拡大が著し

いアジア等新興国を中

心に現地バイヤーの発

掘、展示会・商談会、専

門家によるハンズオン

支援等を通じて、企業

の輸出ニーズや段階に

応じた柔軟な支援を行

う。また、技術力に比し

て海外シェアが低い分

野や輸出割合が低いも

のの海外ニーズが高い

分野の企業、さらには、

ニッチな分野で高い国

内シェアを持つ企業な

ど、今後輸出など海外

展開の拡大が見込める

分野の企業を重点的に

支援する。 

 

(ⅴ)環境・エネルギー、

インフラシステム分野 

政府の「インフラシス

なった。全 19 都道府県の 26 社からベトナム初輸出 48 品目を含

む 67 品目を販売。結果、売れ行きが好調だった半生菓子、駄菓子、

アイスクリーム等約 30 品目が正式採用されて継続販売見込みと

なった。 

向けた協力事業等の実施 

日本の通商政策を踏まえ、

TICADVI のフォローアップと

しての我が国企業のアフリカ

等でのビジネス展開支援や日

ASEAN経済大臣会合の枠組み

を活用した新産業分野におけ

る企業連携促進支援などを通

じて、我が国企業のビジネス活

動を促進するとともに、産業協

力の一環として FOODEX 

JAPAN への開発途上国企業の

出展支援や一村一品マーケッ

ト空港展を実施する。 

 

⑨地域の国際ビジネス支援を

通じた地方創生への貢献 

貿易情報センターが中心とな

り、意欲ある自治体や地方の商

工団体等と連携して、地域の魅

力ある産業資源を活かした国

際ビジネスの拡大を推進する

ことで地方創生に貢献する。 

 

⑩クールジャパンの推進と訪

日観光の誘客 

クールジャパンの推進に向け、

政府機関や業界団体等と連携

し、ジャパン・ブランドの発信

を支援する。 

 

⑪フロンティア市場と国際博

覧会におけるジャパン・ブラン

ドの発信 

アフリカ、イラン、キューバな

どのフロンティア市場でジャ

パン・フェア等の展示会を開催

するほか、日露経済協力の一環

としてロシアの「イノプロム

2017」で日本がパートナーカン

 （ⅱ）クリエイティブ分野 

映画、アニメ、音楽、ゲームなどの

クリエイティブ分野を対象に、海外

市場情報の提供やマッチング支援、

日本ブランドの発信を行う。世界各

地からバイヤーが集まる主要マーケ

ットにおいて、業界団体と共催・協

力し、継続的な取引に向けたビジネ

ス支援を展開するとともに、日本の

コンテンツの総合的な情報発信拠点

としてのナショナルパビリオンを運

営し、ジャパン･ブランドの発信を

行う。 

（ⅱ）クリエイティブ分野 

映画、アニメ、音楽、ゲームなどのクリエイティブ分野におい

て、業界団体と共催・協力して世界各地の有望バイヤーとの継続

的な取引に向けたビジネス支援を展開するとともに、主要見本市

において日本のコンテンツの総合的な情報発信拠点としてのジャ

パン・パビリオンを運営した。 

 

【実施事例】 

・9 月に幕張でゲームビジネス商談会を実施。参加企業 32 社とジ

ェトロが 10ヵ国から招聘したバイヤー10社との商談を支援した。

また、これに合わせ、日本企業が主要国のゲームコンテンツ市場に

関する理解を深めることを目的として、在日カナダ大使館と連携

してゲームビジネスセミナーを東京で開催。ジェトロとカナダ大

使館がそれぞれ招聘したバイヤー（米国、カナダ、インドネシア、

アラブ首長国連邦）が講演し、139 人が参加した。 

・10 月開催の国内最大の音楽関連見本市「第 13 回東京国際ミュ

ージックマーケット（TIMM）」の開催に合わせ、音楽ビジネスに

おける商談会を東京で開催。ジェトロが招聘したバイヤー（6 ヵ国

6 名）のほか、音楽産業・文化振興財団（PROMIC）が招聘したバ

イヤー（3 ヵ国 5 名）とのマッチングを支援した。 

・世界最大規模の国際映画見本市「カンヌ映画祭」に合わせて開催

されたカンヌ・フィルム・マーケット 2016 に、ユニジャパンと連

携してジャパン・パビリオンを出展。ジェトロは海外の映画関係者

に対し、出展企業の映画作品の PR を行うとともに、新輸出大国コ

ンソーシアム事業のエキスパートを活用し、海外バイヤーとの商

談方法やマーケティングについて情報提供を通じてマッチング支

援を行った。 

 （ⅲ）ヘルスケア分野 

政府が推進する医療・介護分野のア

ウトバウンドの促進に向け、健康長

寿分野では、新興国において我が国

の関連産業の優位性を示せるよう主

としてB to C向けの広報事業等を実

施する。ライフサイエンス（医療機

器、バイオ医薬品関連）分野では、

日本企業と外国企業とのビジネスマ

（ⅲ）ヘルスケア分野 

政府が推進する医療・介護分野のアウトバウンドの促進に向け、今

後日本を上回る急速な高齢化に直面することが予想される新興国

において、「健康長寿＝日本」のイメージ定着を目的とし、BtoC 向

けの広報事業等をした。 

 

【実施事例】 

・29 年 3 月開催のベトナム・ハノイにおける健康長寿広報展に先

立ち、ジェトロは初めて、健康長寿分野に係るベトナム政府関係者
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得 や 保

護、その

活用支援

による海

外展開支

援や海外

の法的規

制 や 基

準・認証

等 の 制

度・ルー

ル情報の

整備等を

通じて、

我が国企

業の海外

展開活動

を支援す

る。 

 

 

テム輸出戦略」等を踏

まえ、関係省庁及び関

係機関とも連携しなが

ら、案件形成・発掘に向

けた現地インフラ情報

の収集、案件形成の段

階から我が国企業が相

手国政府関係者への関

与を強めるための専門

家派遣や現地要人の招

へい、政策ニーズに応

じた国内外でのセミナ

ー開催等を通じて、我

が国企業のインフラ分

野の海外展開を支援す

る。 

環境・エネルギー分野

においては、水処理、大

気・土壌汚染対策等に

おいて、ニーズが顕在

化している国・地域に

重点を置いた事業を展

開するとともに、プラ

ント等の新設や更新需

要を取り込むことを目

的とした事業を実施す

る。 

 

④海外進出段階に応じ

た継続的な支援 

我が国企業の海外進出

支援に際しては、海外

進出の検討・実現、進出

後の現地事業展開、第

三国展開、さらには事

業の再編など、進出段

階に応じた継続的な支

援を実施する。その際、

他機関と連携しつつ、

セミナー、ミッション

ッチング機能を強化する。このた

め、巨大マーケットであり、かつト

レンドの発信地である先進国、そし

て日本企業の進出ニーズの高い新興

国における市場開拓を、商談会や情

報発信等を通じ、効果的に実施す

る。 

とメディア（国営放送局）を日本に 28 年 12 月に招聘した。健康

長寿広報展への出展企業を中心とする日本の健康長寿関連製品・

サービスを、被招聘者が直接体験する機会を創出した結果、事業終

了後、ベトナムでは国営放送局で日本企業の健康長寿関連製品・サ

ービスの紹介が複数件放映されただけではなく、健康長寿広報展

の会期中（29 年 3 月）にもジャパン・パビリオンについて大規模

に報じられた。この結果、ジャパン・パビリオンへの来訪者数は 11

万人、成約金額は 358 件と、それぞれ前年度にバンコクで開催し

た類似事業の実績から倍増した。 

・肥満・糖尿病患者が多い一方で、新規参入余地が残されている中

東を重点地域として位置づけて同地域の取組を強化。まず厚労省

と協力し、「Iran Health Summit 2016」（5 月）の開催に合わせて

イランにミッションを派遣。厚労省と共催で「日・イラン医療機器

フォーラム」を初めて開き、64 ヵ国 800 人を動員。中東最大の医

療機器展示会「Arab Health」（29 年 1 月、ドバイ）では出展規模

を前年度比 1.4 倍の 20 社に拡大し、成約件数を 287 件（前年度比

1.6 倍）に伸ばした。 

トリーとなることを受け、大規

模パビリオンを出展する。ま

た、29 年 6～9 月にカザフスタ

ンで開催されるアスタナ国際

博覧会で日本館を出展する。 

 

⑫知的財産を活用した海外ビ

ジネスの拡大 

中小企業等の海外展開に際し

知的財産権侵害を未然に防ぐ

ため、外国出願支援による権利

化支援を行うほか、侵害対策と

して模倣対策・海外知財動向セ

ミナーや資料作成による情報

提供、相談対応を行うなど、知

的財産を活用した日本企業に

よる海外ビジネスの拡大につ

ながる取組を継続して行う。 

 

⑬イノベーションの促進とル

ール（規制、基準・認証等）に

係る情報収集・発信 

有望な中堅・中小・ベンチャー

企業に対し、起業家ネットワー

クがあり、専門家、投資家等の

活動が活発な海外地域におい

て、起業支援システムを活用し

て、引き続きビジネス展開を支

援する。 

 

⑭大学との連携 

文部科学省による「スーパーグ

ローバル大学創生支援」事業の

採択大学など、包括的連携協定

を締結した大学と連携し、協定

内容を履行する。 

 （ⅳ）生活関連分野 

世界的な流行発信地である欧米での

有力見本市において、我が国中小企

業の出展支援を行うほか、業界団体

等との連携によるジャパン・ブラン

ドの発信や、さらなる裾野の拡大に

向けて、代理店・バイヤー等の招聘

を実施する。また、日用品分野にお

けるアジア新興国向けの販路開拓支

援について、現地での商談会や有力

バイヤーを招聘しての国内商談会の

開催を中心に進めるとともに、成長

著しい越境EC市場の需要の取り込

みを図るため、当該市場における商

流構築に向けた支援に取り組む。 

（ⅳ）生活関連分野 

世界的な流行発信地である欧米や有望市場であるアジア新興国で

の販路開拓のため、有力見本市への出展、業界団体等との連携、有

力バイヤー等の招聘等を実施するとともに、ジャパン・ブランドの

発信に取り組んだ。 

 

【実施事例】 

・メンズアパレル分野の有力見本市「Liberty Fair New York」に

7 月、ジェトロが初めて出展。限られたスペースを最大限活用する

ため、1 ブース当たりの出展者数が通常 1 社であるところを 2 社

に拡大し、日本のメンズブランド 21 社の出展支援を可能とした。

初めて海外展開を目指す企業 6 社に対する専門家によるきめ細や

かな個別指導を行った結果、うち 2 社が成約の実現に至った。 

・29 年 1 月にパリで開かれた世界最大級のインテリア・雑貨見本

市「メゾン・エ・オブジェ」に出展。輸出未経験企業 13 社に対し

ては、ジェトロから事前ニュースレターを全 3 回配信したほか、

価格設定や商談資料の作成、商談時のアドバイス等をきめ細やか

に指導するなど、重点的に支援した。この結果、11 社が外国企業

と初めての成約（見込み含む）を実現した。。 

・化粧品・美容品分野での越境 EC 市場の商流構築を図ることを

目的として、29 年 1 月に東京と中国各地をオンライン中継でつな

ぎ、中国最大の消費者向け E-コマースサイト「淘宝（タオバオ）」

の越境 EC カテゴリ「全球購」のショップオーナー約 3 万 1,000 社
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派遣、専門家によるア

ドバイスやハンズオン

支援、中小企業海外展

開現地支援プラットフ

ォームなどの支援サー

ビスを企業の状況に応

じて適時、的確に提供

し、企業の海外進出の

成功に向けて能動的に

取り組む。 

また、市場の拡大が期

待されており、我が国

企業の関心が高まって

いるものの、ビジネス

環境の面で課題が多い

新興国等については、

相手国・地域の状況に

応じた事業戦略を策定

しつつ、相手国政府・関

係機関との連携や人的

ネットワークの拡大、

さらには、ビジネス環

境の改善に向けた枠組

みの構築などの支援体

制の整備を進め、日系

企業の円滑なビジネス

環境を醸成する。 

さらに、途上国の低中

所得者層を対象とした

製品で新たに市場参入

を検討している日本企

業の個別ビジネス案件

形成を目指す BOP／ボ

リュームゾーンビジネ

スの支援や、アフリカ

における拠点設立を目

指す日本企業を支援す

るアフリカビジネス実

証事業を実施する。 

 

に対して、日本企業がプレゼンテーションするライブ配信会を実

施した。このようなライブ配信会を実施したのは今回が初。ライブ

配信会の結果、ショップオーナーから高い評価を受けた 40 社を取

りまとめて 29 年 3 月に上海で商談会を実施した。来場したバイヤ

ーは、予め関心がある日本企業が判明していたため、効率的な商談

が行われた結果、会期中の商談件数は 1,026 件、成約件数（見込み

含む）が 179 件、成約金額（見込み含む）は 6,050 万円に上った。 

 （ⅴ）機械・部品等 

国際競争力を有する工作機械・工

具、産業機械、素形材、環境機器、

防災機器分野等を中心に企業支援を

行う。また、「モノ」の輸出のみな

らず、知的財産の活用によるライセ

ンス契約や技術提携、共同開発等も

含めた海外展開を支援する。主に消

費者家電、ロボット等の分野を対象

として、中小企業のほかベンチャー

企業や知的財産の活用に積極的な中

堅企業も含め支援する。さらに、今

後の成長が期待される新たな産業分

野として、航空宇宙分野における取

り組みを行う。 

（ⅴ）機械・部品等 

国際競争力を有する工作機械・工具、産業機械、素形材、環境機器、

防災機器分野等や、消費者家電、ロボット等の分野において、輸出

支援に加えて、知的財産の活用によるライセンス契約や技術提携、

共同開発等を含めた海外展開を支援した。工作機械・機械部品等の

分野におけるアジアでの主要見本市である「MTA ベトナム」、

「METALEX」（タイ）、「Manufacturing Indonesia」や米国にお

ける消費者家電や航空関連の専門見本市においてジャパン・パビ

リオンを設置し、中小企業を中心とする日本企業の出展を支援し

た。 

 

【実施事例】 

・ベトナム最大級の総合機械展示会「MTA ベトナム」に 7 月に出

展。効率的な商談実現のため、初めて現地のビジネスマッチングウ

ェブサイトを活用し、出展者情報を掲載した。また、地場企業の資

金調達力が限られていることを踏まえ、リース形式によるビジネ

スも有効である旨を出展企業 24 社に予めアドバイスした。こうい

った取組が奏功し、会期中の成約金額（見込み含む）は 4 億円（前

年度比 1.8 倍）となった。 

・IoT、AI、自動運転技術を代表とするハイテク企業が集積する世

界最大の消費者家電見本市「コンシューマー・エレクトロニクス・

ショー（CEC）」に 29 年 1 月に出展。ロボット分野におけるユニ

ークな技術を有するベンチャー企業等 9 社が参加した。出展者に

は事前のビジネスマッチング支援によるパートナー候補企業との

商談アレンジ等きめ細やかな支援を行った結果、成約金額（見込み

含む）は 45 億円に上った。 

・29 年 3 月にドイツ・ハノーバーで開催された世界最大の国際情

報通信技術見本市 CeBIT において、日本が初めてパートナーカン

トリーを引き受け、ジェトロがジャパン・パビリオンを運営。開幕

式後に日本の安倍首相とドイツのメルケル首相がジャパン・パビ

リオンを訪問するなど注目を集める中、ジェトロは合計 113 社の

出展をとりまとめ、商談件数 8,134 件、成約件数 658 件、成約金

額 58 億円と、ジェトロ事業として史上最大級の成果を達成。 
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 ⑤相手国政府との関係

強化に向けた協力事業

等の実施 

相手国における我が国

のプレゼンスを向上さ

せ、将来的な日本企業

のビジネス拡大、当該

国と日本の円滑な通商

政策に裨益するよう、

相手国の産業・企業・人

材等の育成支援や相手

国の規制官庁等のキャ

パシティ・ビルディン

グなど、相手国政府や

業界団体等との協力事

業を展開するととも

に、アジアの貿易振興

機関やアフリカの投資

誘致機関との交流・連

携事業を実施し、相手

国・地域政府との関係

強化を図る。特に、アフ

リカにおいては、今後

の「アフリカ開発会議

（TICAD）」に向けて、

日本企業のアフリカ投

資促進、双方向の貿易

拡大、地場産業や現地

人材育成に向けた事業

を着実に実施する。 

 

⑥地域の国際ビジネス

支援を通じた地方創生

への貢献 

国内事務所が中核とな

り、意欲のある自治体

や地方の商工団体等と

能動的に連携して、地

域の魅力ある産業資源

を活かした国際ビジネ

（ⅵ）インフラ分野 

基礎情報提供から案件獲得支援まで

をカバーするコーディネーターの配

置、個別インフラ案件情報を提供す

るインフラマップの作成、国内外に

おけるセミナー開催による情報提

供、展示会・商談会等を活用したマ

ッチングの支援、相手国・機関等へ

の日本人専門家の派遣、相手国キー

パーソンの招聘等を通じて、初期段

階から受注に至るまでの一貫した支

援を行う。また、日本のプラント・

省エネ技術売り込みのためのプラン

ト・省エネ診断事業の専門家派遣、

招聘等の支援を継続するほか、中進

国以上の民活・PPP案件を対象に、

企業提案によるプレFSの支援を新

たに行う。 

（ⅵ）インフラ分野 

基礎情報提供から案件獲得支援までをカバーするコーディネータ

ーを 10 ヵ所（クアラルンプール、シンガポール、イスタンブール、

マプト、アビジャン、ヨハネスブルク、ダカール 、プラハ、ワル

シャワ、ドバイ）に配置し、現地でのブリーフィングやメールでの

情報提供を行ったほか、現地で開催されるイベント等の機会に合

わせてマッチングや商談支援を行った。また、ロシア、クウェー

ト、カタールにおけるインフラ計画の調査を行い、作成したインフ

ラマップをジェトロ・ウェブサイトに掲載した。国内外におけるセ

ミナー開催による情報提供や展示会・商談会等を活用したマッチ

ングの支援も実施した。さらに、相手国政府機関や現地企業等の関

係者にアプローチし、ターゲット国の関係者に日本の優位性をア

ピールし受注につなげるため、環境・省エネ分野とインフラシステ

ム・日本型都市開発案件において、個別プロジェクトの受注に取り

組む日本企業からの事業提案を公募で募集し、計 5 社の専門家派

遣事業・招聘事業を採択・実施した。加えて、中進国以上の民活・

PPP 案件を対象に、ODA 以外の資金源を前提とする案件発掘を目

的としたプレ FS の新たな支援として、企業からの事業提案を公募

で募集し、計 4 社の調査を採択・実施した。 

 

【実施事例】 

・モロッコ政府が推進する「Gas to Power プロジェクト」（投資総

額（見込み額）46 億ドル）の日本企業による受注につなげるため、

モロッコからエネルギー・鉱山・水利・環境相、電力公社総裁、エ

ネルギー・鉱山・水利・環境省事務次官、大臣官房長を 9 月に日本

に招聘した。招聘プログラムには経済産業省や国際協力銀行、LNG

に関わる主要な日本企業との面談や LNG 関連視察を組み込んだ

ほか、同国のプロジェクトに関するインフラセミナーを東京で開

催し、エネルギー・鉱山・水利・環境相が参加する中で、日本企業

11 社がプレゼンテーションを行った。 

・外国企業に市場を開放する政策に方針を転換したアルゼンチン

の新政権が、老朽化したインフラの再開発を政策の目玉の一つと

していることを受け、インフラ分野に特化したアルゼンチン・ミッ

ションを 7 月に初めて実施した。ミッション中にブエノスアイレ

スで開催した日本企業向けセミナーには副大統領を始めとする同

国政府要人が登壇し、今後 4 年間で 1,000 億ドル規模の投資が予

定される同国でのインフラ整備への日本企業の参画に対する期待

が表明された。 

 ⑦新たに海外展開に取り組む中小企

業への支援 

⑦ 新たに海外展開に取り組む中小企業への支援 

初めて海外展開に取り組む中小企業によるジェトロ事業への参加
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スの拡大を推進するこ

とで地方創生に貢献す

る。具体的には、国際ビ

ジネスを核として地域

の産業・企業が連携し

成長する好循環の創出

を目指して、輸出や海

外進出などアウトバウ

ンドの取組や、地域へ

の外国企業や観光客の

誘致などインバウンド

の取組を必要に応じ効

果的に組み合わせた地

域発の連携プロジェク

トを形成し、その実現

を図る。 

 

⑦ジャパン・ブランド

の発信 

農林水産物・食品の輸

出促進、サービス分野

やクリエイティブ分野

の海外展開支援などを

有機的に連携させて、

海外におけるジャパ

ン・ブランドの発信に

取り組む。例えば、日本

政府の参加機関として

国際博覧会で日本館を

出展するほか、経済産

業省、在外公館、観光

庁・独立行政法人国際

観光振興機構、株式会

社海外需要開拓支援機

構、業界団体等の外部

関係省庁・機関と連携

しつつ、海外の有力展

示会等においてオー

ル・ジャパンでのパビ

リオンを形成するな

これまで海外展開を行っていなかっ

た中小企業等への支援を拡大し、海

外展開の裾野を拡大すべく、海外見

本市に比べ広く参加機会を提供する

ことができる代理店・バイヤーを招

聘した商談会に重点を置いた支援を

行う。また、着実に販路開拓につな

げられるよう、スキルアップセミナ

ーやワークショップ、個別相談等の

商談会前の事前準備にかかる支援を

充実させる。商談後においては、国

内外に配置する専門家も活用し、見

込みのある海外バイヤーとの継続的

なコンタクトを維持し、フォローア

ップを通じて早期の成約を図る。 

を促すため、費用面の負担が少なく参加が可能な代理店・バイヤー

の招聘による国内での商談機会を提供するとともに、商談会前の

事前準備に係るワークショップの開催、専門家による個別相談、商

談同席等をパッケージとした事業を実施した。 

 

【実施事例】 

・12 月で大阪・東京開催の日用品・生活雑貨分野での商談会を前

に、初めて輸出を試みる企業を対象とした貿易の基礎知識、プレゼ

ンテーションのコツ、価格表の作成方法に関するセミナーやワー

クショップ等を、4 ヵ月間にわたり集中的に支援を行った。まず 8

月にセミナーを開催し、ジェトロの専門家が海外販路開拓の流れ

を、過去の事業参加者が体験談をそれぞれ講演。9 月に商談準備の

ためのワークショップを開催し、価格設定やプレゼン方法等、商談

を行う際のポイントを演習形式で講義。10 月以降は、ジェトロ専

門家による商談準備の個別指導や海外市場に関する情報提供を行

った結果、12 月の商談会及びフォローアップを経て、計 7 社が早

期の成約を実現した。 

 ⑧相手国政府との関係強化に向けた

協力事業等の実施 

日本の通商政策を踏まえ、

TICADVIを契機にアフリカ等のビ

ジネス開発支援を強化し、途上国政

府等との連携強化を踏まえた産業協

力事業を実施するとともに、ボリュ

ームゾーンへの市場開拓の促進など

を通じて、我が国企業活動の円滑化

に貢献する。また、産業協力の一環

としてFOODEX JAPANへの途上国

企業の出展支援や、一村一品マーケ

ット空港展を実施する。 

⑧ 相手国政府との関係強化に向けた協力事業等の実施 

日本の通商政策を踏まえ、TICAD VIを契機にアフリカ等のビジネ

ス開発支援を強化し、途上国政府等との連携強化を踏まえた産業

協力事業を実施したほか、ボリュームゾーンへの市場開拓の促進

を図る日本企業の個別支援を55件実施した。また、産業協力の一

環としてFOODEX JAPANへの途上国企業の出展支援や、年間を

通じた成田、関西両空港での一村一品マーケット空港展を実施し

た。 

 

【実施事例】 

・農水産品の品質向上と輸出促進を図るモロッコ政府からの要請

を受け、7月～8月と9月～10月にナッツ分野の専門家を同国に派遣

し、対日輸出有望企業に対する技術指導を行った。11月と29年1月

～2月には、繊維産業分野の専門家をエジプトに派遣。現地縫製工

場の中間管理者向けに、生産ラインの現状把握の各分析法や設計

法などについて指導した。また、29年3月にはナイジェリアとガー

ナに食品輸送包装分野の専門家を派遣し、現地政府機関と連携し

て現地企業向けのセミナーを開催した。 

・幕張で 3 月に開催された日本最大級の食品・飲料見本市

「FOODEX JAPAN 2017」に、「WORLD FOOD MARKET」を

テーマとしたジェトロ・ゾーンを設置。アフリカ 8 ヵ国 18 社を含

め、海外事務所が発掘した途上国全 21 ヵ国の有望企業 35 社の出

展を支援した。 
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 ど、相乗効果、訴求効果

の高いジャパン・ブラ

ンドの発信に取り組

む。 

 

⑧トップセールスを活

用した海外展開支援の

取組 

総理、閣僚、大使、自治

体首長等による海外で

のトップセールスなど

の機会を捉え、ビジネ

ス・フォーラムやビジ

ネス交流会等を開催

し、我が国企業の製品・

サービスの PR、ビジネ

ス環境の整備・改善に

向けた相手国政府への

働きかけを行う。 

 

⑨訪日観光客誘致への

貢献 

観光庁・独立行政法人

国際観光振興機構と連

携して、地域産品の生

産現場等の産業観光資

源の情報を海外へ発信

するとともに、自治体

や業界団体等と連携し

て、海外の有力者、業界

関係者、メディア、教育

機関等を招へいし、地

域資源の海外販路開拓

と訪日観光を連動させ

た産業観光事業を展開

する。 

また、東京オリンピッ

ク等の開催を捉えた訪

日観光客増加に貢献す

るため、発信力のある

⑨地域の国際ビジネス支援を通じた

地方創生への貢献 

貿易情報センターが中心となり、意

欲ある自治体や地方の商工団体等と

連携して、地域の魅力ある産業資源

を活かした国際ビジネスの拡大を推

進することで地方創生に貢献する。

具体的には、輸出や海外進出などア

ウトバウンドの取組と、地域への外

国企業や観光客の誘致などインバウ

ンドの取組を必要に応じ効果的に組

み合わせた地域発の連携プロジェク

トを形成し、その実現を図る。その

際、企業の海外展開支援をより効果

的に行うため、機構と覚書

（MOU）を締結済みの独立行政法

人中小企業基盤整備機構、商工組合

中央金庫、日本政策金融公庫等の支

援機関を中心に、共同での企業訪

問、セミナー・展示会・商談会開催

や海外ミッション派遣などで一層の

連携を図る。 

⑨ 地域の国際ビジネス支援を通じた地方創生への貢献 

貿易情報センター（地方事務所）が中心となり、地域の魅力ある産

業資源を活かした国際ビジネスの拡大を推進するため、地域単位

での国際ビジネス支援に取り組んだ。また、企業の海外展開支援を

より効果的に行うため、覚書（MOU）を締結済みの独立行政法人

中小企業基盤整備機構、商工組合中央金庫、日本政策金融公庫等の

支援機関と共同でのセミナー・展示会・商談会（連携件数：416 件）

や海外ミッション派遣（同 2 件）を通じて連携を図った。 

 

【実施事例】 

・富山市内のイタリア料理店などで構成される富山イタリア料理

有限責任事業組合が、イタリア・ピエモンテ州の料理研修期間 ICIF

との交流を通じて富山食材のイタリア向けレシピ開発・輸出及び

イタリア企業の誘致に取り組むにあたり、ジェトロは両者の交流

を支援した。ジェトロは 5 月にイタリアへのミッションを初めて

派遣。参加者は現地市場を視察し、ICIF でワインと料理の合わせ

方に関する研修を受講した。11 月には対日進出への関心が高いイ

タリア企業 2 社を富山に招聘し、県内企業との商談を 3 件実施し

た。 

 ⑩クールジャパンの推進と訪日観光

の誘客 

クールジャパンの推進に向け、政府

機関や業界団体等と連携し、ジャパ

ン・ブランドの発信を支援する。海外

の有力な B to C イベントの活用や連

携を通じて、日本企業にマーケティ

ング機会を提供するほか、クールジ

ャパン官民連携プラットフォームへ

の参加を通じ、オール・ジャパンの取

組みにも貢献しつつ、海外の視点を

大切にしたクールジャパンイベント

の組成に努める。また、2020 年の東

京オリンピック・パラリンピックに

向け、日本のライフスタイルの世界

への発信のためのジャパニーズライ

フスタイルの作成、観光誘客、復興支

援・地方創生への貢献につながる外

⑩クールジャパンの推進と訪日観光の誘客 

政府機関や業界団体と連携し、海外の有力な B to C イベントを活

用して日本企業にマーケティング機会を提供した。また、クールジ

ャパン戦略の推進を図るため、政府主導で設立されたクールジャ

パン官民連携プラットフォームの構成員として、クールジャパン

関係府省連絡・連携会議と地方版クールジャパン会議に参加し、オ

ール・ジャパンの取組に貢献した。 

 

【実施事例】 

・日本のコンテンツ（音楽・漫画）と観光とを同時に PR するイベ

ント「JAPAN WEEKEND」（11 月、マレーシア・クアラルンプー

ル）において、ジェトロは日本の音楽アーティストを漫画関係のイ

ベントに出演させるなど、分野横断的なジャパン・ブランドの発信

のために経済産業省や観光庁などと連携した。 

 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を前に、日本

のライフスタイルを世界に発信するジャパニーズライフスタイル

作成のため、既存のインバウンド情報やクールジャパン関連情報
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インフルエンサー等の

招へい事業や海外での

観光展での広報事業を

実施する。 

 

⑩知的財産を活用した

海外ビジネスの拡大 

外国出願費用の一部助

成や模倣品対策の事業

の実施など、我が国企

業が有する知的財産権

保護の支援を行うとと

もに、優れた知的財産

を活用した海外でのビ

ジネス展開の促進を図

るために、海外での知

的財産のプロモーショ

ンやライセンス契約の

締結などに向けた権利

行使のための支援も行

う。さらに、各国の特許

庁や税関、地域の発明

協会等と連携し、情報

の収集･発信を行う。 

 

⑪イノベーションの推

進、制度・ルールへの対

応 

「シリコンバレー・イ

ノベーション・プログ

ラム」などの実施を通

じて、グローバルに通

用する革新的な技術や

アイデアを有する我が

国ベンチャー企業の海

外での新規ビジネス創

出を強力に後押しす

る。また、海外の法的規

制や基準・認証等の制

度・ルールについて、海

国要人招聘等を実施する。2016 年夏

のリオデジャネイロオリンピック・

パラリンピックでは、関係府省庁と

共にジャパン・ハウスに出展し、対日

投資やクールジャパン、産業観光の

広報を実施する。 

さらに、訪日観光と連動した産業観

光事業を拡充し、地域が地場産業を

核に外需を稼げるよう支援する。特

に「観光立国実現に向けたアクショ

ン・プログラム」と、観光庁、日本政

府観光局（JNTO）、経済産業省との

四者行動計画に基づき、日本各地の

産業観光情報を収集し、国内外の有

力な観光博等のイベントにおける

PR 活動に協力していく 

の調査を実施したほか、訪日外国人の増加や復興支援・地方創生を

図るため、世界のビジネスリーダーや有力投資家などを全国各地

に招聘した。また、「観光立国実現に向けたアクション・プログラ

ム」と、観光庁、日本政府観光局（JNTO）、経済産業省との四者

行動計画に基づき、日本各地の産業観光情報を発信した。28 年 8

月～9 月のブラジル・リオデジャネイロでのオリンピック・パラリ

ンピック競技大会開催期間中、同都市に設置されたジャパン・ハウ

スにおいては、キャラクター等のコンテンツを中心としたクール

ジャパンや産業観光の広報を実施した。 

 

【実施事例】 

・長崎から小倉を貫く長崎街道の産業観光の推進のため、11 月に

シンガポールと香港からメディアや旅行代理店など 5 名を招聘。

製菓業が発達していることから別名「シュガーロード」と呼ばれる

同地域の魅力を伝えた結果、招聘したメディアによって、キャセイ

パシフィック航空機内誌で「シュガーロード」が紹介されたほか、

旅行代理店も同地域へのパックツアー商品企画を検討するに至っ

た。また、沿道の製菓企業による被招聘者に対する輸出商談にもつ

ながった。 

 ⑪アフリカ及びイラン・キューバ等

フロンティア市場におけるジャパ

ン・ブランドの発信 

TICADVI の機会にジャパン・ブラン

ドを発信すべく、機構が中心となっ

てジャパン・フェアを開催する。日本

のブランドイメージが十分普及して

いない新興国市場や、経済制裁が解

除されたイランやキューバ市場等に

おいても、ジャパン・フェア等の展示

会を開催する。また、2017 年アスタ

ナ国際博覧会における日本政府の参

加機関として、メインテーマ「未来の

エネルギー」に沿った魅力ある出展

を実現できるよう準備を進める。 

⑪アフリカ及びイラン・キューバ等フロンティア市場におけるジ

ャパン・ブランドの発信 

ケニア・ナイロビで 8 月に開かれた「第 6 回アフリカ開発会議

（TICAD VI）」の公式サイドイベントとして、アフリカビジネス

に関心ある企業 95 社をとりまとめたジャパン・フェアを開催し

た。アフリカにおける見本市としては過去最大級の成果を創出し

た（商談件数 1,708 件、成約件数（見込み含む）171 件、成約金額

（見込み含む）4.5 億円）。また、同じく公式再度イベントとして

「日本-アフリカ ビジネスカンファレンス」も 2 日間にわたって

開催。安倍首相、ケニアのケニヤッタ大統領を筆頭に、日本・アフ

リカ双方から約 60 名が登壇し、参加者数は延べ約 1,400 人に上っ

た。ほかにも、アルジェリア（5 月～6 月、アルジェ国際見本市）

やカンボジア（12 月、カンボジア輸出入一州一品展示会）などの

新興国や、経済制裁が解除されたイラン（10 月、テヘラン国際産

業見本市）やキューバ（10 月～11 月、ハバナ国際見本市）におい

ても、ジャパン・パビリオンを設けてジャパン・ブランドを発信し

た。 

29 年 6 月～9 月開催のアスタナ国際博覧会については、日本館の

展示実施設計・施工を行う事業者の公募・決定や運営事業者の入

札・決定など、具体的な準備を進めるとともに、開幕 1 年前を契

機として 6 月に日本館公式ウェブサイトを開設。11 月に安倍首相
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外の認証機関との連携

等によって、的確に情

報を収集し、情報提供

を行うことで我が国企

業の海外展開活動を支

援する。 

とカザフスタンのナザルバエフ大統領の立ち会いの下、アスタナ

国際博覧会日本館参加契約署名式を首相官邸にて実施した。一方、

博覧会会場の一部崩落事故が発生したことを受け、事故詳細を報

告するよう博覧会公社に粘り強く交渉を行い、日本館スペースの

安全性を確認した後の 29 年 2 月に日本館スペースの引渡しを受

け、日本館の着工を開始した。 

 ⑫知的財産を活用した海外ビジネス

の拡大 

中小企業等の海外展開に際し知的財

産権侵害を未然に防ぐため、外国出

願支援による権利化支援を行う。ま

た、冒認出願等により、現地で日本企

業が訴えられるリスクを低減するた

め、海外展開前に商標先行登録調査

による支援を行う。さらに侵害対策

として、模倣対策・知財動向セミナー

や資料作成による情報提供、相談対

応に加え、流通経路や製造元を特定

する侵害実態調査による支援や、権

利行使の支援を行うほか、現地企業

から権利侵害との訴え又は警告を受

けた場合の係争費用も支援する。そ

のほか、新たに冒認商標に対する異

議申立や取消審判請求、訴訟費用を

補助する。海外では、在外日系企業か

らの相談対応を通じて意見集約をは

かり、各国政府への改善要望等を行

う。また、侵害発生国政府機関等と連

携し、真贋判定等のセミナーを開催

する。 

機構の海外展開支援事業の参加企業

と知財支援事業の参加企業に、それ

ぞれ他事業の活用を促すなど、機構

事業において知財事業が横断的に活

用されるよう取組みを強化する。さ

らに、新たな取り組みとして、地域団

体商標の海外展開を促進するため、

ブランド戦略策定、プロモーション

促進等の支援や海外進出先での営業

秘密漏洩問題の対策強化を行う。 

⑫知的財産を活用した海外ビジネスの拡大 

中小企業等の海外展開に際し知的財産権侵害を未然に防ぐため、

海外において自社の知的財産を権利化する支援として、ジェトロ

は商標先行登録調査 23 件と外国出願支援事業 175 件を実施した。 

また、海外で知的財産権の侵害を受けている日本の中小企業に対

し、ジェトロが模倣品の流通経路や製造元を特定し、市場での販売

状況等の情報を提供する模倣品対策支援事業を 18 件実施した。さ

らに、海外で日本企業が現地企業から権利侵害で訴えられた場合

に係る弁護士への相談や訴訟準備にかかる費用の一部助成支援を

2 件実施。海外で第三者である現地企業から自社ブランドの商標や

地域団体商標を先行して出願（冒認出願）されたことに対し、異議

時申立や無効審判請求、取り消し審判請求等、同冒認出願を取り消

すためにかかる費用の一部助成支援を 10 件実施した。 

海外では、在外日系企業からの相談対応を通じて意見集約を図り、

インドやタイなど各国政府への改善要望等を行った。また、中国や

ミャンマーなどの侵害発生国においては、知財権侵害取締当局職

員に対し、取り締まりを行う上での実践的な情報提供を行うこと

を目的に、真贋判定セミナーを現地政府機関と連携して開催した。 

外国出願支援事業や商標先行登録調査事業等、企業の知財権権利

化等を目的とする支援企業に関し、海外進出を目的とするジェト

ロの各種事業の活用促した結果、他事業との連携により海外展開

支援を行うに至った企業は、外国出願支援事業で 10 件、商標先行

登録調査では 23 件に上った。 

また、地域ブランドの海外展開拡大を支援するため、海外向けブラ

ンディングからハンズオン支援を行い、商品・サービスの現地プロ

モーション、マッチング事業を 11 件実施した。 
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 ⑬イノベーションの促進とルール

（規制、基準・認証等）に係る情報収

集・発信 

革新的な技術やビジネスモデルを有

するものの、海外のパートナーや資

金調達等の情報不足により海外展開

が困難な中堅・中小・ベンチャー企業

に対し、起業家ネットワークがあり、

専門家、投資家等の活動が活発な海

外地域において、起業支援システム

を活用して、ビジネス展開を支援す

る。また、日本企業の強みを活かした

ビジネスにつながるような新興国で

の制度導入調査を行い、業界や地域

のニーズを踏まえた事業や支援を行

う。 

⑬イノベーションの促進とルール（規制、基準・認証等）に係る情

報収集・発信 

革新的な技術やビジネスモデルを有する一方で、海外のパートナ

ーや資金調達等の情報不足により海外展開にまで至っていない中

堅・中小・ベンチャー企業を支援する「ジェトロ・イノベーション・

プログラム」を実施した。 

 

【実施事例】 

・イノベーティブな知的財産を保有する中小企業 19 社が、9 月に

サンフランシスコのスタートアップ展示会 DisruptSF とピッチイ

ベント TechMatch に参画することをジェトロが支援。ジェトロは

参加企業を対象としたビジネスディベロップメント研修を、渡航

前の 1 週間にわたって実施。現地弁護士を講師に招いた法人拠点・

設立セミナーも開催した。各社は予め知的財産戦略を含めたビジ

ネスモデルを構築した結果、展示会・ピッチイベントでの商談件数

は計 771 件に上った。ほか、28 年度からの継続商談からライセン

ス契約 5 件の成約が生まれた。 

 

一方、日本企業の強みを活かしたビジネスにつながるような新興

国での制度導入調査を行い、業界や地域のニーズを踏まえた事業

に取り組んだ。例えば、非感染性疾患の増加が社会課題となってい

るスリランカにおいて、日本の健康経営の考え方を導入するプロ

ジェクトとして、同国の医療制度や従業員の健康維持に関する企

業の意識などの調査を実施し、29 年 3 月に現地でワークショップ

を行った。 

 ⑭大学との連携 

文部科学省による「スーパーグロー

バル大学創生支援」事業の採択大学

を中心に新たに包括的連携協定を締

結し、同時に締結済の協定内容を履

行していく。 

⑭大学との連携 

ジェトロは、文部科学省による「スーパーグローバル大学創成支

援」事業の採択校である長岡技術科学大学及び国際大学と、6 月に

新たに包括的連携協定を締結した。既に協定を締結済の大学とは

様々な連携事業を展開。東京外国語大学及び関西学院大学では、28

年度下半期にジェトロ冠講座を新設し、200 名以上が履修した。ま

た、グローバル人材の活用促進を図るため、名古屋大学に在籍する

留学生等と愛知県内企業を対象としたワークショップを 11 月と

29 年 3 月に開催した。 

 上記の取組を通じ、2016 年度は、新

たな輸出・投資等の海外展開成功社

数 400 社、輸出・投資等の海外展開

支援件数（延べ社数）3,600 件、貿易

投資相談件数 61,800 件、知的財産権

等に関わる相談件数 1,500 件の達成
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を目指す。また、海外展開支援事業の

利用者に対し、「役立ち度」に関する

アンケート調査を実施し、4 段階評

価で上位 2 つの評価を得る割合が 8

割以上となることを目指す。さらに、

TPP の活用促進に向けて 2015 年度

補正予算が措置されたことを受け

て、これらの目標に加え、「新輸出大

国コンソーシアム」を通じて、外部専

門家を活用し、TPP 協定の発効まで

に延べ 4,000 社への支援を達成する

ことを目標に、2016 年度中に 2,000

社への支援の実施を目指す。 

   

 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―４ 我が国企業活動や通商政策への貢献 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

日本貿易振興機構法 第 12 条第 1、2､4～10 号 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 

経済産業省：0531 

１－４ 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度    ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  

調査関連ウ

ェブサイト

の閲覧件数 

（計画値） 

年平均 183

万件以上 

前中期目標期

間実績：年平均

約 175 万件 

183 万件 183 万件 183 万件 183 万件   予算額（千円） 7,717,357 千円 7,812,662 千円    

（実績値） － － 250 万件 245 万件     決算額（千円） 7,900,879 千円 7,465,227 千円    

（達成度） － － 136.6% 133.9%     経常費用（千円） 7,856,083 千円 7,567,906 千円    

政策担当者

及び企業関

係者等への

ジェトロ事

業や海外情

勢等に関す

るブリーフ

ィング件数 

（計画値） 

年 平 均

5,100 件以

上 

前中期目標期

間実績：年平均

4,859 件 

5,100 件 5,100 件 5,100 件 5,100 件   経常利益（千円） △229,767 千円 4,558 千円    

（実績値） － － 7,005 件 9,275 件     行政サービス実

施コスト（千円） 

5,081,664 千円 7,162,536 千円    

（達成度） － － 137.4% 181.9%     従事人員数 1,685 人の内数 1,767 人の内数    

役立ち度ア

ンケート調

査 

（計画値） 

4 段階中上

位 2 項目が

8 割以上 

前中期目標期

間実績：8 割以

上を達成 

80％ 80％ 80％ 80％         

（実績値） － － 93.4% 91.8%           

（達成度） － － － －           

【以下、アジ 

ア経済研究 

年平均 282

件以上 

－ 282 件 282 件 282 件 282 件         
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所の研究成 

果に係るモ 

ニタリング 

指標】 

政策ブリー 

フィング件 

数 

（計画値） 

 （実績値） － － 300 件 410 件            

 （達成度） － － 106.4% 145.4%            

 成果普及セ 

ミナー・シン 

ポジウム等 

の開催件数 

（計画値） 

年平均 75 件

以上 

－ 75 件 75 件 75 件 75 件          

 （実績値） － － 82 件 96 件            

 （達成度） － － 109.3% 128.0%            

 成果普及セ 

ミナー・シン 

ポジウム参 

加者に対す 

る「役立ち 

度」アンケー 

ト調査結果 

（計画値） 

4 段階中上

位 2 項目が

8 割以上 

－ 80% 80% 80% 80%          

 （実績値） － － 99.3% 97.3%            

 （達成度） － － － －            

 定期刊行物 

や単行書、政 

策立案に寄 

与するポリ 

シーブリー 

フや調査研 

究報告書等 

研究成果の 

ウェブサイ 

ト上におけ 

る閲覧件数 

（ウェブサ 

イト上での 

年平均 195 

万件以上 

－ 195 万件 195 万件 195 万件 195 万件          
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ファイルの 

ダウンロー 

ド件数も含 

む） 

（計画値） 

 （実績値） － － 327 万件 297 万件            

 （達成度） － － 167.9% 152.3%            

 研究最終成果

の 外 部 査 読

（計画値） 

5点満点で平

均3.5点以上 

 

－ 3.5 点 3.5 点 3.5 点 3.5 点          

 （実績値） － － 4.4 点 4.2 点            

 （達成度） － － － －            

 国際機関や

海外の研究

機関との国

際共同研究

等の実施件

数  

（計画値） 

年平均 7

件以上 

－ 7 件 7 件 7 件 7 件          

 （実績値） － － 19 件 16 件            

 （達成度） － － 271.4% 142.9%            

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標／主な

評価軸（評価の視

点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 日本貿易振興機構

は、世界各地に展

開した拠点網、海

外の地域・産業等

に豊富な知見を持

つ人材、現地政府・

企業・研究機関・国

際機関等とのネッ

トワーク、アジア

経済研究所におけ

る地域研究・開発

研究の蓄積などの

強みを最大限に活

中期目標で定めれた

目標を実現するべく

以下の取組を行う。そ

の際、本部、国内事務

所、海外事務所及びア

ジア経済研究所は、相

互に連携のメリット

を活かして、調査・研

究等の機能向上を図

る。 

 

①我が国企業のビジ

ネスの進展につなが

我が国企業の国際ビジネス

の具体的な進展に貢献する

とともに、我が国の通商政策

に資する情報収集・分析・提

供を行う。また、ビジネス環

境整備に関する調査業務の

充実、国内外政府への政策提

言の促進を通じて、日本企業

の円滑な海外展開を支援す

る。特に、TPP 協定等の経済

連携（FTA、EPA）や各国の

産業・企業に関する調査業務

に重点を置き、我が国企業の

＜主な定量的指標＞ 

 調査関連ウェブサイ

トの閲覧件数：年平均

183 万件以上 

 政策担当者及び企業

関係者等へのジェト

ロ事業や海外情勢等

に関するブリーフィ

ング件数：年平均

5,100 件以上 

 役立ち度アンケート

調査：4 段階中上位 2

項目が 8 割以上 

＜主要な業務実績＞ 

28 年度の定量的指標は以下の通り目標値を達成。 

・調査関連ウェブサイトの閲覧件数：245 万件 

・政策担当者及び企業関係者等へのジェトロ事業や海

外情勢等に関するブリーフィング件数：9,275 件 

・役立ち度アンケート調査：91.8% 

（関連指標） 

・セミナー等での講演件数や外部出版物等への掲載件

数：856 件 

・政府への情報提供件数：100 件 

（モニタリング指標） 

・政策ブリーフィング件数：410 件 

・成果普及セミナー・シンポジウム等の開催件数：96

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

 

【定量的成果】 

調査関連ウェブサイトの閲覧件数は

245 万件（達成率：133.9％）、政策担

当者及び企業関係者等へのジェトロ

事業や海外情勢等に関するブリーフ

ィング件数は 9,275 件（同：181.9%）

と、すべての定量的指標について目標

値の 120%以上の成果を達成した。 

 

【定性的成果】 

評

定 

 

 ＜評定に至った理由＞ 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び

改善方策＞ 

（実績に対する課題及び改善方策

など） 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見聴取等を行っ

た場合には意見を記載するなど） 
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用して、調査・分析

活動を実施すると

ともに、国内外政

府に向けて積極的

な政策提言活動を

行い、我が国の企

業活動や通商政策

等に貢献する。特

に、海外ビジネス

情報の収集・提供

については、企業

ニーズの収集・分

析に基づき、具体

的なビジネスの進

展に繋げるよう努

める。 

 

○本部、国内事務

所、海外事務所及

びアジア経済研究

所は、相互に連携

のメリットを活か

して、調査・研究等

の機能向上を図

る。具体的には、ア

ジア経済研究所

は、本部、国内事務

所及び海外事務所

のネットワークを

活用して収集した

企業情報や産業情

報等を活用しつ

つ、企業や政府の

ニーズにより的確

に対応した地域・

開発研究等を行

う。また、本部、国

内事務所及び海外

事務所は、アジア

経済研究所の有す

る調査・情報提供 

我が国企業のビジネ

スの具体的な進展に

つながるような、海外

ビジネス情報を提供

すべく、調査ニーズア

ンケート、貿易投資相

談事例、内外顧客から

の具体的な声などに

基づき、調査内容を選

定する。また、企業、

自治体、団体などから

の個別ニーズを踏ま

えた、海外ビジネス情

報の調査・提供につい

て、今後、積極的に対

応を行う。 

その上で、本部、国内

事務所、海外事務所

は、公的機関としての

中立的な立場と広範

な海外ネットワーク、

さらには、アジア経済

研究所の有する新興

国を中心とした研究

蓄積、その他研究機関

とのネットワークを

活用しつつ、海外ビジ

ネス情報を「広く、深

く」調査し、出版物、

ウェブサイト、セミナ

ー・講演会、個別ブリ

ーフィング、メディア

など様々なチャネル

を通じて提供するこ

とで、我が国企業の具

体的なビジネスの進

展に寄与する。 

具体的には、海外の制

度情報やビジネスコ

EPA活用の促進、新たな海外

展開や海外展開の拡大に貢

献する。 

 

＜その他の指標＞ 

 企業ニーズを踏まえ

た調査・研究及び情報

提供を積極的に行う

ことで、具体的なビジ

ネスの進展に繋げる

こと。（関連指標：セ

ミナー等での講演件

数や外部出版物等へ

の掲載件数） 

 我が国企業及び国内

外政府のニーズを踏

まえつつ、政策提言等

やそれに向けた調査、

意見取り纏め、レポー

ト作成等を十分に行

い、国内外政府の政策

立案等へ貢献するこ

と。（関連指標：政府

への情報提供件数） 

 

＜評価の視点＞ 

 定量的指標を達成し

ているか。 

 上述のアウトカムの

実現が図られている

か。 

 

【アジア経済研究所の

研究成果に係る評価軸

及び関連する指標】 

政策的・社会的・経済

的観点からの評価軸 

政策の基礎となる研究

成果の創出を通じた産

業・経済・社会への貢献 

 

（評価指標） 

・政策立案への貢献や

件 

・成果普及セミナー・シンポジウム参加者に対する「役

立ち度」アンケート調査結果：97.3% 

・定期刊行物や単行書、政策立案に寄与するポリシー・

ブリーフや調査研究報告書等研究成果のウェブサイ

ト上における閲覧件数（ウェブサイト上でのファイル

のダウンロード件数も含む）：297 万件 

・研究最終成果の外部査読：4.2 点 

・国際機関や海外の研究機関との国際共同研究等の実

施件数：16 件 

 

その他の業務実績は以下の通り。 

①企業の海外展開に直結する情報提

供を強化 

企業のビジネス進展に資するため、

FTA・EPA 活用のための実務的な情

報発信セミナーを全 47都道府県で計

165 回開催し、計 4,554 名が参加。ま

た、従来のマス向けの情報提供だけで

なく、個別企業からのニーズに対応し

た調査事業（28 年度 21 件実施）を新

たにスタートさせるなど、個別企業支

援を強化させた。 

 

②世界情勢の急激な変化への機動的

な対応 

我が国の企業活動や通商環境に多大

な影響を及ぼす情勢変化に対して、機

動的な情報収集・提供を実施。 

例えば、6 月 23 日の国民投票による

英国の EU 離脱決定を受け、翌 24 日

に特設ウェブページを開設。翌月に

は、ジェトロ・ロンドン事務所長が緊

急帰国しセミナーを 4 回開催、計 736

名が参加。同時に、在英日系企業の懸

念や要望をとりまとめ、日本政府や英

国政府幹部へ伝達した。 

また、米国大統領選挙期間中から特設

ウェブページを開設し候補者の政策

や選挙動向を発信。選挙後は米国新政

権をテーマに計 49 回のセミナー（講

師派遣含む）で情報発信。29 年 2 月

の安倍首相訪米にあたっては、在米日

系企業の雇用創出への貢献等につい

ての資料を作成し経済産業省へ提供

した。 

 

③アジア経済研究所の研究成果の普

及 

世界情勢を踏まえ、海外ビジネスにお

いて注目が高い分野、政策的ニーズが

高い分野について、内外の研究者を集

 

 

 

 ①我が国企業のビジネスの

進展につながる調査・情報提

供 

大筋合意に至った TPP 協定

については、各国産業・企業

に及ぼし得る影響に関する

情報収集を行い、国内外での

セミナー等を通じて、普及・

啓発を図るほか、世界の

FTA、EPA等の動向情報も収

集する。また、新興国におけ

る他国企業の動向を調査す

る。加えて、世界各国・地域

の政治・経済・産業等の動向、

貿易・投資関連制度などの

国・地域別の基礎情報を的

確、迅速に収集し、ウェブサ

イト、出版物、セミナー、企

業ブリーフィング等を通じ

て調査結果の成果普及を図

る。また、世界経済や我が国

企業に大きな影響を与える

突発的な情勢変化について、

迅速かつ機動的に情報収集

する。 

①我が国企業のビジネスの進展につながる調査・情報

提供 

27 年 10 月に TPP 協定が大筋合意に至ったことを受

け、ジェトロは 28 年 3 月に、経済産業省から「平成

27 年度 TPP 原産地証明制度普及・啓発事業」を、デ

ロイトトーマツコンサルティングとの共同提案で受

託した。ジェトロは、TPP 利用促進のための解説書の

作成、事業者向けセミナーの実施、専門家研修の実施、

相談窓口での相談業務を担当。解説書においては、

TPP の特恵関税の活用について、「関税編」及び「原

産地規則編」を作成し、ジェトロ・ウェブサイト上の

TPP に関する特設ページに掲載した。さらに、事業者

向けセミナーとして、TPP の特恵関税活用について解

説するセミナーを全国で計 165 回実施し、計 4,554 名

が参加した。また、中小企業支援に従事する税理士等

の士業専門家向けに、TPP の概要と特恵関税の活用等

について説明する専門家育成研修を計 6 回開催した。

このほか経済産業省受託事業以外でも、ジェトロは

TPP に関するセミナーを全国で 74 回開催した。6 月

には米国においても、米戦略国際問題研究所(CSIS)等

との共催で「アジア太平洋広域経済圏セミナー」をワ

シントン DC とロサンゼルスでそれぞれ開催した。 

セミナーでは、自由貿易により全体として利益が不利

益を上回り、TPP が有益な枠組みであることを広く浸

透させることが不可欠であり、TPP 交渉合意にリーダ

ーシップを発揮してきた日本と米国が速やかに批准

し発効させることが重要とのメッセージを発信した。

米政府関係者、ビジネス関係者等の参加者からは、
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る新興国を中心と

した研究蓄積、そ

の他研究機関との

ネットワークを活

用しつつ、我が国

企業、政府では入

手が難しい、現地

の政治・経済・社会

に関する付加価値

の高いビジネス情

報を企業や政府へ

提供するととも

に、政策実施機関

として施策の成

果・課題等を分析

し、政府に積極的

にフィードバック

する。 

 

○我が国企業によ

る海外展開や外国

企業による日本へ

の投資等におい

て、個別企業では

解決の難しい諸課

題を集約・分析し、

国内外政府に政策

提言等を行い、課

題解決に向けた政

策の実現を促す。

例えば、メガ FTA

など世界規模での

経済連携の動きが

広がる中、我が国

の経済連携の推進

に向けた政策提言

や相手国政府関係

者との対話等の活

動を強化する。ま

た、経済連携など

スト、我が国企業の海

外進出の状況など、我

が国企業が海外展開

を行う際に役立つ基

礎的な情報を国・地域

横断的に収集すると

ともに、ビジネス環境

上の課題・問題点や現

地ビジネスの成功・失

敗事例の収集、分析等

を行うことで、より付

加価値の高い調査を

行う。さらに、市場の

特性や我が国企業の

関心に合わせて、国・

地域や分野・テーマを

絞り込んで、より深堀

した調査を行う。例え

ば、新興国の市場開拓

において、我が国企業

のパートナーやライ

バルとなる欧米企業、

新興国企業の経営実

態や動向把握を充実

させる。 

また、海外の経済・政

治情勢を常時把握す

るとともに、急激な経

済変動、政治変動、大

規模な自然災害など

世界経済や我が国企

業に多大な影響を与

えうる突発的な事象

に際しては、ウェブサ

イトなどを通じて迅

速かつ的確な情報提

供を行う。 

この他、海外経済情勢

等に関する講座の開

設などを通じ、国際ビ

研究成果の普及状況 

（モニタリング指標） 

・政策ブリーフィング

件数：年平均 282 件以

上 

・成果普及セミナー・シ

ンポジウム等の開催件

数：年平均 75 件以上 

・成果普及セミナー・シ

ンポジウム参加者に対

する「役立ち度」アンケ

ート調査結果：4 段階評

価で上位 2 つの評価を

得る割合が 8 割以上 

・定期刊行物や単行書、

政策立案に寄与するポ

リシー・ブリーフや調

査研究報告書等研究成

果のウェブサイト上に

おける閲覧件数（ウェ

ブサイト上でのファイ

ルのダウンロード件数

も含む）について年平

均 195 万件以上を達成

する 

 

学術的観点からの評

価軸 

先駆的かつ大学・企業

等で実現しがたい研究

成果の創出 

   

（評価指標） 

 ・先駆的かつ独創的

な研究成果の創出状況 

 

（モニタリング指標） 

・研究最終成果の外部

査読：5 点満点で平均

3.5 点以上 

「様々な国、分野、角度からの意見が聞ける貴重な機

会だった。」等の評価が多く寄せられ、TPP 協定やア

ジア太平洋地域の経済統合について有意義な情報を

提供することができた。 

 

さらに、「新輸出大国コンソーシアム事業」の一環とし

て、 コンソーシアム事業対象国への輸出・進出を検討

している企業からの依頼を踏まえた個別調査を実施

した。28 年度は、電子機器、消費財等に関する調査報

告書を計 18 社に対し 21 本提供した。利用企業から

は、「自力では調査が困難な情報で、非常に役に立っ

た」等のコメントを得た。加えて、個別調査に先立ち、

コンソーシアム事業対象国の内 8 ヵ国において、日本

の中小企業の関心が高いと考えられる特定品目につ

いて、市場の情報や当該市場への参入にあたっての留

意点、ライバル企業やパートナー候補企業、日本企業

の参入状況等を調査し、情報を必要とする企業計12社

に対し、計 15 本の調査報告書を提供した。 

 

このほか、ブリーフィングやきめ細やかな相談対応を

通じ、日本企業の現地法人設立や生産委託体制の構築

等に具体的に貢献した。 

 

【成功事例】 

・A 社：輸出用製造業者向け制度を活用した保税委託

加工による自動車関連部品の生産開始にあたり、同制

度や NAFTA の原産地規則等を解説。法人設立、労務、

税務等にかかわる相談に対応し、現地法人設立に貢

献。（メキシコ） 

・B 社：日系企業や電子部品業界の動向、インセンテ

ィブ等について複数回にわたり情報提供。自動車部品

大手との合弁設立に貢献。（インド） 

・C 社：日系企業動向にかかわる情報提供、面談アレ

ンジ等を複数回実施。現地での食品委託生産体制の構

築に貢献。（インド） 

 

世界経済や我が国企業に大きな影響を与える突発的

な情勢変化について、迅速に情報収集をした上で、機

動的に情報提供を行った。 

 

めた研究会（28 年度：72 件）を立ち

上げ、調査研究および政策提言の取組

を実施した。海外ビジネスにおける人

権問題についての政策提言などが実

際の政策に反映されたほか、スリラン

カ政府やラオス政府への政策提言が

今後の政策策定に活用される見通し

となった。 

 

＜課題と対応＞ 

①我が国企業のビジネスの進展につ

ながる調査・情報提供 

世界各国・地域の制度を中心とした基

礎情報に加えて、我が国企業の海外ビ

ジネス展開に大きく影響する制度情

報の更新、第三国を含めた FTA、EPA

の動向、Brexit、米国新政権の政策に

伴うビジネス環境・法制度の変化等の

調査・分析、地域横断的に取り組む。 

 

②経済連携協定の活用促進への貢献 

経済連携の進展を見据え、企業活動へ

の影響等について情報を収集し発信

する。経済連携協定の活用促進に取り

組む企業の調査、成功要因や規制への

対応等の分析を実施し、個別企業支援

として海外市場等の調査にも取り組

む。また、国際的なセミナーやシンポ

ジウムを通じ、自由貿易によるアジア

太平洋地域の経済統合の重要性等に

ついて、通商政策立案者、有識者、企

業関係者に向けて発信する。 

 

③アジア経済研究所における研究成

果の最大化に向けた取組 

アジア経済研究所は、国立研究開発法

人の規定が準用されていることを踏

まえ、引き続き人材の確保・育成、適

切な資源配分、研究事業間の連携・融

合、能力を引き出すための研究環境の
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政策実現によって

得たメリットを確

実に日本企業に還

元するため、普及・

活用促進に力を入

れる。 

 

アジア経済研究所

については、独立

行政法人通則法に

おける国立研究開

発法人の目標設定

に関する規定を準

用し、「研究開発の

成果の最大化その

他の業務の質の向

上に関する事項」

を次のように定め

る。 

 

○アジア経済研究

所は、我が国にお

ける最大の新興

国・途上国研究の

拠点として、世界

の公共財となる付

加価値の高い研究

成果を創出すると

同時に、新興国等

に向けた日本企業

の貿易と投資の拡

大と日本政府の通

商政策の立案の基

盤となり、またリ

スク把握の基礎と

なる、質の高い分

析と情報を提供す

る。 

 

○グローバリゼー

ジネスに携わる人材

育成に寄与する。 

 

②国内外政府に対す

る政策提言 

海外のビジネス環境

に関する課題・問題点

の分析に加え、機構が

実施した各事業の現

場で得られた我が国

企業の海外展開に関

する成果・課題等を分

析し、国内外政府等に

対して海外のビジネ

ス環境の改善や我が

国企業の海外展開の

促進に向けた政策提

言等を行う。 

特に、世界の FTA、

EPA 等経済連携関連

情報の収集を強化し、

我が国が関わる経済

連携については、交渉

開始前、交渉段階、発

効後などの段階にお

いて、研究会の開催、

我が国政府の交渉に

資する情報提供や政

策提言、相手国政府関

係者との対話等の活

動を行う。また、経済

連携など政策実現に

よって得たメリット

を確実に日本企業に

還元するため、普及・

活用促進に力を入れ

る。 

 

③アジア経済研究所

における研究成果の

 

国際的観点からの評

価軸 

国際共同研究等の推進

を通じた世界への知的

貢献 

 

（評価指標） 

・国際機関や海外の研

究機関との国際共同研

究等の実施状況 

 

（モニタリング指標） 

・国際機関や海外の研

究機関との国際共同研

究等の実施件数：年平

均 7 件以上 

 

＜評価の視点＞ 

 定量的指標を達成し

ているか。 

 上述のアウトカムの

実現が図られている

か。 

 

 

【実施事例】 

・英国の EU 離脱（Brexit）に関する情報提供 

28 年 6 月の英国国民投票における EU 離脱決定を受

け、機動的に情報提供を実施した。海外事務所長等に

よる国内セミナーを複数回開催し最新情報を提供し

たほか、ウェブサイトに特設ページを開設し、Brexit

の概要、各国の反応、想定されるビジネス環境の変化、

新たな通商関係シナリオ、産業界の要望、企業アンケ

ート調査結果等の最新情報を発信した。ウェブサイト

特設ページのアクセス件数は、28 年 6 月の開設以降、

29 年 3 月までに約 5 万 3,000 件に達した。また、在

英日系企業の懸念や要望等を取りまとめ、Brexit に関

する政府タスクフォースが採択した「英国及び EU へ

の日本からのメッセージ」に反映したほか、ジェトロ

幹部から、英国政府高官に対し日本企業への影響と課

題について伝達した。 

 

・米国情勢に関する調査・情報発信 

米国大統領選挙や米国新政権の政策等について情報

提供を実施した。選挙前には「オバマ政権の評価と次

期政権で注目される政策課題」をテーマに米国大統領

選挙セミナーを開催し、選挙後は米国新政権や米国ビ

ジネスの展望等をテーマに 29年 3月末までに計 49回

のセミナーを開催・講演した。ウェブサイトの特設ペ

ージでは、選挙期間中から選挙動向や候補者の政策等

を発信し、選挙後は、「米国新政権の動向」として、新

政権の政策や体制、外国政府・経済界の反響等を紹介

した。29 年 2 月の安倍首相訪米にあたり、進出日系企

業調査の結果を活用して米国における日系企業の雇

用創出への貢献等の情報を政府へ提供した。 

  

・欧州 IoT 関連調査の実施 

28 年 5 月の日独首脳会議において、日本が 29 年 3 月

の国際情報通信技術見本市「CeBIT2017」（ドイツ・ハ

ノーバー）のパートナーカントリーとして参加するこ

とが決定した。これまでにない規模の日本企業が同見

本市に出展し、欧州における IoT への取組への関心が

高まることが想定されることから、28 年 12 月～29 年

1 月に欧州各国の産業デジタル化政策やその導入事例

を全 14 回の通商弘報特集で紹介、29 年 2 月には同特

整備、他機関との連携・協力等を通じ

て、研究成果の最大化を目指す。 
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ションの中でアジ

アをはじめとする

新興国が高い経済

成長を続け、日本

企業にとっての潜

在的市場が拡大す

る一方で、それに

伴い政治・治安情

勢の不安定化、資

源価格の乱高下、

所得格差の拡大、

資源・環境制約の

顕在化等の様々な

課題が表面化して

おり、新興国研究

へのニーズが飛躍

的に高まってい

る。こうした課題

に応えるため、ア

ジア経済研究所

は、今後より高い

専門性をもつ多様

な研究者を集積さ

せ、日本貿易振興

機構及び他の研究

機関等との国内外

のネットワークを

最大限に活用し、

より質の高い研究

成果と政策提言を

創出・提供する。 

 

○この目的を達成

するために、「地域

研究」は新興国の

政府・経済界・社会

のニーズを掘り起

こしながら研究を

行うとともに、「開

発研究」は新興国

最大化に向けた取組 

アジア経済研究所は、

アジア、中東、アフリ

カ、ラテンアメリカな

ど新興国・開発途上地

域の貿易の拡大と経

済協力の促進に寄与

する基礎的かつ総合

的な調査研究を行う

国の研究機関として、

我が国の通商政策・経

済協力政策の基盤と

なる研究を実施する。 

その上で、中期目標に

おいて国立研究開発

法人についての規定

を準用して定められ

た目標を達成するた

め、研究マネージメン

ト力を最大限に発揮

し、(a) 人材の確保・育

成、（b）適切な資源配

分、（c）研究事業間の

連携・融合、（d）能力

を引き出すための研

究環境の整備、（e）他

機関との連携・協力を

通じて、新興国・開発

途上地域研究におけ

る研究成果の最大化

に向けた以下の取組

を行う。 

 

(ⅰ)政策の基礎となる

研究成果の創出を通

じた産業・経済・社会

への貢献 

我が国における最大

の新興国・開発途上地

域の研究拠点として、

集を調査レポートに取りまとめてウェブサイトに掲

載し、CeBIT 出展企業にメールマガジンで情報提供し

た。また、ジェトロセンサー29 年 4 月号（29 年 3 月

発行）の特別リポート「欧州の IoT－第 4 次産業革命

への胎動－」にて欧州主要国の取組を更に詳しく紹介

した。さらに、29 年 3 月には上記調査の結果及び日本

に進出している欧州 IoT関連企業の事例を紹介するセ

ミナーを実施し、CeBIT 出展者には参加無料枠を設け

た。 

 

・ロシア進出支援調査の実施 

28 年 5 月の日露首脳会談などを契機としたロシアビ

ジネスへの関心の高まりを受け、ジェトロはロシア経

済の現状、産業政策、産業・企業動向等に関する調査

を実施した。ジェトロセンサー28 年 7 月号（28 年 6

月発行）ではロシアの輸入代替策について取りまと

め、通商弘報などを通じてロシア極東地域で近年新設

された経済特区や自由港制度の整備・運用状況を発信

した。また、ロシア極東地域でのサービス産業動向調

査を実施して 29 年 4 月にレポートとして公開したほ

か、29 年度のサービス産業ミッションの参加企業に向

けた情報提供を行った。さらに、「ロシアビジネスセミ

ナー」を札幌（28 年 10 月）、 広島（12 月）、東京（29

年 2 月）で開催し、ロシア経済動向、ビジネス環境、

日系企業のロシア市場の捉え方等について解説した

ほか、専門家によるハンズオン支援サービス（ロシア

展開支援事業）の紹介や産業総合博覧会「イノプロム」

への出展勧誘なども行った。 

 

世界各国・地域の政治・経済・産業等の動向、貿易・

投資関連制度などの国・地域別の基礎情報を的確かつ

迅速に収集し、ウェブサイト、出版物、セミナー、企

業ブリーフィング等を通じて調査結果の成果普及を

図った。 

28 年度は各国・地域の最新経済動向、政治・経済情勢

の変化を受けたビジネス環境の変化等の情報普及を

図るセミナーを計 26 回開催した。また、国内事務所

と連携し、中小企業を対象とした海外情報を提供する

セミナーを国内各地で開催したほか、公的金融機関、

商工会議所等が国内各地で中小企業向けに開催する
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等の成長戦略やグ

ローバリゼーショ

ンに伴う課題に重

点的に研究する。 

 

○アジア経済研究

所 は 、 WTO 、

OECD、UNIDO、

ADB、ERIA 等の

国際機関や海外の

大学・研究機関と

の共同研究等を推

進し、国内外の優

れた研究人材を活

用しながら、国際

的な研究ハブとし

ての機能を高め、

大学や民間企業で

は実施困難な先駆

的かつ独創的な研

究成果を創出する

ことで、世界への

知的貢献を目指

す。研究成果・政策

提言は、出版、国際

シンポジウム・セ

ミナー、ウェブサ

イト等を通じて、

政策担当者やメデ

ィア、経済界、国民

各層に提供するほ

か、新興国等の政

府・産業界等にも

発信していく。さ

らに、図書館の資

料情報基盤の構築

を通じて、研究プ

ラットフォームを

提供する。 

 

新興国等の成長戦略

やグローバリゼーシ

ョンに伴う課題に重

点的に取り組む。開発

途上地域の現地情勢・

現地語に精通した経

済学、政治学等の多様

な分野の研究者の集

積、国内外の研究ネッ

トワークを最大限に

活用して、現地の政

府、経済界、社会のニ

ーズを掘り起こしつ

つ、政策立案やビジネ

スの基礎的材料とな

る付加価値の高い研

究成果と政策提言を

創出する。その際、本

部、国内事務所及び海

外事務所のネットワ

ークを活用して収集

した企業情報や産業

情報等を活用しつつ、

企業や政府のニーズ

により的確に対応す

る。また、貿易・投資

及び消費の拡大を軸

に近年目覚ましい発

展を遂げ、アフリカ開

発会議（TICAD）を通

じた協力に関心が高

まるアフリカについ

ての研究を重点化す

る。 

内外の政策ニーズを

先取りした即応性の

高い研究課題に取り

組む「政策提言研究」

を実施するほか、政策

担当者等への研究成

セミナーに講師を派遣した（計 24 回）。 

 

また、我が国企業のビジネスの具体的な進展につなが

るような海外ビジネス情報や新興国における他国企

業の動向を調査した。 

 

【実施事例】 

・世界貿易投資報告の作成 

世界と日本の貿易、直接投資の動向、世界の FTA や拡

大 ITA（情報技術協定）等 WTO をめぐる動き、TPP

の注目ポイントや見込まれる活用、国内の観光市場の

動向、新興・途上国で顕在化するスロー・トレードの

動き等を総論編としてまとめたほか、世界各国・地域

の貿易、投資動向等をとりまとめた。プレスリリース

の結果、新聞、ニュース報道等のメディア掲載件数が

111 件に上り、前年度の 34 件と比べて大きな反響を

得た。同報告の普及を図るため、セミナーを計 5 回開

催した。 

 

・海外事業活動調査 

ジェトロ・メンバーズ及びジェトロのサービスを利用

する国内企業計約 10,000 社を対象にした「日本企業

の海外事業展開に関するアンケート調査」を前年度に

引き続き実施。各社の海外ビジネス（輸出・海外進出）、

FTA の活用、国際標準化、外国人材活用、電子商取引

の活用等について調査した。結果を 29 年 3 月 8 日に

プレスリリースしたところ、NHK ニュースでテレビ

報道されたほか、日刊工業新聞等の新聞でも記事が掲

載された。 

 

・中東事業環境調査 

経済制裁解除でビジネス機運が高まるイランを中心

とした調査を実施し、各種媒体やセミナーでの講演を

通じて情報発信した。また、イランとのビジネス上の

注意点を整理した「イランビジネスガイドブック」を

作成・公開するとともに、有望産業である自動車・同

部品分野の委託調査も実施し、現地企業リスト等を提

供した。さらに、第三国とイランのビジネス関係を探

るため、ドバイ・イランの物流調査（港湾の状況調査）、

トルコ・イラン（アゼルバイジャン地方）の物流調査
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 果のブリーフィング

等を通じて、我が国の

通商政策・経済協力政

策に寄与するととも

に、産業界、相手国政

府に対する経済・社会

発展、ビジネス機会の

創出等に関する政策

提言を行う。 

 

(ⅱ)先駆的かつ大学・

企業等で実現しがた

い研究成果の創出 

国の研究機関として

の特性を活かしなが

ら、多様な研究者の集

積と国内外の研究ネ

ットワークを活用し、

先駆的かつ大学・企業

等では実施しがたい

研究成果を創出する。

具体的には、空間経済

学に基づきアジア経

済研究所が構築した

「GSM」（経済地理シ

ミュレーションモデ

ル）の地域的拡張や応

用に取り組み、国際機

関、外国政府等に対す

る政策提言に活用す

る。また、アジア経済

研究所が長年培って

きたアジア国際産業

連関分析を基礎とし

て開発した「付加価値

貿易分析」の普及と応

用に取り組む。 

さらに、グローバルバ

リ ュ ー チ ェ ー ン

（GVC）に世界的な関

を実施し発信した。 

 

・ロシア極東・中央アジア企業動向調査 

ロシア極東における投資環境整備の進捗状況、日本企

業や中国企業によるビジネス事例を調査し、成果普及

セミナーを 7 回開催したほか、通商弘報にて情報発信

した。 

 

・ライバルパートナー調査 

ラオスにおいて、日本企業がビジネスを行う際のビジ

ネスパートナー候補となり得る、もしくは日本企業が

ラオスでビジネス展開する際に参考となる地場企業

を紹介するため、同国の有力ビジネスパーソン 50 人

へのインタビュー結果を調査レポートにして発信し

た。 

また、ケニアでは、同国でのビジネスを検討する日本

企業に資する情報として、主な外資企業や地場企業を

調査し、全 122 社を 9 つの産業に分けたリストを作成

し調査レポートで情報提供した。 

 ②国内外政府に対するビジ

ネス環境整備に向けた政策

提言 

海外主要都市における基礎

的な情報や進出日系企業の

実態に関する調査を実施し、

ビジネス環境上の課題を明

らかにするとともに、関係省

庁に情報提供を行うほか、進

出日系企業で組織する機関

等と連携して、各国政府に対

する改善要望を行う。 

 

②国内外政府に対するビジネス環境整備に向けた政

策提言 

海外主要都市における基礎的な情報や進出日系企業

の実態に関する調査を実施し、ビジネス環境の最新情

報を幅広く提供した。 

 

【実施事例】 

・ビジネス環境整備に資する定点観測調査 

世界各地（アジア・オセアニア、米州、欧州、ロシア、

中東、アフリカ）の進出日系企業に対するアンケート

調査を実施し、海外における事業運営上の課題・問題

点について調査した。調査結果は、海外でビジネス展

開している企業や海外ビジネスを検討している企業

に提供したほか、英語、中国語、スペイン語等に翻訳

し各国の現地政府への政策提言等にも活用した。 

 

・投資コスト調査 

世界の主要都市における投資コストを横並びで比較

できる賃金、地価・事務所賃料、通信費、公共料金、

税金、輸送費などの情報を前年度に引き続き調査し、

ウェブサイト上で公開したほか、調査レポートやジェ
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心が高まる中、付加価

値貿易をはじめとす

る最先端の研究をリ

ードするため、GVC 研

究拠点を整備する。 

 

(ⅲ)国際共同研究等の

推進を通じた世界へ

の知的貢献 

WTO 、 OECD 、

UNIDO、ADB、ERIA

等の国際機関や新興

国・開発途上地域を含

む海外の大学・研究機

関等との共同研究を

推進し、国内外の優れ

た研究人材を活用し

ながら、世界への知的

貢献を目指す。特に、

ERIA については、

ASEAN 経済共同体

（AEC）設立など東ア

ジアの経済統合に向

けた知的貢献のため、

共同研究や研究支援

を推進する。また、こ

れら業務に研究事業

の高度化を担う研究

マネージメント人材

を重点的に配置して

いく。 

 

(ⅳ)成果普及及びキャ

パシティ・ビルディン

グへの貢献等 

研究成果は、出版、国

際シンポジウム・セミ

ナー開催、ウェブサイ

ト等を通じて、政策担

当者、メディア、経済

トロセンサー28 年 5 月号（28 年 4 月発行）で発信し

た。 

 

また、進出日系企業の実態に関する調査の結果等から

明らかとなったビジネス環境上の課題等の改善に向

けて、各国政府、関係機関への提言活動等を各国・地

域で計 26 件実施した。 

 

【実施事例】 

・ASEAN 経済共同体に向けた要望作成への貢献 

28 年 6 月、ASEAN 日本商工会議所連合会（FJCCIA）

とASEAN事務局ミン事務総長との第 9回対話が実施

された。ASEAN で活動する日本企業の関心が高い

ASEAN 経済共同体に係る幅広い課題について議論が

行われた。今回の対話では、初めて ATIGA 調整委員

会（CCA）、税関調整委員会（CCC）、ASEAN 標準化・

品質管理諮問評議会（ACCSQ）という分野別調整委員

会から委員長が参加した。 

ジェトロは、FJCCIA が要望した貿易円滑化、基準、

認証の合理化および調和、サービス貿易の自由化、さ

らなる金融統合の実現、熟練労働者とビジネス訪問者

の移動促進等、全 12 項目の要望作成および取りまと

めに貢献した。ASEAN 側は、同対話を日本企業と協

議する重要な機会ととらえており、「成果の多い対話

であった」とミン事務総長から報告があった。 

 

・日メコン産業政府対話 

28 年 7 月、第 9 回日メコン産業政府対話が開催され

た。本対話は 22 年に日本のメコン地域に対する経済

協力の対象分野及び優先取組分野を議論する場とし

て設立されたもので、今回は 27 年のメコン経済大臣

会合にて合意された「メコン産業開発ビジョン」を実

現するための「ワーク・プログラム」に関して議論を

行った。 

ジェトロは、前年度に在アジア・オセアニア進出日系

企業に対して実施した調査結果をもとに、①裾野産業

の集積を促進するような政策の着実な実行、②サービ

スリンクコストの低減（時間を含めた物流にかかるコ

ストの低減）、③生産性の向上を伴う賃金上昇を促す

ための人材育成を提言した。 
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界、国民各層に対して

提供する。アジア 24カ

国・地域を対象とする

アジア動向分析事業

を実施し、その成果を

『アジア動向年報』

（年刊）及びウェブサ

イトで提供するほか、

アフリカ、中東、中南

米の地域別の雑誌発

行（ウェブ版を含む）

を通じた成果普及を

行う。また、新たに国

内の大学と連携した

形でのセミナー・講演

会の開催を図る。 

開発専門家育成のた

め 開 発 ス ク ー ル

（IDEAS）を運営しア

ジア経済研究所の途

上国開発に関する研

究成果の蓄積を活用

して開発専門家育成

を行い、アジア・アフ

リカ諸国の行政機関

等から将来の政策立

案を担う研修生の受

入を通じて開発途上

国政府の政策立案・実

施機能の向上に貢献

するほか、開発協力を

担う日本人開発専門

家の養成を図る。特

に、平成 25 年から始

まったアフリカ諸国

からの研修生受入を

海外事務所等の協力

を得ながら拡充する。

また、日本国内及び海

外でのフォローアッ

 

【成功事例】 

・インド工業団地における土地リース料のサービス税

課税回避に貢献 

日系企業がインドで直面する課題の一つに、ラジャス

タン州ニムラナ工業団地をはじめ、インド各州政府の

工業団地に関わる土地リース料金にサービス税の課

税有無が曖昧な点があった。課税となった場合には既

進出企業だけでなく、今後インド進出を検討する企業

にとって大きな障壁となることを踏まえ、ジェトロ・

ニューデリーはニムラナ工業団地を管轄するラジャ

スタン州の産業開発公社（RIICO）及びインド財務省

に粘り強く働きかけてきた。その結果、29 年 1 月に現

地政府から、本件に関し、新規進出企業の土地取得に

関するサービス税は課さないとする通達が発出され

るに至った。 

 

・パキスタンにおけるステータス問題を改善 

パキスタンに進出した日系企業 A 社は、同国の投資庁

（BOI）からは製造業者として認可されたものの、国

家歳入庁への法人登録においては製造業者としての 

ステータス取得が円滑に進まず、輸入時の税率軽減な

どの投資恩典を当初の計画通りに享受できなかった。

これを受けてジェトロ・カラチは、28 年 9 月のジ 

ェトロ副理事長のパキスタン訪問に合わせて設けら

れたパキスタン政府高官との面談の場で、本問題を取

り上げ、改善要求を行った。その後も引き続きジェ 

トロ・カラチが粘り強く改善提案を行った結果、11 月、

A 社のステータスが製造業者に切り替えられ、輸入時

の税率を軽減する措置が取られた。 

 ③通商政策への貢献 

我が国企業の TPP 協定の活

用促進による新たな市場開

拓に資するよう、関係省庁と

連携して、企業向け説明会を

開催する。また、我が国が交

渉中の EPA 等について、情

報収集面で政府における政

策の企画・実施に貢献するほ

か、日 EU・EPA、RCEP 等

③通商政策への貢献 

我が国が交渉中の EPA 等について、情報面で政策に

貢献、現地政府への働きかけを実施した。 

 

【実施事例】 

・28 年 4 月の RCEP 主席交渉官会合に続き、8 月に

ビエンチャンで行われた ASEAN+3 経済大臣会合の

場で、赤星ジェトロ副理事長が「東アジア地域最適

FTA 調査」の結果を報告した。ジェトロは東アジアビ

ジネス評議会（EABC）からの依頼を受け、28 年 1 月
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プ研修を通じて、開発

途上国政府等におけ

る IDEAS 研修生ネッ

トワークの拡充・活用

を図る。 

 

アジア経済研究所は、

開発途上地域につい

ての世界有数の専門

図書館であるアジア

経済研究所図書館（蔵

書 65 万冊）を中核と

する知識インフラを

提供する。貴重資料や

研究所出版物の電子

提供等の拡充を通じ

て資料の活用と利便

性の向上を図るほか、

資料展・講演会等の実

施や図書館共同利用

制度を通じて大学・研

究機関の図書館等と

の連携を強化する。 

の交渉に貢献すべく、情報提

供や現地政府への働きかけ

を行う。 

～3 月に、日本商工会議所と共同で東アジア地域最適

FTA 調査を実施。アジアの地場企業を対象とした FTA

調査を行うのはジェトロとして初めてであった。会合

における報告の結果、ASEAN+3 首脳会合の議長声明

文の中に、ジェトロと日本商工会議所による当該調査

実施の努力に対する謝意が明記された。 

 

・28 年 9 月、欧州各国・日本におけるジェトロの日

EU・EPA に関する最近の取組を経済産業省関係者に

情報共有すると同時に、政府間交渉の状況に関する最

新情報を収集し、今後取り組むべき内容について議論

した。 

また、日本と EU の両政府間で継続的に交渉を重ねて

きたが、政府間での大筋合意を目指し、EU 加盟各国

政府での EPA への理解を確たるものとするため、加

盟国対策のタスクフォースを立ち上げることで合意

した。 

10 月以降に加盟国対策タスクフォースを立ち上げ、各

国で加盟国対策に取り組んだ結果、フランス、イタリ

ア、ベルギーでは、現地日系商工会が 11 月から 29 年

1 月にかけ、政府関係閣僚に日 EU・EPA の大筋合意

に向けた支援を求めるレターをそれぞれ提出。フラン

スについてはエロー外相から、ベルギーについてはミ

シェル首相とレンデルス外相から、それぞれ回答があ

り、進出日系企業の意向を要望として提言することに

成功した。 

 

・27 年に再開した日中韓首脳会談及び同経済大臣会

合において、3 ヵ国間のさらなる物流円滑化に向けた

調査研究プロジェクトの開始が決定された。ジェトロ

は経済産業省の委託を受け、日系企業が中国・韓国で

直面する課題や要望事項等の概要を整理・抽出するた

め、中国・韓国における物流円滑化のための実態調査

を開始した。また、国際機関である日中韓三国協力事

務局（TCS）を中心に「サプライチェーン連結性向上

のための三国間協力」共同プロジェクトが開始され、

日中韓 3 ヵ国の調査機関（日本：ジェトロ、中国：

CAITEC、韓国：KOTRA/KIEP）によるワーキング会

合を年度内に 2 回実施した。また、電子商取引や競争

環境について文献調査を実施し、日本企業がさらされ
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ている競争環境の現状や問題点、特に貿易円滑化を阻

害する要因などに関する情報を取りまとめた。 

 ④アジア経済研究所におけ

る研究成果の最大化に向け

た取組 

アジア経済研究所は、国立研

究開発法人の規定が準用さ

れていることを踏まえ、（a）

人材の確保育成、（b）適切な

資源配分、（c）事業間の連携・

融合、（d）能力を最大限引き

出す研究開発環境の整備、

（e）他機関との連携・協力等

を通じて、研究成果の最大化

を目指す。 

 

 （ⅰ）研究事業 

政策当局の要請に基づく即

応性の高い研究課題に取り

組み、政策担当者等に対する

研究成果のブリーフィング

等を通じて、我が国の通商政

策・経済協力政策に寄与する

とともに、産業界、相手国政

府に対する経済・社会発展、

ビジネス機会の創出等に関

する政策提言を行う。また、

国際機関や国内外の大学・研

究機関等との共同研究を推

進する。加えて、地域経済の

活性化や国際展開等につい

て、地方自治体とも連携した

研究を進める。この他、最新

の学術研究動向や産官学の

ニーズを踏まえ、政策提言の

基盤となる基礎的・総合的研

究を実施する。 

 

（ⅰ）研究事業 

・政策当局の要請に基づく即応性の高い研究課題への

取組 

経済産業省や新興国政府等への政策提言を企図し、ア

ジア経済研究所は以下 7つの政策提言研究会を実施し

た。 

 

【実施事例】 

・『一帯一路』構想とその中国経済への影響評価 

（提言先：経済産業省、外務省、広東省、上海市等） 

・緊密化する経済圏：ASEAN と南アジア（提言先： 

経済産業省） 

・「中東における『国民国家』モデルの溶解と新たな地

域秩序の可能性（Ⅱ）」（提言先：経済産業省、外務省、

世界銀行） 

・新興国における企業活動と人権リスクに関する調

査・啓発ならびにナショナル・アクション・プラン策

定に関するプラットフォーム構築事業（提言先：経済

産業省、外務省） 

・ラオスにおける物流コスト研究（提言先：経済産業

省、ラオス政府首相府） 

・アフリカ開発政策の課題と連関（提言先：経済産業

省） 

・中国経済の見通しと政策課題（提言先：経済産業省） 
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・政策担当者等に対する研究成果のブリーフィング 

国会議員、官公庁、地方自治体、メディア等に対し、

地域情勢や通商政策に関する政策ブリーフィングを、

年間を通じて合計 410 件実施した。ブリーフィングに

おける主な内容は、地域としては中国、フィリピン、

インドネシア、アフリカ、中東、キューバ、ブラジル、

トルコなど、テーマとしてはビジネスと人権、グロー

バル・バリューチェーン関連であった。また、経済産

業省通商政策局アジア大洋州課の要請を受け、アジア

地域の戦略的な見方を中心に定期意見交換を実施し

た（8 月～12 月で計 15 回実施）。 

 

・産業界、相手国政府に対する経済・社会発展、ビジ

ネス機会の創出等に関する政策提言 

労働者問題や環境課題を筆頭に、開発計画や物流コス

トなどに関する政策提言を実施した。 

 

【実施事例】 

・海外でビジネスを展開する企業が、労働者問題や環

境問題等の人権課題に直面するリスクが高まってい

ることを受け、各方面の専門家で構成する政策提言研

究会「新興国における企業活動と人権リスクに関する

調査・啓発ならびにナショナル・アクション・プラン

策定に関するプラットフォーム構築事業」を立ち上げ

た。研究会では、アジア地域を中心にビジネスと人権

に関する動向を調査し、人権尊重をどのように企業活

動の中に取り込むべきか、そして日本政府としてどの

ような支援が必要かの提言を検討した。研究会を通

じ、オブザーバーとして参加した政府関係部局に対し

て直接的なインプットも行ったほか、6 月 29 日と 29

年 3 月 1 日に国際シンポジウムを開催し、成果普及を

図った。また、アジアに進出する日系企業を対象にし

たワークショップも合計 4 回開催した（マレーシア・

クアラルンプール（6 月 15 日）、東京（6 月 30 日）、

ミャンマー・ヤンゴン（12 月 1 日）、マレーシア・ペ

ナン（29 年 1 月 13 日））。これらの取組の結果、28 年

11 月、「国連ビジネスと人権フォーラム」 において、

在ジュネーブ日本政府代表部大使が、『ビジネスと人

権に関する国連指導原則』に係る国別行動計画（NAP）

を今後数年以内に策定することを表明。28 年 12 月に
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は、持続可能な開発目標（SDGs）推進本部で決定され

た SDGs 実施指針付表に「ビジネスと人権に関する国

別行動計画の策定」が明記された。 

・6 月、日本モンゴル経済連携協定が発効したことを

踏まえ、12 月 6 日にモンゴル・ウランバートルで同国

の経済政策担当者を対象としたセミナーを開催。内陸

国としての経済政策を今後検討する上で、アジア経済

研究所経済地理シミュレーションモデル（IDE-GSM）

が応用できる可能性を紹介した。セミナーには、モン

ゴル国家統計局、モンゴル大蔵省、道路運輸開発省、

食糧・農牧業・軽工業省、鉱業・重工業省、関税庁等

中央省庁、モンゴル商工会議所などが参加。参加者か

らは、「IDE・GSM のモンゴルでの活用可能性を示し

たセミナーを再度開催してほしい」といった好意的な

声が聞かれた。 

セミナーの結果を受け、モンゴル国家統計局がアジア

経済研究所に関連データを提供。同データを基に、ア

ジア経済研究所が IDE-GSM モデルで分析し、モンゴ

ル政府が 28 年 6 月に近隣国と合意したモンゴル・ロ

シア・中国経済回廊の構想等の具体化などに生かす予

定となった。 

・27 年度に実施した政策提言研究会「ラオス経済産業

貿易開発ビジョン」の政策提言セミナーで、アジア経

済研究所はラオス国内の輸送費が高い点を指摘。しか

し、ラオスの産業界から、同セミナーで指摘されたほ

ど輸送費は高くないのではないか、との声が挙がった

ことを受け、28 年度は「ラオスにおける物流コスト研

究」政策提言研究会を改めて編成し、日系企業のみな

らずタイ企業及びラオス企業も含めた物流コスト調

査を実施した。29 年 2 月、ラオス・ビエンチャンでセ

ミナーを開催し、ラオスとタイの物流コストを比較す

ると、ラオスでは片荷の問題と越境諸費用がコストの

押し上げ要因となっている点を指摘。その対策として

インランド・デポ（内陸保税蔵置場）設置とそれに伴

う船会社の負担増を軽減するためのアライアンス形

成に向けたプラットフォームのイニシアチブ、および

タイ―ラオス間の鉄道の整備につき提言した。本提言

は、29 年 6 月、石毛理事長からトンルン首相に手交し

た。 

・アジア経済研究所は 29 年 3 月 21 日に、スリラン
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カ・コロンボにおいてスリランカ開発戦略・国際貿易

省と共催して政策提言セミナーを開催。物流ハブとし

て地政学的に重要な地域に位置するスリランカが今

後、世界のサプライ･チェーンに参画し、輸出志向の経

済成長を高めていく可能性について議論した。同省及

び管轄下の投資庁、開発庁の政策担当者のみならず、

首相府、産業・商業省、輸出開発庁、開発金融局、商

工会議所等からの幅広い参加を得た。南アジアのロジ

スティクスの重要なハブであるコロンボ港及び輸出

加工区（EPZ）の発展と FTA、外国直接投資の拡大を

通じてどのように東アジアのバリュー・チェーンに参

画できるのか、台湾やシンガポール、メコン地域など、

東アジア、ASEAN の事例を参考に議論が行われた。

同セミナーでの提言内容は、経済産業省とスリランカ

が今後作成する「貿易投資ロードマップ」に今後活用

される見通し。 

 

・国際機関や国内外の大学・研究機関等との共同研究 

世界貿易機関（WTO）、世界銀行、経済協力開発機構

（OECD）、中国グローバル・バリューチェーン研究セ

ンターとの連携研究「技術革新とグローバル・バリュ

ーチェーン」のほか、カリフォルニア大学バークレー

校（米国）、エラスムス大学（オランダ）、曁南大学（中

国）の教授等が外部委員として参加する研究会を実施

するなど、複数の共同研究を実施した。 

 

・地方自治体とも連携した研究 

北陸地域・企業における国際化の現状、産業集積の特

徴、生産・販売ネットワークの実態を定量的に分析す

るとともに、アジアを中心とした市場への進出及び国

際化が企業に及ぼす影響を分析する連携研究会を、福

井県立大学、北陸環日本海経済交流促進協議会（北陸

AJEC）、経済産業研究所（RIETI）とともに実施。北

陸地方における企業の国際化の推進と地域力向上の

ための支援策を提言するための分析を行った。 

 

・政策提言の基盤となる基礎的・総合的研究 

アジア経済研究所は、28 年度は「経済発展メカニズム

への理解を深める」、「政治的安定と社会発展の諸要因

を探る」の 2 つを優先テーマとして計 39 研究会を発
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足させ、調査研究を実施した。 

 

【実施事例】 

・「東アジア計量モデル分析」研究会：アジア諸国の国

内需要と経済成長の潜在的な成長可能性を人口構造

などの長期的要因を重視したマクロ計量モデル及び

各国モデルを連結した貿易リンクモデルで分析し、日

本の対アジア諸国向け経済政策への手掛かりを求め

た。 

・「ポスト・マハティール期のマレーシアにおける政治

経済変容」研究会：マハティール首相が退任した後の

転換期にあるマレーシアに生じた政治的社会的変化

の把握、その原因を探り、政治経済情勢を包括的に分

析した。 

・「水ガバナンスへのインタラクティブ・アプローチ：

アジアの事例研究」研究会：水資源の過剰利用や水環

境の劣化など、重要な社会課題である水問題の解決に

あたって重要な役割を担う政府（中央・地方）、企業、

住民、専門家などの多層かつ多様な主体が政策決定に

関わるプロセス（インタラクティブ・アプローチ）の

分析を通じて、水ガバナンスをめぐる政策形成および

実践に効果的な枠組みを探った。 

 

上記に加え、海外で起こった事件・事故を機に高まる

情報ニーズに対し、これまでの研究成果を踏まえて、

機動的に情報提供した。7 月にトルコでクーデター未

遂事件が起こった際は、アジア経済研究所の研究者が

専門家として多くのメディアから解説を求められ、

NHK ニュース等のテレビ 9 件に出演したほか、日本

経済新聞を含めた新聞に記事が計 17 件掲載された。

また、9 月に日本の総理大臣として初めて安倍首相が

訪問して注目を集めたキューバについては、BS 朝日

「いま世界は」（9 月 4 日放送）に研究者が出演する一

方で、安倍首相ミッションに同行するメディアに対し

て、最新キューバ事情の事前ブリーフィングを行っ

た。さらに、米国大統領選挙結果については国・地域

を問わず関心が寄せられ、11 月以降、米国の新政権が

台湾、イラン、サウジアラビア、メキシコ等に与え得

る影響についてのブリーフィングを計 9 件実施した。

加えて、北朝鮮やイランの最新情勢に関しても多くの
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ブリーフィングを行った。 

 （ⅱ）研究成果の発信・普及 

出版・講演会・セミナー・ウ

ェブサイト等により、政策担

当者、ビジネス界、学界・有

識者等、国民各層を対象に、

ニーズに合ったテーマの成

果普及を図る。また、国内外

における学会及び学術雑誌

での論文発表等も積極的に

行う。 

 

（ⅱ）研究成果の発信・普及 

・出版 

「アジア動向年報」、「アジ研ワールド・トレンド」、「ア

ジア経済」、「The Developing Economies」等の定期刊

行物をはじめ、「研究双書」、「情勢分析レポート」等の

単行書を発行した。また海外の出版社からも英文出版

物を刊行し、政策担当者、ビジネス界、学会・有識者

等の各層のニーズに応じた研究成果の普及に努めた。 

 

・講演会・セミナー 

地域及び開発研究の最新の情報発信を目的に、国内

（東京、地方主要都市）、海外（ドバイ、ロンドン、ハ

ノイ等）で、計 69 回のセミナーを開催した。また、連

続専門講座の有料セミナーである夏季公開講座をは

じめ、「ビジネスと人権に関する指導原則」、一帯一路

構想に関する国際シンポジウム、治安情勢が不透明な

トルコ、トランプ米政権発足後の中東情勢についてと

りあげた専門講座等を開催し、官公庁、企業、業界団

体、メディア等の参加者から高い評価を得た。 

 

・ウェブサイト 

28 年度からアジア経済研究所ウェブサイトの運営業

務をアジア経済研究所図書館（以降、「研究所図書館」）

に集約させ、研究成果普及と資料情報提供の一元管理

の準備を開始した。また、研究所図書館の貴重書を電

子化して提供する複数のデジタルアーカイブを統合

し再構築することで、図書館利用者の利便性を高め

た。 

 

・学術雑誌 

28 年度は海外有力学術誌等（Habitat International

誌等）に、27 年度の研究成果に関する論文投稿を行っ

た。 

 （ⅲ）研究交流・ネットワー

ク・人材育成 

アジア経済研究所の有する

開発途上国に関する豊富な

知見・研究成果に基づく知的

貢献及び成果普及の一環と

（ⅲ）研究交流・ネットワーク・人材育成 

・IDEAS 

28 年度は日本人研修生 9 名アフリカからの 6 名を含

む外国人研修生 18 ヵ国 18 名（中堅の行政官が対象）

を 9 月から受け入れた。なお、27 年 9 月から 28 年 7

月に在籍し、全研修課程を修了した日本人研修生13名
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して、理論の理解と実践能力

を兼ね備えた日本人開発専

門家の国際機関等への輩出、

及び開発途上国の行政機関・

公的機関に従事する外国人

人材育成を目的として、開発

スクール（IDEAS）を運営す

る。さらに、情報収集・分析

能力の強化に向けて、海外の

研究機関へ研究員を派遣す

るほか、地域研究及び開発研

究の内外の専門家を客員研

究員等として招聘する。国際

機関、国内外の大学・研究機

関との研究連携を推進し、国

内外の学会における研究報

告、国際機関等におけるアジ

ア経済研究所セッションの

開催などを通じて、研究ニー

ズの把握、研究ネットワーク

の拡充及び認知度の向上を

図る。 

 

は、11 名が海外留学（英国 9 名、米国 1 名、オランダ

1 名）し、2 名が国際協力機構（JICA）等に就職した。

IDEAS の研修課程は日本人、外国人ともに好評であ

り、修了生からは「学習内容、環境ともにとても満足」、

「国際開発・援助に必要な学問を網羅的に学習するこ

とができた、大変満足している」などのコメントを得

た。 

28 年度は、民間企業の社員を対象とした研修プログラ

ム「第 1 回 IDEAS 特別集中講座」を 29 年 1 月に初

めて開催。参加者から「講座の内容が専門的な部分が

多く、役に立った」などのコメントを受け、高評価を

得た。 

 

・海外の研究機関へ研究員を派遣 

研究所の調査研究活動の一環として、アジア、中東、

アフリカ、ラテンアメリカ地域等の研究機関、大学、

国際機関をはじめ、欧米諸国の開発途上国研究機関へ

毎年職員を派遣している。派遣期間は原則 2 年で、海

外研究員の海外研究には、(1)現地の経済、政治、社会

事情についての研究、(2)特定課題についての研究、(3)

資料・情報の収集、(4)関係諸機関との研究交流、(5)研

究成果の普及、(6)海外派遣員に対する指導、(7)海外事

務所の業務に対する支援等を行う海外調査員と、上記

のうち(1)から(3)までの活動を行う海外派遣員とがあ

る。 

28 年度は、海外調査員 2 名（韓国、デンマーク）、海

外派遣員 3 名（シンガポール、フィリピン、米国）を

新規に派遣した。 

 

・地域研究及び開発研究の内外の専門家を客員研究員

等として招聘 

28 年度は、海外客員研究員 4 名（中国 2 名、英国、オ

ランダ）、国内客員研究員 2 名（亜細亜大学、名古屋市

立大学）、開発専門家 4 名（英国 2 名、インド、オラ

ンダ）、海外短期訪問研究者 6 名（フランス 2 名、台

湾、メキシコ、ドイツ、米国）、特別招聘専門家 1 名

（カナダ）をアジア経済研究所に受け入れた。アジア

経済研究所研究者と内外の研究者・専門家との研究

会・ワークショップ・セミナー等を通じての意見交換

等の活発な研究交流を図った。 
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・国内外の学会における研究報告、国際機関等におけ

るアジア経済研究所セッションの開催 

国際会議や国際機関が開催するイベント等において、

アジア経済研究所の研究成果を効果的な発信に努め

た。 

 

【実施事例】 

・8 月 28 日、ケニア・ナイロビにおいて、アジア経済

研究所として初めて、外務省認定の第 6 回アフリカ開

発会議（TICAD VI）の公式サイドイベントとして、セ

ミナー「工業化・民間セクター開発を通じたアフリカ

の経済構造改革」を開催した。サブサハラアフリカ各

国の経済政策研究に定評のあるアフリカ経済研究コ

ンソーシアム(AERC)とアフリカ経済に関する研究実

績 が 豊 富 な 英 国 の 開 発 研 究 機 関 Overseas 

Development Institute (ODI)と共催し、約 70 名が参

加した。セミナーでは、TICAD VI にて掲げられた優

先課題を中心に、サブサハラアフリカにおける経済構

造改革の可能性について、聴衆も加わり活発な討論が

繰り広げられた。 

・9 月 27 日、スイス・ジュネーブの WTO 本部にて開

催された WTO パブリックフォーラムにおいて、企業

の国際化と経営マネジメントに関するセッションを

開催した。企業の人事・労務管理（Human Resource 

Management: HRM）に着目し、国際化企業と非国際

化企業のHRM の実践の違いについての分析を発表し

た。セッションには国際機関、政府関係者、企業等か

ら約 30 名が出席し、製造業とサービス産業など異な

る産業における経営管理の課題の違いについてのコ

メントが出るなど、活発な議論が行われた。 

・11 月 15 日、モロッコ・マラケシュで開催された「国

連気候変動枠組条約第 22 回締約国会議（COP22）」に

おいて政策提言を目的としたセッションを開催した。

本セッションはアジア経済研究所が COP の環境省所

管ジャパン・パビリオンの枠組みで初めて開催したも

の。今回は、アジア経済研究所が継続的に行ってきた

途上国における温室効果ガス排出量に関する精緻な

分析を元に、新興国・開発途上国における温暖化ガス

削減をグローバル・バリューチェーン（GVC）の観点
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から研究した成果を発表・討論するセッションを開催

した。ミャンマーのユー・オウン・ウィン天然資源・

環境保全相を含む環境分野の各国政府関係者、企業等

から約 55 名が参加した。 

 （ⅳ）アジア経済研究所図書

館   

アジア経済研究所図書館は、

開発途上国研究に関する専

門図書館として、学術資料の

ほか、各国の政府刊行物、統

計書、新聞・雑誌等の資料を

収集、整備、提供する。非来

館利用者の利便性を高める

ために、ウェブサイトを通じ

た資料の電子提供や研究成

果データベースのコンテン

ツ拡充化を進める。 

（ⅳ）アジア経済研究所図書館   

アジア経済研究所図書館は、開発途上国研究に関する

専門図書館として、学術資料のほか、各国の政府刊行

物、統計書、新聞・雑誌等の資料を収集、整備、提供

した。28 年度の来館者数は 5,068 人、資料利用点数

は過去最高の 3 万 5,948 冊となった。 

28 年度から研究所図書館とビジネスライブラリーの

業務システムを統合し、ワンストップの資料検索・資

料情報提供サービスを実現した。さらに、情報探索サ

ービス「ディスカバリーサービス」を導入し、従来は

所蔵資料と契約している電子資料に限定されていた

検索対象を、ウェブ上の多様な情報資源にまで広げ、

非来館利用者の利便性を向上させた。 

 （ⅴ）ERIA 支援事業 

ポスト ASEAN 経済共同体

時代におけるさらなる東ア

ジアの経済圏の一体的な発

展と我が国の成長に貢献す

ることを目的として、経済産

業省と連携して東アジア

ASEAN 経済研究センター

（ERIA）への研究支援を行

う。 

 

（ⅴ）ERIA 支援事業 

ポストASEAN経済共同体時代におけるさらなる東ア

ジアの経済圏の一体的な発展と我が国の成長に貢献

することを目的として、経済産業省と連携して東アジ

ア ASEAN 経済研究センター（ERIA）とともにセミ

ナーやシンポジウムを開催した。 

 

【実施事例】 

・7 月 8 日、ミャンマー・ヤンゴンにおいて、ミャン

マー銀行協会の協力の下、ミャンマーの中央銀行をは

じめとする金融機関の実務家を対象としたセミナー

を開催し、ミャンマーの為替市場に関する実証分析の

成果を発表した。 

・11 月 22 日、ジェトロは ERIA などと共催で「ブル

ネイハラールビジネスセミナー」を東京で開催した。

本セミナーは、ブルネイ政府が日本企業の投資誘致を

目的として、ERIA が実施したブルネイにおけるハラ

ール認証制度と同関連産業の調査結果を広く報告し

たいという要望から実現に至ったもの。セミナーには

ブルネイから来日したヤスミンエネルギー産業相が

登壇し、日本企業へ同国ハラール認証制度の取組を紹

介した。  

・29 年 3 月 7 日に、ジェトロは ERIA と共催でイン
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ドネシア・ジャカルタにおいて国際シンポジウムを開

催した。シンポジウムでは、トランプ米大統領の「米

国第一主義」政策に基づく TPP からの離脱、NAFTA

再交渉等の米国の通商戦略の見直しや、英国の EU 離

脱といった情勢が、東アジアの経済統合や東アジア域

内の通商政策にどのような影響をもたらすのかなど

について活発に議論。カンボジア ASEAN 大使、イタ

リア駐インドネシア大使、ニュージランド臨時代理大

使等の要人を含め、参加者数は 105 名に上った。 

 上記の取組を通じ、2016 年

度は調査関連ウェブサイト

の閲覧件数 183 万件、政策担

当者及び企業関係者等への

ブリーフィング件数 5,100

件の達成を目指す。また、調

査、研究等の利用者に対して

「役立ち度」に関するアンケ

ート調査を実施し、4 段階評

価で上位 2 つの評価を得る

割合が 8 割以上となること

を目指す。 

 

 

   

 

 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―１ 業務改善の取組 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

２－１ 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

一般管理費及び業務

経費の合計の毎年度

平均で前年度比 

（計画値） 

第四期中期目標期

間中、△1.15％ 

第三中期期間中、年平

均△1.36％ 

－ － － 第四期中期目標期間

中、△1.15％ 

  

（実績値） － － － － －    

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 運営費交付金を充当して行

う業務については、第四期中

期目標期間中、一般管理費及

び業務経費の合計について

毎 年 度 平 均 で 前 年 度 比

1.15％以上の効率化を行う

ものとする。 

この他、各年度以降で新たに

必要となり運営費交付金を

充当して行う事業について

も、翌年度から年 1.15％程度

の効率化を図るものとする。 

運営費交付金を充当し

て行う業務について

は、第四期中期目標期

間中、一般管理費及び

業務経費の合計につい

て毎年度平均で前年度

比 1.15％以上の効率化

を行う。 

この他、各年度以降で

新たに必要となり運営

費交付金を充当して行

う事業についても、翌

年度から年 1.15％程度

の効率化を図る。 

運営費交付金を充当して

行う業務（補正予算を除

く）について、一般管理

費及び業務経費の合計に

ついて毎年度平均で前年

度比 1.15％以上の効率化

を行う。また、各事業に

ついては、効率化を検証

し、業務の質の向上を目

指すべく、一層質の高い、

効率的な業務運営を図

る。 

＜主な定量的指標＞ 

 一般管理費及び業務経費の合計

の毎年度平均で前年度比： 

△1.15％ 

 

＜その他の指標＞ 

 各事業について、効率化を検証

し、業務の質の向上を目指すべ

く、一層質の高い、効率的な業務

運営を図る。 

 

＜評価の視点＞ 

 定量的指標を達成しているか。  

 上述の取組を行っているか。 

＜主要な業務実績＞ 

一般管理費の毎年度平均は△2.99％、業務

経費の毎年度平均は△2.72％となり、一般

管理費及び業務経費の合計の毎年度平均

は△2.74％を実現し、前年度比 1.15％以上

の効率化を実現した。 

 

運営費交付金を充当して行う業務につい

ては、不断の業務改善及び効率的運営に努

めることにより、第四期中期目標期間の終

了時に、一般管理費及び業務経費の合計に

ついて、中期目標期間中、各年度平均で

1.15％以上の効率化を行う目標を掲げて

いる。 

 

平成 28 年度については、海外事務所の移

転による借款料の低減等によりの一般管

理費の削減に取り組むとともに、各種調達

の効率化やリテイン専門家への出来高・成

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

計画どおりに実施したため、標準の

B とした。 

 

＜課題と対応＞ 

計画に従って、引き続き、効率化に

取り組む。 

評

定 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

（実績に対する課題及び改善

方策など） 

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見聴取等を

行った場合には意見を記載す

るなど） 
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功報酬の導入等による業務経費の削減に

取り組んだ。 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―２ 組織体制・運営の見直し 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

２－２ 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 組織体制の見直しについては、柔

軟に組織を変更できる独立行政法

人の制度趣旨を活かし、本部、国内

事務所、海外事務所及びアジア経

済研究所間での連携強化や情報の

円滑な流通を促進し、「３．国民に

対して提供するサービスその他業

務の質の向上に関する事項」に示

した目標の達成に向けて、事業の

より効果的な実施が可能となる組

織設計を行う。 

監事・監査業務等の内部統制強化

を図りながらも、それにより管理

部門の人員が増大しないよう努力

する。 

また、国内外の各事務所がサービ

スの最前線であることから、各事

務所の業績及びコスト情報を把握

した上で、中期計画において定め

る評価手法に基づき、事務所単位

での評価を実施する。また、利用者

アンケートを活用するなどによ

り、事務所単位でのサービスの質

の向上に努め、事務所ネットワー

クの効率化・質の向上を図る。 

①本部組織 

ビジネスの仕組みがグローバルに拡大

しつつある中、国内外の企業からのビジ

ネス支援ニーズに多面的かつ効率的に

応えるべく、以下の視点から本部の組織

体制を再構築する。 

 

(ⅰ)顧客支援強化に向けた体制の整備 

顧客からのファーストコンタクト窓口

を担うとともに、顧客サービスの向上を

推進する部署を新設する。 

 

(ⅱ)政府の成長戦略への貢献に向けた体

制の強化 

対日直接投資の促進事業の拡大のため、

二次投資支援を含めた体制を抜本的に

強化するとともに、農林水産物・食品の

輸出促進についても政府が進める品目

別のオール・ジャパンでの取組にきめ細

かく対応するため、品目別支援体制を構

築する。さらに、地方創生を推進するた

め組織横断的視点を持つ部署を新設す

る。 

 

(ⅲ)企業ニーズに的確に対応する体制の

①本部組織 

ビジネスの仕組みがグ

ローバルに拡大しつつ

ある中、国内外の企業

からのビジネス支援ニ

ーズに多面的かつ効率

的に応えるべく、本部

組織の体制を整備す

る。 

 

②アジア経済研究所  

研究の質的向上を図る

ため、外部の研究者に

よる研究成果の評価を

実施するほか、内部査

読を組織的に実施す

る。産業界、学界、メデ

ィア等の有識者の意見

は定期的に聴取し、政

策的・社会的な研究ニ

ーズ把握と研究事業の

適正化に生かす。 

 

③国内事務所 

国内事務所について

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

①本部組織 

 国内外の企業からの

ビジネスニーズに多

面的かつ効率的に応

えるべく、本部組織の

体制を整備する。 

 

②アジア経済研究所 

 研究の質的向上を図

るため、外部の研究者

による研究成果の評

価を実施する。 

 内部査読を組織的に

実施する。 

 産業界、学界、メディ

ア等の有識者の意見

は定期的に聴取し、政

策的・社会的な研究ニ

ーズ把握と研究事業

の適正化に生かす。 

 

＜主要な業務実績＞ 

①本部組織 

2020 年東京オリンピック・パラ

リンピック競技大会の開催に向

け、効果的な対外情報発信等を可

能とすべく、クールジャパン推進

課を改組し、オリンピック・パラ

リンピックの推進事業やクール

ジャパン事業や産業観光事業を

担う「オリンピック・パラリンピ

ック推進課」を設置。また、対日

投資の促進事業において、二次投

資案件発掘・支援機能の充実や関

係機関との連携を強化するため、

大阪本部に対日投資誘致を担う

「対日投資推進課」を新設するな

ど、本部組織の体制を再編した。 

 

②アジア経済研究所 

29 年 1～3 月にかけて、外部有識

者からなる「業績評価委員会」が

選定する外部研究者により、研究

成果の評価を実施した。その結果

は、平均評価指数は 4.2 点（5 点

満点）と高評価であった。 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

計画どおり実施したため、標準の

B とした。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、適切に対応する。 

評

定 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

（実績に対する課題及び改善

方策など） 

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見聴取等を

行った場合には意見を記載す

るなど） 
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○国内事務所 

国内事務所については、自治体等

における貿易・投資施策の策定プ

ロセス等へ積極的に参画するな

ど、地元での連携強化を図る。ま

た、地域ニーズへの対応強化、地域

経済活性化への貢献、顧客の裾野

の拡大を図るため、地元からの強

い要請や応分の経費負担を前提と

して、貿易情報センターネットワ

ークの強化を図る。加えて、全国８

ヵ所に設置した「地域統括センタ

ー」を起点として、地域で連携した

産品の市場開拓など都道府県の枠

組みを超えた広域事業を展開して

いく。 

今後の国内事務所の開設に際して

は、地域における中小企業社数、海

外展開や輸出の現状及び可能性な

ど定量的・定性的な情報を総合的

に把握した上で費用と便益を適切

に比較して判断することが必要で

あり、これらの視点を踏まえた開

設の考え方について、必要な見直

しを進める。また、前中期目標期間

中に開設された事務所及び今後開

設予定の事務所について、開設か

ら一定期間を経た後（山梨事務所

については初年度速やかに）、管轄

地域において支援を行った企業が

海外展開した数の伸びや輸出額の

増減などを踏まえて、事務所の開

設の効果について検証を行う。 

また、引き続き、我が国における中

小企業の海外展開や輸出の現状及

び可能性、自治体の負担、事務所設

置による効果などを検討し、国内

事務所設置から生じる費用と便益

を考慮し、国内事務所の配置につ

構築 

企業に一層寄り添ったビジネス支援を

強化するため「産業別」の部を再編し、

我が国企業の海外展 

開支援のみならず産業の専門性を活か

したインバウンドの取組支援を行う。ま

た、企業のニーズが高まっている海外で

の知的財産権の活用、イノベーションの

促進及び海外の基準・認証への対応等の

業務を担う部署を新設する。 

 

②アジア経済研究所 

国際機関等との研究連携・国際共同研究

の一層の推進や重点的な研究課題の企

画・調整機能の強化を図る。また、研究

の質的向上を図るため、外部有識者から

なる「業績評価委員会」が選定する外部

の研究者による研究成果の評価を実施

するほか、アジア経済研究所内の「研究

企画委員会」による内部査読を実施す

る。特に政策的・社会的な研究ニーズ把

握と研究事業の適正化のため、産業界、

学界、メディア等の有識者で構成される

「調査研究懇談会」を活用する。 

 

③国内事務所 

国内事務所については、自治体や関係団

体等との連携を加速化させ、地元企業・

産業の海外展開、外国企業の投資誘致や

訪日外国人の誘致などの地域経済活性

化等に資する取組を進める。特に、覚書

（MOU）を締結済みの独立行政法人中

小企業基盤整備機構、商工組合中央金

庫、日本政策金融公庫等の関係団体と

は、中小企業の海外展開支援が一体的に

行えるよう、企業の共同訪問、セミナー・

展示会・商談会開催や海外ミッション派

遣などで一層の連携協力を図る。加え

て、独立行政法人中小企業基盤整備機構

とは地方事務所の共用化又は近接化を

は、自治体や関係団体

等との連携を加速さ

せ、地元企業・産業の海

外展開、外国企業の投

資誘致や訪日外国人の

誘致などの地域経済活

性化等に資する取組を

進める。特に、機構と覚

書（MOU）を締結済み

の独立行政法人中小企

業基盤整備機構、商工

組合中央金庫、日本政

策金融公庫等の支援機

関を中心に、共同での

企業訪問、セミナー・展

示会・商談会開催や海

外ミッション派遣など

で一層の連携を図る。

加えて、独立行政法人

中小企業基盤整備機構

とは地方事務所の共用

化又は近接化を推進す

る。 

なお、地域貢献等にお

ける具体的成果を創出

するに当たり、都道府

県ごとのきめ細かな体

制と大阪本部及び全国

7 ヵ所に設置した「地域

統括センター」を基点

とする広域体制とを両

立させた体制の整備を

さらに推進し、国内事

務所ネットワークの強

化を図るとともに、各

自治体等からの負担金

拡大、委託業務費の拠

出や研修生をはじめと

する人的派遣等を積極

的に働きかけ、運営基

③国内事務所 

 自治体や関係団体等

との連携を加速させ、

地元企業・産業の海外

展開、外国企業の投資

誘致や訪日外国人の

誘致などの地域経済

活性化等に資する取

組を進める。特に、覚

書（MOU）を締結済

みの独立行政法人中

小企業基盤整備機構、

商工組合中央金庫、日

本政策金融公庫等の

支援機関を中心に、共

同での企業訪問、セミ

ナー・展示会・商談会

開催や海外ミッショ

ン派遣などで一層の

連携を図る。 

 独立行政法人中小企

業基盤整備機構と地

方事務所の共用化又

は近接化を推進する。 

 都道府県ごとのきめ

細かな体制と地域統

括センターを基点と

する広域体制とを両

立させた体制の整備

をさらに推進し、国内

事務所ネットワーク

の強化を図るととも

に、各自治体等からの

負担金拡大、委託業務

費の拠出や研修生を

はじめとする人的派

遣等を積極的に働き

かけ、運営基盤の強化

を図る。 

 

また、29 年 2 月に、アジア研究

所内の「研究企画委員会」により、

研究双書・選書や外部英文出版等

の書籍で刊行した研究成果につ

いての内部査読を実施した。さら

に、6 月に、産業界、学界、メデ

ィア等の有識者で構成される「調

査研究懇談会」を開催し、政策的・

社会的な研究ニーズの把握と研

究事業に係る業務運営に関する

意見聴取を行い、同懇談会で出た

意見を踏まえた研究グループや

政策提言研究会を発足させた。 

 

③国内事務所 

国内事務所において、覚書

（MOU）を締結済みの独立行政

法人中小企業基盤整備機構、商工

組合中央金庫、日本政策金融公庫

等の支援機関との連携を強化し、

これらの機関との共同でのセミ

ナー・展示会・商談会での連携は

416 件、海外ミッションでの連携

は 2 件であった。さらに、独立行

政法人中小企業基盤整備機構と

地方事務所の共用化や近接化の

推進について継続して取り組み、

28 年度は施設の相互利用が 59

件、連携事業の開催が 174 件に上

った。 

また、28 年度から試行的に事務

所単位での評価制度を導入し、四

半期ごとに進捗管理を行ったこ

とに加えて、6 月と 11 月に開催

した「アウトカム向上委員会」で

評価を行うとともに、毎週開催し

ている「役員会」の場などを通じ

て、国内ネットワークの在り方を

検証・検討した。さらに、地域統

括センターを基点とする広域体
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いて、本法人としての考え方を整

理した上で、必要な見直しを進め

る。   

さらに、独立行政法人中小企業基

盤整備機構の地方事務所との共用

化又は近接化を推進し、中小企業

の海外展開支援が一体的に行える

よう、一層の連携協力を図る。 

 

○ 海外事務所 

海外事務所については、アジア・ア

フリカといった新興国など企業の

海外展開・政策的支援のニーズの

高い地域と、欧米など対日直接投

資活動の展開等の観点で重要とな

る先進国において、必要な拠点・ネ

ットワークの強化を図る。その際、

事務所単位での評価及び民間サー

ビスの状況等も踏まえ、既存事務

所の更なる見直しを実施するとと

もに、将来ニーズの高い新興国へ

の事務所及び職員の配置を進め

る。さらに、配置の妥当性につい

て、日本企業の現地への進出状況

など、定量的・定性的な情報を総合

的に把握した上で、検証する。 

また、事業の連携強化等を図るた

め、現地における事務所及び所員

の法的地位等を保持することに留

意し、独立行政法人国際協力機構、

独立行政法人国際交流基金及び独

立行政法人国際観光振興機構の海

外事務所との共用化又は近接化を

進める。 

推進する。 

なお、地域貢献等における具体的な成果

を創出するに当たっては、都道府県ごと

のきめ細かな体制と全国8ヵ所に設置し

た「地域統括センター」を基点とする広

域体制とを両立させた体制の整備を更

に推進し、国内事務所ネットワークの強

化を図るとともに、各自治体等からの負

担金拡大、委託業務費の拠出や研修生を

はじめとする人的派遣等について積極

的に働きかけ、運営基盤の強化を図る。 

 

④海外事務所 

海外事務所については、事務所単位での

評価や民間サービスの状況等を踏まえ、

既存事務所の更なる見直しを実施し、事

業成果の向上に資する海外ネットワー

クの在り方について検証・検討を行い、

必要な拠点・ネットワークの強化を図

る。具体的には、欧米先進国における対

日直接投資促進やジャパン・ブランドの

発信等の強化に向けた一層の効率的な

業務体制の整備を図るとともに、将来ニ

ーズの高い新興国における体制の充実

を図る。 

なお、配置の妥当性については、日本企

業の現地への進出状況など、定量的・定

性的な情報を総合的に把握した上で検

証する。 

また、事業の連携強化等を図るため、独

立行政法人国際協力機構、独立行政法人

国際交流基金及び独立行政法人国際観

光振興機構の海外事務所との共用化又

は近接化を進める。 

盤の強化を図る。 

 

④海外事務所 

海外事務所について

は、政策ニーズや事務

所単位での評価等を踏

まえ、事業成果の向上

に資する海外ネットワ

ークの在り方を検証・

検討し、必要な拠点・ネ

ットワークの強化を図

る。具体的には、欧米先

進国における対日直接

投資促進やジャパン・

ブランドの発信等の強

化に向けた効率的な業

務体制の整備を継続す

るとともに、将来ニー

ズの高い新興国での体

制の充実を図る。なお、

配置の妥当性について

は、日本企業の現地へ

の進出状況など、定量

的・定性的な情報を総

合的に把握した上で検

証する。 

また、事業の連携強化

等を図るため、独立行

政法人国際協力機構、

独立行政法人国際交流

基金及び独立行政法人

国際観光振興機構の海

外事務所との共用化又

は近接化を進める。 

 

 

④海外事務所 

 政策ニーズや事務所

単位での評価等を踏

まえ、事業成果の向上

に資する海外ネット

ワークの在り方を検

証・検討し、必要な拠

点・ネットワークの強

化を図る。 

 欧米先進国における

対日直接投資促進や

ジャパン・ブランドの

発信等の強化に向け

た業務体制の整備を

継続するとともに、将

来ニーズの高い新興

国での体制の充実を

図る。 

 事業の連携強化等を

図るため、独立行政法

人国際協力機構、独立

行政法人国際交流基

金及び独立行政法人

国際観光振興機構の

海外事務所との共用

化又は近接化を進め

る。 

 

＜評価の視点＞ 

・上述の取組を行って

いるか。 

制の整備を推進し、広域的な連携

で事務所間の情報共有を密にす

ることで、各自治体等からの負担

金拡大、委託業務費の拠出や研修

生をはじめとする人的派遣等を

積極的に働きかけた結果、全国16

事務所において自治体等からの

負担金増となったほか、全国 3 事

務所で新たに人的派遣を受ける

ことに繋がり、運営基盤の強化を

図った。 

 

④海外事務所 

海外事務所については、28 年度

から試行的に事務所単位での評

価制度を導入し、四半期ごとに進

捗管理を行ったことに加えて、6

月と 11 月に開催した「アウトカ

ム向上委員会」で評価を行うとと

もに、毎週開催している「役員会」

の場などを通じて、海外ネットワ

ークの在り方を検証・検討した。

その結果、11 月に、米国でのジャ

パン・ブランドの発信等を強化す

るため、成長市場として注目が集

まる米国南部のダラスにサテラ

イトデスクを設置するとともに、

12 月に、対日直接投資促進を図

る観点から、上海事務所で駐在員

を増員した。また、アルゼンチン

で経済開放を推進する新政権が

誕生し、日本企業のビジネス展開

ニーズが急速に高まったことを

踏まえ、29 年 1 月に、ブエノス

アイレス事務所への駐在員の派

遣を再開するなど、新興国での体

制を充実させた。 

他方で、独立行政法人国際協力機

構や独立行政法人国際交流基金、

独立行政法人国際観光振興機構
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の海外事務所との共用化・近接化

の取組も継続した。その結果、こ

れらの機関との連携実績は 670

件（うち国際協力機構：450 件、

国際観光振興機構：123 件、国際

交流基金：97 件）となった。 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―３ 調達方法の見直し 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

２－３ 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 迅速かつ効果的

な調達の観点か

ら、調達全般に

わたって不断に

合理化に取り組

むとともに、「独

立行政法人にお

ける調達等合理

化の取組の推進

について」（平成

27 年 5 月 25 日

付総務大臣決

定）を踏まえて、

日本貿易振興機

構が策定した

「調達等合理化

計画」に掲げら

れた目標を達成

するものとす

る。 

迅速かつ効果

的な調達の観

点から、調達

全般にわたっ

て不断に合理

化に取り組む

とともに、「独

立行政法人に

おける調達等

合理化の取組

の推進につい

て」（平成27年

5 月 25 日付総

務大臣決定）

を踏まえて策

定した「調達

等 合 理 化 計

画」に掲げら

れた目標を達

成するものと

する。 

調達については、

迅速かつ効果的

な調達の観点か

ら、全般にわたっ

て不断に合理化

に取り組むとと

もに、「独立行政

法人における調

達等合理化の取

組の推進につい

て」（平成 27 年 5

月 25 日付総務大

臣決定）を踏まえ

て策定する「平成

28 年度独立行政

法人日本貿易振

興機構調達等合

理化計画」に掲げ

る目標を達成す

る。 

 

＜主な定量的指標＞ 

 

・随意契約の点検（全件） 

 

＜その他の指標＞ 

・「平成 28 年度調達等合

理化計画」に掲げた、随

意契約の限定、一者応札・

応募削減に向けた取組、

調達担当職員の事務処理

能力の強化のための研修

の実施、調達に関するガ

バナンスの徹底を行う。 

 

＜評価の視点＞ 

 定量的指標を達成して

いるか。 

 上述の取組を行ってい

るか。 

＜主要な業務実績＞ 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（27 年 5 月 25 日付総務大臣決定）

に基づき、28 年 6 月に策定した「平成 28 年度独立行政法人日本貿易振興機構調達等合理化計画」

を踏まえ、28 年度における全ての随意契約の点検を実施した。 

契約に係る総括責任者や審査責任者等が、全ての競争性のない随意契約の案件に対して、事前に随

意契約の必要性や合理性、契約金額の妥当性についての厳格な審査を行い、真に止むを得ないもの

に限定した結果、全契約に占める随意契約の割合は件数ベースで 7.2％、金額ベースで 4.7％だっ

た。 

また、一者応札・応募の削減に向けて、①十分な公告期間の確保、②調達見通しの公表、③わかり

やすい仕様書の作成、④入札説明会に参加したが未応札・未応募であった事業者へのヒアリングの

実施などの取組を実施した。一般競争入札に占める一者応札の割合は 43.7％（141 件)となったが、

うち約 6 割（81 件）は労働者派遣業務であり、その多くが専門的知見や経験等を求める仕様を満

たす人材の確保が困難と思われる貿易情報センターの案件であった。 

さらに、契約の適正性を確保するため、調達担当職員の事務処理能力の強化を図るための研修を年

間通じて実施するとともに、監事や外部有識者で構成される契約監視委員会を 2 回開催し、競争

性のない随意契約や一者応札・応募であった案件の点検を行った上で、その結果や議事概要をウェ

ブサイトで公表した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

計画どおりに実

施したため、標準

の B とした。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、適切に

対応する。 

評

定 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

（実績に対する課題及び改善

方策など） 

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見聴取等を

行った場合には意見を記載す

るなど） 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―４ 人件費管理の適正化 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

２－４ 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 政府の成長戦略を実現

し、日本経済が更なる

成長を遂げ、我が国及

び地域経済の再生を果

たすため、第四期中期

目標期間中の日本貿易

振興機構の果たすべき

役割が増大することが

見込まれることから、

政府や社会から期待さ

れる役割を果たすため

に必要となる適正な人

員の配置を行う。その

際、給与水準について

は、国家公務員等の給

与水準を十分に考慮

し、手当てを含め役職

員給与の在り方につい

て厳しく検証した上

で、給与水準の適正化

を図るとともに、給与

水準及びその合理性・

妥当性を対外的に公表

するものとする。 

政府の成長戦略を実現し、

日本経済が更なる成長を遂

げ、我が国及び地域経済の

再生を果たすため、第四期

中期目標期間中の機構の果

たすべき役割が増大するこ

とが見込まれることから、

政府や社会から期待される

役割を果たすために必要と

なる適正な人員を配置す

る。その際、給与水準の合理

性・妥当性について、国家公

務員及び機構と就職希望者

が競合する業種に属する民

間事業者等の給与水準との

比較など厳格に検証を行

う。その上で、業務の性格や

難度に応じた職種の多様化

や組織の大括り化などによ

る管理職ポストの抑制など

により給与水準の適正化を

図り、毎年度の給与水準及

びその合理性・妥当性をウ

ェブサイト等で、対外的に

公表する。 

政府の成長戦略を実現

し、日本経済が更なる成

長を遂げ、我が国及び地

域経済の再生を促すた

め、第四期中期目標期間

中に増大することが見込

まれる機構の役割を果た

すため必要となる適正な

人員を配置する。その際、

給与水準の合理性・妥当

性について、国家公務員

及び機構と人材確保の点

で競合する業種に属する

民間事業者等の給与水準

との比較などを行う。そ

の上で、業務の性格や難

度に応じた職種の多様化

や組織の大括り化などに

より人件費の適正管理を

行う。また、当該年度の

給与水準及びその合理

性・妥当性をウェブサイ

ト等で、対外的に公表す

る。 

 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

 給与水準の合理性・妥

当性について、国家公

務員及び機構と人材

確保の点で競合する

業種に属する民間事

業者等の給与水準と

の比較などを行う。 

 業務の性格や難度に

応じた職種の多様化

や組織の大括り化な

どにより人件費の適

正管理を行う。 

 当該年度の給与水準

及びその合理性・妥当

性をウェブサイト等

で、対外的に公表す

る。 

 

＜評価の視点＞ 

 上述の取組を行って

いるか。 

＜主要な業務実績＞ 

海外で事業を行う上で必要な語学等の専門性の高い優れた

人材を登用する必要があることに加えて、大卒以上の高学歴

者の割合が高いこと、在職地域が都市部に集中しているこ

と、また 40 以上の国内拠点に配置されている人員の大半が

本部（東京）からの異動で国の制度を準用した異動保障制度

の対象者であることなどから、国家公務員と比較した給与水

準が高くなり易い傾向にある中、定型的な業務等については

常勤嘱託員の活用などの雇用形態の多様化を通じた職員構

成の見直しを実施し、給与水準の適正化を図った。その結果、

28 年度の事務職員のラスパイレス指数（年齢・地域・学歴勘

案）は 100.0（前年度比 1.0 ポイント減）となったことに加

えて、研究職員の同指数は 95.4 と前年度に引き続き 100 を

下回る水準を維持した。 

また、28 年度の職員の給与水準及びその合理性・妥当性に

ついては、ウェブサイト等を通じて対外的に公表した。 

 

＜参考＞ 

○ラスパイレス指数（年齢・地域・学歴勘案） 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

事務職員 105.3 101.8 101.0 100.0 

研究職員 97.2 94.8 93.6 95.4 
 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

計画どおり実施したため、標

準の B とした。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、「独立行政法人改革

等に関する基本的な方針（25

年 12 月 24 日閣議決定）」等

を踏まえ、給与水準の適正化

を図る。 

評

定 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

（実績に対する課題及び改善

方策など） 

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見聴取等を

行った場合には意見を記載す

るなど） 
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４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―５ 費用対効果の分析 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

２－５ 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 業務運営に当

たっては、政府

方針、他機関と

の役割分担等

を踏まえつつ、

事業の実施に

要した費用及

び事業によっ

て得られた効

果を把握・分析

することで、限

られた資源を

最大限活用し、

事業成果を一

層高める。 

業務運営に当たっては、政府方針、

他機関との役割分担等を踏まえつ

つ、事業の実施に要した費用及び事

業によって得られた効果を把握・分

析することで、限られた資源を最大

限活用し、事業成果を一層高める。

具体的には、四半期ごとに事業別の

進捗状況を確認しつつ、機構内部に

設置された「アウトカム向上委員

会」を定期的に開催し、中期目標・

中期計画・年度計画で定められた目

標値の達成状況を確認するととも

に、目標達成に必要な人材・予算等

の資源の再配分を行うことで、着実

な目標の達成と事業の効率的な実

施を図る。 

国内外事務所については、事務所単

位で目標値を設定するとともに、事

務所単位で費用を把握した上で、本

部と同様に、四半期ごとの進捗管理

を行い、アウトカム向上委員会での

評価を通じた資源の再配分等を行

う。その際、国内事務所については、

「貿易情報センターの設置・運営に

関する考え方」を定め、それに沿っ

業務運営に当たっては、政府方針、

他機関との役割分担等を踏まえつ

つ、事業の実施に要した費用及び事

業によって得られた効果を把握・分

析することで、限られた資源を最大

限活用し、事業成果を一層高める。

具体的には、四半期ごとに事業別の

進捗状況を確認しつつ、機構内部に

設置された「アウトカム向上委員

会」を半年に 1 度開催し、中期目標・

中期計画・年度計画で定められた目

標値の達成状況を確認するととも

に、目標達成に必要な人材・予算等

の資源の再配分を行うことで、着実

な目標の達成と事業の効率的な実

施を図る。 

国内外事務所については、事務所単

位で目標値を設定し、アウトカム向

上委員会での評価を通じた資源の

再配分等を行う。また、事業評価を

通じて、事務所単位でのサービスの

質の向上、ひいては事務所ネットワ

ークの効率化・質の向上を図る。 

 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

・四半期ごとに事業別の進捗状

況を確認しつつ、機構内部に

設置された「アウトカム向上

委員会」を半年に1度開催し、

中期目標・中期計画・年度計

画で定められた目標値の達

成状況を確認するとともに、

目標達成に必要な人材・予算

等の資源の再配分を行うこ

とで、着実な目標の達成と事

業の効率的な実施を図る。 

・国内外事務所について、事務

所単位で目標値を設定し、評

価を通じた資源の再配分等

を行う。事務所単位でのサー

ビスの質の向上と、事務所ネ

ットワークの効率化・質の向

上を図る。 

 

＜評価の視点＞ 

上述の取組を行っているか。 

＜主要な業務実績＞ 

四半期ごとに事業別の進捗状況を確認

するとともに、6 月と 11 月に「アウト

カム向上委員会」を開催し、中期目標・

中期計画・年度計画で定められた目標

値の達成状況を確認し、目標の達成が

遅れている事業については要因を分析

するとともに、所要の人材・予算等の

再配分を行うことで、最終的に所期の

目標を上回る成果を実現するととも

に、事業の効率化を図った。 

また、国内外事務所については、28 年

度から試行的に事務所単位での評価制

度を導入し、四半期ごとに進捗管理を

行うとともに、6 月と 11 月に開催した

「アウトカム向上委員会」で評価を行

うとともに、そのフィードバックを通

じて、事務所単位でのサービスの向上

を図った。 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

計画どおりに実施したため、標

準の B とした。 

 

＜課題と対応＞ 

国内外事務所について、事業評

価を各事務所長の業績評価と連

動させることで、事務所運営に

係る責任の所在を明確にするこ

とで、事務所単位でのサービス

の質の向上、ひいては事務所ネ

ットワークの効率化・質の向上

を図る。 

評

定 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

（実績に対する課題及び改善

方策など） 

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見聴取等を

行った場合には意見を記載す

るなど） 
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て事務所の設置及び運営について

の評価や見直しを行う。また、事業

評価を各事務所長の業績評価と連

動させ事務所運営に係る責任の所

在を明確にすることで、事務所単位

でのサービスの質の向上、ひいては

事務所ネットワークの効率化・質の

向上を図る。 

機構による自己評価を経て経済産

業省において確定される事業年度

及び中期目標期間の業績評価の結

果については、組織や役職員のイン

センティブ確保に結びつけるべく、

次年度以降の内部の予算や人員配

置に反映させるとともに、従来の役

員の業績給等に加え、職員の処遇に

も適正に反映させるべく見直しを

図る。 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―６ 民間委託（外部委託）の拡大等 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

２－６ 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 民間委託の拡大に

当たっては、業務全

般の運営方法の見

直しや必要となる

コストの検証を実

施しつつ、管理的業

務に加えて、各種事

業実施に伴う定型

的な業務等、民間企

業に外部委託が可

能な業務について

は外部委託を推進

し、効果的かつ効率

的な業務運営を図

る。また、官民競争

入札等の対象案件

については、一層の

コスト削減及びサ

ービスの質の向上

に努める。 

民間委託の拡大に当た

っては、業務ワークフ

ローなどの不断の見直

しや必要となるコスト

の検証を実施しつつ、

これまで効率化を進め

てきた人事、給与、物品

調達などの管理的業務

に加えて、セミナー・講

演会の開催準備など、

各種事業の実施に伴う

定型的な業務等、外部

委託の可能性がある業

務を特定し、外部委託

を推進して業務の効率

化を進める。また、官民

競争入札等の対象案件

については、一層のコ

スト削減及びサービス

の質の向上に努める。 

民間委託の拡大

に当たっては、業

務ワークフロー

などの不断の見

直しを進めつつ、

人事、物品調達な

どの管理的業務

や、各種事業の実

施に伴う定型的

な業務等、民間委

託が適切な業務

については外部

委託を図ること

で業務の効率化

を進める。官民競

争入札等の対象

案件については、

一層のコスト削

減及びサービス

の質の向上に努

める。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

 業務ワークフローなどの不

断の見直しを進めつつ、人

事、物品調達などの管理的

業務や、各種事業の実施に

伴う定型的な業務等、民間

委託が適切な業務について

は外部委託を図ることで業

務の効率化を進める。 

 官民競争入札等の対象案件

については、一層のコスト

削減及びサービスの質の向

上に努める。 

 

＜評価の視点＞ 

上述の取組を行っているか。 

＜主要な業務実績＞ 

28 年度も、①嘱託員（常勤・非常勤）や派遣・臨時職員の管理業務と

研修・採用業務、②海外駐在員の住居手当・子女教育手当や海外旅行

保険・健康保険に係る業務、③ジェトロ本部とアジア経済研究所での

統一システム基盤による運用業務、④出張旅費や交通費の伝票起票や

精算業務、⑤総合受付・案内と代表電話の交換業務、⑥ビジネスライ

ブラリーの運営業務などの管理的業務や定型的な業務について、入札

等を通じて外部委託を継続することにより、業務の効率化を進めた。

また、アウトカム向上委員会を通じて各部の事業体制の確認を行い、

更なる外部委託の可能性を含めた事業効率化を積極的に検討した。 

また、①コンピュータシステム運用管理業務、②見本市・展示会情報

総合ウェブサイト（J-messe）管理・運営業務、③アジア経済研究所

図書館の運営業務については、官民競争入札等の対象案件として、一

層のコスト削減及びサービスの質の向上に努めた。このうち、①コン

ピュータシステム運用管理業務については、簡易な市場化テストとし

て実施する手法である「新プロセス」での取組を継続する一方で、②

見本市・展示会情報総合ウェブサイト（J-messe）管理・運営業務と

③アジア経済研究所図書館の運営業務については、結果が良好であっ

たため、28 年度末に「終了プロセス」が適用された。 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

計画どおりに実施したため、

標準の B とした。 

 

＜課題と対応＞ 

官民競争入札等の対象案件で

ある「コンピュータシステム

運用管理業務」については、

29 年度も引き続き「新プロセ

ス」での取組を継続する。 

評

定 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

（実績に対する課題及び改善

方策など） 

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見聴取等を

行った場合には意見を記載す

るなど） 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―７ 業務の電子化 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

２－７ 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 日本貿易振興機

構内及び関係機

関、支援企業等

との迅速かつ、

効率的な情報共

有、意思疎通、さ

らには、適切な

意思決定等の業

務効率化を可能

とするべく、IT

技術を活用して

執務環境の整備

を図る。その際、

調達方法の改善

を図ることによ

り、ユーザー当

たりの IT 基盤

投資コストの抑

制に努める。 

機構内及び関係機関、支援企業等との迅速かつ

効率的な情報共有、意思疎通、さらには、適切な

意思決定等の業務効率化を可能とするべく、業

務フローの改善をしつつ、IT 技術の活用を推進

する。例えば、タブレット端末や WEB・TV 会

議システム等を活用した時間と場所に縛られな

い執務環境の整備、企業の利用・支援状況等を一

元的に管理するデータベースの構築、活用を図

るとともに、決裁・申請手続きの電子化につい

て、業務フローの改善をしつつ、システムの活

用・導入を進める。 

IT 技術を活用した執務環境の整備に際しては、

これまで以上に調達時期の調整を図るととも

に、外部専門家による意見等も踏まえ、クラウド

システム、多様なデバイスに対応するシステム、

WEB 会議室等その使用用途に的確に対応した

機器、サービスを調達することにより、今中期目

標期間中に計画されている「ジェトロ共通シス

テム基盤」の更改においては、投資コストを現基

盤と比較し、その抑制を図りつつ、利用形態の高

度化を推進する。 

機構内及び関係機関、支援

企業等との迅速かつ効率的

な情報共有、意思疎通、さ

らには、適切な意思決定等

の業務効率化を可能とする

べく、業務フローの改善を

しつつ、IT 技術の活用を推

進する。例えば、ノート

PC や WEB・TV 会議シス

テム等を活用した場所に縛

られない執務環境の整備、

企業の利用・支援状況等を

一元的に管理するデータベ

ースの構築、活用を図ると

ともに、決裁・申請手続き

の電子化について、業務フ

ローを改善しつつ、システ

ムの活用・導入を進める。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

 業務フローの改善

をしつつ、IT 技術の

活用を推進する。 

 

＜評価の視点＞ 

 上述の取組を行っ

ているか。 

＜主要な業務実績＞ 

ノート PC や WEB・TV 会議システム

等を活用した場所に縛られない執務環

境の整備を目的とした「ジェトロ共通

システム基盤」の更改（29 年度実施予

定）を滞りなく実施するため、導入予定

の新サーバや新ノート PC のシステム

環境のテストなどの準備作業を適切に

実施した。 

また、ユーザーからの履歴事項証明書

の取得の電子化を実現することでユー

ザーの利便性を向上させるとともに、

切手の調達等の内部申請手続きも電子

化することで、業務フローを改善させ

た。 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

計画どおりに実施したため、標準の

B とした。 

 

＜課題と対応＞ 

29 年度中に実施予定の「ジェトロ

共通システム基盤」の更改を滞りな

く行う。 

評

定 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

（実績に対する課題及び改善

方策など） 

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見聴取等を

行った場合には意見を記載す

るなど） 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―１ 自己収入拡大への取組 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

３－１ 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 第一期から

第三期中期

目標期間に

おいても自

己収入の拡

大に向けて

取り組んで

きたところ

であるが、

引き続き、

自己収入の

拡大に向け

た経営努力

を継続し、

限られた財

源の中でよ

り多くの事

業ニーズに

対応できる

よう、組織・

事業運営の

財政基盤を

強化し、国

への財政負

自己収入の拡大について

は、第一期から第三期中

期目標期間においても取

り組んできたところであ

るが、限られた財源の中

でより多くの事業ニーズ

に対応できるよう、引き

続き組織・事業運営の財

政基盤を強化し、国への

財政負担を抑制する経営

努力を図る。 

具体的には、受益者が特

定できること、受益者に

応分の負担能力があるこ

と、負担を求めることで

事業目的が損なわれない

ことといった条件を踏ま

えつつ、セミナー・展示

会・商談会等の開催時に

は更なる受益者負担を求

めるとともに、会費収入

や外部からの負担金や受

託収入の増加を目指す。

これに向けて、例えば展

自己収入の拡大につい

ては、国への財政負担

を抑制できるよう、組

織・事業運営の財政基

盤を強化する経営努力

を図る。具体的には、展

示会等の事業におい

て、適正な受益者負担

を引き続き求めるとと

もに、ジェトロ・メンバ

ーズ会員収入や外部か

らの負担金、受託収入

の増加を目指す。これ

に向けて、大学との包

括的協定の中での講師

派遣、個別企業や業界

団体のニーズに応じた

受託調査実施体制の整

備、オンライン講座の

メニュー拡充などの具

体化のための検討を進

める。 

なお、受益者負担や

受託収入等の拡大を求

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

 セミナー・展示会・

商談会等の開催時

には更なる受益者

負担を求める。 

 会員収入や外部か

らの負担金や受託

収入の増加を目指

す。 

 展示規模の大型化

や、業界団体等から

の海外展示会開催

に係る受託事業の

ニーズや採算性の

調査を行い、事業化

について検討する。 

 企業、業界団体、自

治体等からの受益

者負担を伴う形で、

外部講演や企業向

けブリーフィング、

＜主要な業務実績＞ 

28 年度の自己収入総額は 39.4 億円（前年度比 10.8 億円減）となった。

これは、ミラノ国際博覧会の終了に伴う企業協賛金・寄付金収入（前年

度収入額 16.3 億円）の減少に依る点が大きく、これを除いた自己収入

総額（前年度実績 33.9 億円）では前年度比で 5.5 億円増となった。 

中でも、ジェトロ貿易情報センターに対する地方自治体からの負担金

が 2 年連続で増加（28 年度 7.0 億円、27 年度 6.7 億円、26 年度 6.3 億

円）し、地方における中堅・中小企業の海外展開支援事業が自己収入の

拡大にも繋がった。地方自治体からの受託も 2 年連続で大幅に増加し

た（28 年度 57 件 2.2 億円、27 年度 53 件 1.9 億円、26 年度 28 件 0.8

億円）。また、平成 28 年度の業界団体からの受託は 1.8 億円と、前年

度比で 0.5 億円増加した。 

また、展示会等の事業において、適正な受益者負担を引き続き求めると

ともに、海外ミニ調査やビジネスアポイントサービスの利用者拡大等

に取り組むことで、国への財政負担の抑制に努めた。該当事業において

は適切なコスト把握を行い、中小企業等に提供するサービスの質・量を

踏まえた上で、適切な受益者負担額を検証した。有料会員制度「ジェト

ロ・メンバーズ」においては、地方における企業交流会の開催などの新

規勧誘活動を継続実施する一方で、既存会員の満足度を高めて定着を

はかるために会員向けセミナー「ジェトロの使い方ガイダンス」を東京

で 3 回実施したほか、全国各地でセミナーにオンラインで参加できる

ようライブ配信を実施するなどの工夫を施した。さらに、包括的連携協

定を締結した 4 大学に対する延べ 33 回 37 名（名古屋大学 1 回 1 名、

関西学院大学 5 回 5 名、芝浦工業大学 1 回 1 名、東京外国語大学 26 回

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

計画通りに実施したため、標準の B

とした。 

 

＜課題と対応＞ 

自己収入の拡大に向けた経営努力

を継続し、限られた財源の中でより

多くの事業ニーズに対応できるよ

う、組織・事業運営の財政基盤を強

化し、国への財政負担の抑制に取り

組む。 

評

定 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

（実績に対する課題及び改善

方策など） 

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見聴取等を

行った場合には意見を記載す

るなど） 
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担の抑制に

引き続き取

組むことと

する。具体

的には、セ

ミナーの開

催、展示会・

商談会の開

催等につい

て受益者負

担の拡大を

図るととも

に、会費収

入 や 自 治

体・関係機

関等との連

携を通じた

外部からの

負担金や受

託収入の拡

大 を 目 指

す。 

示会では、展示規模の大

型化や、業界団体等から

の海外展示会開催に係る

受託事業のニーズや採算

性の調査を行い、事業化

について検討する。また、

企業、業界団体、自治体

等からの受益者負担を伴

う形で、外部講演や企業

向けブリーフィング、海

外情報の収集・提供等に

関する事業を拡大する。

そのために、提供する情

報の質の向上に取り組み

ながら必要な国内外の体

制も構築し、更なる顧客

サービスの向上と自己収

入の拡大の好循環を形成

する。 

なお、受益者負担や受託

収入等の拡大を求めるに

当たっては、中小企業へ

のサービス提供の質・量

が損なわれないよう該当

事業の適切なコスト把握

を行い、それを踏まえた

利用者負担の決定を行

う。また、科学研究費補

助金など競争的資金や各

種学術助成金の獲得を奨

励することで研究の充実

を図る。 

める際に、中小企業へ

のサービス提供の質・

量が損なわれないよう

該当事業の適切なコス

ト把握を行い、それを

踏まえた利用者負担の

決定を行う。また、科学

研究費補助金など競争

的資金や各種学術助成

金の獲得を図ることで

研究財源の確保に努め

る。 

 

海外情報の収集・提

供等に関する事業

の拡大を検討しつ

つ、そのために、必

要な国内外の体制

の構築を図る。 

 受益者負担や受託

収入等の拡大を求

めるに当たっては、

中小企業へのサー

ビス提供の質・量が

損なわれないよう

該当事業の適切な

コスト把握を行い、

それを踏まえた利

用者負担の決定を

行う。 

 科学研究費補助金

など競争的資金や

各種学術助成金の

獲得を奨励するこ

とで研究の充実を

図る。 

 

＜評価の視点＞ 

 上述の取組を行っ

ているか。 

30 名）の講師派遣や、地方事務所を中心とする受託案件増加を踏まえ

た本部側の実施体制の整備を行ったほか、自己収入事業であるオンラ

イン講座のメニュー拡充を図る一環で、海外取引を全く行ったことの

ない企業を対象とした新規講座を 29 年度に開講するための準備を開

始した。 

加えて、研究の充実のための外部資金の獲得に努めた結果、独立行政

法人日本学術振興会が実施する「科学研究費助成事業」による補助金

／助成金の交付額は合計 1.1 億円となった。 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―２ 運営費交付金の適切な執行に向けた取組 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

３－２ 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 運営費交付金につい

ては、収益化単位ご

との予算と実績の管

理を行うとともに、

各年度期末における

運営費交付金債務に

関し、その発生要因

を厳格に分析し、減

少に向けた努力を行

うこととする。 

運営費交付金につい

ては、収益化単位ご

とに予算と実績の管

理を行うとともに、

各年度期末における

運営費交付金債務に

関し、その発生要因

を厳格に分析し、減

少に向けた努力を行

うこととする。 

運営費交付金について

は、収益化単位ごとに

予算と実績を管理する

とともに、年度期末に

おける運営費交付金債

務に関し、その発生要

因を厳格に分析し、減

少に向けた努力を行

う。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

 収益化単位ごとに予算と実

績の管理を行う。 

 年度期末における運営費交

付金債務に関し、その発生

要因を厳格に分析し、減少

に向けた努力を行う。 

 

＜評価の視点＞ 

 上述の取組を行っている

か。 

＜主要な業務実績＞ 

平成 28 年度より収益化単位に基づく予算と実績額の管理

を導入した結果、業務達成基準を採択した業務に係る分と

して、政府開発援助（ODA）運営費交付金より 0.8 億円、

非 ODA 運営交付金より 17.0 億円を交付金債務に計上し

た。これは相手国政府の要請等に基づく事業実施時期の変

更や、継続的な企業支援を目的として管理を行った結果で

あり、全額翌期に計上する予定である。また、中期計画及

び政府間合意に基づく事業実施のため、補正交付金 61.4 億

円を期首より留保した上で翌期及び今中期期間中に繰り

越している。 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

計画どおりに実施したため、標準の

B とした。 

 

＜課題と対応＞ 

独立行政法人会計基準の改訂を踏

まえ、収益化単位ごとの予算と実績

の管理の更なる徹底を図る。 

評

定 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

（実績に対する課題及び改善

方策など） 

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見聴取等を

行った場合には意見を記載す

るなど） 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―３ 保有資産等の見直し 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

３－３ 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 日本貿易振興機構の

保有する資産につい

ては、詳細な資産情

報の公表を引き続き

行い、多角的な観点

からその保有の必要

性について検証し、

支障のない限り、国

への返納等を行う。 

対日投資ビジネスサ

ポ ー ト セ ン タ ー

（IBSC）神戸につい

ては、廃止を念頭に、

自治体との協議を進

め、常設オフィスの

廃止や自治体への事

業移管等の具体的方

策について検討す

る。 

機構の保有する資産について

は、詳細な資産情報の公表を引

き続き行い、多角的な観点から

その保有の必要性について検

証を行う。 

職員宿舎については、平成27年

3 月末まで被災者用住宅として

流山市へ無償貸与している江

戸川台宿舎を、入居者の避難終

了後、速やかに国庫納付すると

ともに、「独立行政法人の職員

宿舎の見直しに関する実施計

画」等を受けて策定した職員宿

舎見直し計画に沿って、一部廃

止や借上げ宿舎の戸数減など

を着実に実施する。IBSC につ

いては、地方への投資誘致に向

けた機運の高まりを踏まえ、効

率的な事業の実施に向けて、自

治体等との調整を図る。 

機構の保有資産

については、詳細

情報を引き続き

公表し、多角的な

観点からその保

有の必要性につ

いて検証する。 

職員宿舎につい

ては、江戸川台宿

舎の国庫納付手

続きを滞りなく

進めるとともに、

職員宿舎見直し

計画を着実に実

施する。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

 保有資産については、詳細情報を

引き続き公表し、多角的な観点か

らその保有の必要性について検証

する。 

 職員宿舎については、江戸川台宿

舎の国庫納付手続きを滞りなく進

める。 

 職員宿舎見直し計画を着実に実施

する。 

 

＜評価の視点＞ 

 上述の取組を行っているか。 

＜主要な業務実績＞ 

保有資産については、28 年度も引き続き詳細情

報を公表し、職員向けのアンケート調査による

ニーズ把握などを通じて、その保有の必要性を

検証した。 

また、職員宿舎については、29 年 3 月に、経済

産業大臣宛に江戸川台宿舎の国庫納付に係る通

知を提出し、国庫納付手続きを滞りなく進めた。 

さらに、職員宿舎見直し計画に基づき、28 年度

末までに、木場、市川、小松川の各職員宿舎の戸

数削減を完了し、職員宿舎見直し計画を着実に

実施した。 

対日投資ビジネスサポートセンター（IBSC）神

戸については、28 年 4 月に常設オフィスを廃止

し、必要な時にのみ民間の貸しオフィスを活用

するオンデマンド方式へ切り替えた。 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

計画通りに実施したため、標準の B

とした。 

 

＜課題と対応＞ 

職員宿舎については、江戸川台宿舎

の国庫返納手続きを完了するとと

もに、上大岡宿舎 1 棟の国庫返納手

続きを着実に進める。 

 

評

定 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

（実績に対する課題及び改善

方策など） 

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見聴取等を

行った場合には意見を記載す

るなど） 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―４ 決算情報・セグメント情報の公表の充実等 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

３－４ 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 日本貿易振興機構の

財務内容等の一層の

透明性を確保し、日

本貿易振興機構の活

動内容を政府・国民

に対して分かりやす

く示し、理解促進を

図る観点から、事業

のまとまりごとに決

算情報・セグメント

情報の公表の充実等

を図る。 

機構の財務内容等の

更なる透明性の確保

や、活動内容を政府

や国民に対して分か

りやすく示すことで

理解を促す観点に加

え、事業ごとの費用

対効果を分析し適正

な資源配分を行う観

点から、事業のまと

まりごとに決算情

報・セグメント情報

を把握し公表する。 

機構の財務内容等の更

なる透明性の確保や、

活動内容を政府や国民

に対して分かりやすく

示すことで理解を促す

観点に加え、事業ごと

の費用対効果を分析し

適正な資源配分を行う

観点から、事業のまと

まりごとに決算情報・

セグメント情報を把握

し公表する。 

 

＜主な定量的指

標＞ 

なし 

 

＜その他の指標

＞ 

 事業のまとまり

ごとに決算情

報・セグメント

情報を把握し公

する。 

 

＜評価の視点＞ 

 上述の取組を行

っているか。 

＜主要な業務実績＞ 

28 年度も、前年度に引き続き、中期目標等を踏まえ、「対日直接投資の

促進」、「農林水産物・食品の輸出促進」、「中堅・中小企業など我が国企

業等の海外展開支援」、「我が国企業活動や通商政策への貢献」、「法人

共通」の 5 つに区分した事業のまとまりごとに、決算情報・セグメン

ト情報を把握し公表した。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

計画どおりに実施したため、標準の

B とした。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、適切に事業のまとまりご

とに決算情報・セグメント情報を把

握し公表する。 

評

定 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

（実績に対する課題及び改善

方策など） 

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見聴取等を

行った場合には意見を記載す

るなど） 

 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―１ 内部統制 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

４－１ 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 業務範囲の拡大、支援案件数の増

加等による業務量の拡大が見込ま

れる状況下において、以下の通り

内部統制の充実を図り、中期目標

に基づき法令等を遵守しつつ業務

を遂行し、日本貿易振興機構のミ

ッションを有効かつ効率的に実施

する。 

○「独立行政法人の業務の適正を確

保するための体制等の整備」（平成

26 年 11 月 28 日総務省行政管理局

長通知）に基づき、業務方法書に定

めた事項の運用を確実に実施す

る。 

○役職員の行動指針となる行動憲

章を、日本貿易振興機構内全職員

に毎年度、周知徹底を図る。 

○日本貿易振興機構の業務執行及

び組織管理・運営に関する重要事

項について、週 1 回役員会を開催

し、審議・報告する。その結果を日

本貿易振興機構内に伝達し、役職

員全ての認識を共有する。 

○年度途中における目標の達成状

以下の方策を早期に検討し、

実行するとともに、その維持

を図る。 

 

・行動憲章を周知徹底するた

め、職員の理解状況を毎年度

点検する。 

・原則、週 1 回開催する役員

会の会議結果につき、指示事

項を明確にした上で、国内外

事務所を含む各部署の長に速

やかに伝達し、認識を共有す

る。 

・内部統制に関する規程を整

備する。 

・年度当たり 2 回開催するア

ウトカム向上委員会を通じ

て、各部署の事業の進捗状況、

予算の執行状況及び目標達成

状況等を確認し、PDCA サイ

クルに基づく業務改善、予算

再配分や人員再配置等の見直

しを実施することで、事業成

果の向上を図る。 

中期目標で示された内

部統制の充実化に向

け、以下の方策を引き

続き実施する。 

・行動憲章を周知徹底

するため、職員の理

解状況について定期

的に点検する。 

・内部統制に関する規

程を整備し、内部統

制推進体制を構築す

る。 

・アウトカム向上委員

会を半期ごとに開催

して、各部署の事業

の進捗状況、予算の

執行状況及び目標達

成状況等を確認し、

PDCA サイクルに基

づく業務改善、予算

再配分や人員再配置

等の見直しを実施す

ることで、事業成果

の向上を図る。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

 行動憲章を周知徹底するた

め、職員の理解状況につい

て定期的に点検する。 

 内部統制に関する規程を整

備し、内部統制推進体制を

構築する。 

 アウトカム向上委員会を半

期ごとに開催して、各部署

の事業の進捗状況、予算の

執行状況及び目標達成状況

等を確認し、PDCA サイク

ルに基づく業務改善、予算

再配分や人員再配置等の見

直しをすることで、事業成

果の向上を図る。 

 

＜評価の視点＞ 

 上述の取組を行っている

か。 

＜主要な業務実績＞ 

10～11 月に職員を対象とした e-

Learning 研修を実施することで、行

動憲章等の職員の理解状況について

点検した。 

また、8 月に、「内部統制の推進及び

リスク管理に関する規程」と「内部通

報・外部通報に関する規程」を定め、

組織横断田的に顕在化していないリ

スクの洗い出しを行い所要の対策を

講じるとともに、通報制度を整備する

ことで更なるガバナンスの強化を図

った。 

さらに、6 月と 11 月に「アウトカム

向上委員会」を開催し、各部署の事業

の進捗状況、予算の執行状況及び目標

達成状況等を確認し、目標の達成が遅

れている事業については要因を分析

するとともに、所要の人材・予算等の

再配分を行うことで、最終的に所期の

目標を上回る成果を実現するととも

に、PDCA サイクルに基づく業務改

善を図った。 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

計画どおりに実施したため、標準

の B とした。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、適切な対応を行う。 

評

定 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

（実績に対する課題及び改善

方策など） 

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見聴取等を

行った場合には意見を記載す

るなど） 
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況及び予算の執行状況を年度当た

り 2 回確認し、PDCA サイクルに

基づく業務改善、予算再配分等を

行い、限られた資源の中での事業

成果の向上を図る。 

○日本貿易振興機構のミッション

遂行の障害となるリスクを把握・

評価し、適切な対応を図る。 

○アジア経済研究所における研究

が適正に行われることを確保する

ため、研究不正防止及び研究倫理

審査等の制度を充実させる。 

・組織横断的にリスクの把

握・評価を行う体制を整備す

る。 

・研究不正防止に関係する規

程類の内容について引き続き

研修等で周知徹底を図るほ

か、研究参加者への配慮等が

確実に行われるように研究倫

理審査を充実させる。 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―２ 情報管理 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

４－２ 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 「独立行政法人等の

保有する情報公開に

関する法律（平成 13

年度法律第 140 号）」

及び「独立行政法人

等の保有する個人情

報の保護に関する法

律（平成 15 年法律第

59 号）」に基づき、適

切な対応を行う。 

個人情報の取り扱い

については、引き続

き、日本貿易振興機

構内全職員に対する

研修や点検を毎年度

実施し、組織内全体

での適切な管理の徹

底を図る。 

情報公開について、

「独立行政法人等の

保有する情報公開に

関する法律」（平成

13 年度法律第 140

号）に基づき適時、正

確な情報公開を行

う。 

個人情報保護につい

て、機構内全職員を

対象に個人情報保護

に関する研修や点検

を毎年度実施し、「独

立行政法人等の保有

する個人情報の保護

に関する法律」（平成

15 年法律第 59 号）

に基づいた情報の管

理・保護を徹底する。 

「独立行政法人等の保

有する情報公開に関す

る法律」（平成 13 年度

法律第 140 号）に基づ

き適時、正確な情報公

開を行う。 

個人情報保護につい

て、機構内全職員を対

象に個人情報保護に関

する研修や点検を毎年

度実施し、「独立行政法

人等の保有する個人情

報の保護に関する法

律」（平成 15 年法律第

59 号）に基づいた情報

の管理・保護を徹底す

る。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

 適時、正確な情報公開

を行う。 

 個人情報保護につい

て、機構内全職員を対

象に個人情報保護に

関する研修や点検を

実施し、情報の管理・

保護を徹底する。 

 

＜評価の視点＞ 

 上述の取組を行って

いるか。 

＜主要な業務実績＞ 

4月から 9月まで法人文書の登録や廃棄等の情報公開を正確に行

うための整備作業を実施した。また、28 年度の開示請求 3 件に

対して、部分開示を適切に実施した。 

また、8 月に全職員を対象とした個人情報保護に関する研修と

点検を実施するとともに、10 月に、法人として保有している個

人情報リストの更新作業や管理状況の確認作業を実施し、情報

の管理・保護の徹底を図った。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

計画どおりに実施したため、標準の

B とした。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、適切に対応する。 

評

定 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

（実績に対する課題及び改善

方策など） 

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見聴取等を

行った場合には意見を記載す

るなど） 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―３ 情報セキュリティ 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

４－３ 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 情報セキュリティ対策

については、内閣官房情

報セキュリティセンタ

ー（ＮＩＳＣ）策定の「政

府機関の情報セキュリ

ティ対策のための統一

基準」に基づき、規程や

マニュアル整備などの

措置を行うとともに、政

府、関係機関等と脅威情

報を共有しつつ、外部か

らの不正アクセス等に

対して、ソフト・ハード

ウェア両面での対策を

継続して実施する。 

また、引き続き、監査、

日本貿易振興機構内全

職員に対する研修を毎

年度実施し、日本貿易振

興機構内の情報セキュ

リティリテラシの維持・

向上を図る。 

内閣官房情報セキュリティ

センター（NISC）策定の「政

府機関の情報セキュリティ

対策のための統一基準」に基

づき、既存の「情報セキュリ

ティ規程及び情報セキュリ

ティマニュアル」や情報通信

機器・ソフトウェアについ

て、情報セキュリティ上の脅

威に対する対応状況につい

て常時確認、更新を行う。特

に、海外事務所に対する外部

からの標的型ウィルス攻撃

等の増加に対応すべく、海外

ネットワークにおける情報

セキュリティ基盤の強化を

図る。また、機構内の情報セ

キュリティリテラシの向上

を図るため、情報セキュリテ

ィ研修を毎年度実施し、受講

を徹底する。 

内閣官房情報セキュリテ

ィセンター（NISC）策定の

「政府機関の情報セキュ

リティ対策のための統一

基準」に基づき、既存の「情

報セキュリティ規程及び

情報セキュリティマニュ

アル」や情報通信機器・ソ

フトウェアについて、情報

セキュリティ上の脅威に

対する対応状況について

常時確認、更新を行う。特

に、海外事務所に対する外

部からの標的型ウィルス

攻撃等の増加に対応すべ

く、海外ネットワークにお

ける情報セキュリティ基

盤の強化を図る。 

また、機構内の情報セキュ

リティリテラシの向上を

図るため、情報セキュリテ

ィ研修の受講を徹底する。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

 既存の「情報セキュリテ

ィ規程及び情報セキュ

リティマニュアル」や情

報通信機器・ソフトウェ

アについて、情報セキュ

リティ上の脅威に対す

る対応状況について常

時確認、更新を行う。 

 機構内の情報セキュリ

ティリテラシの向上を

図るため、情報セキュリ

ティ研修の受講を徹底

する。 

 

＜評価の視点＞ 

 上述の取組を行ってい

るか。 

＜主要な業務実績＞ 

内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）策定の「政

府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」に基づ

き、既存の「情報セキュリティ規程及び情報セキュリティ

マニュアル」の内容を適時確認・更新したことに加えて、

不審な挙動を検知することで不正プログラムによる攻撃

を防止する「振る舞い検知」技術を活用したシステムを導

入することを通じて、システム内のプログラムを常時監視

するとともに、本部のサーバで PC のセキュリティ状況を

監視するソフトウェアをインストールすることを通じて、

情報基盤の強化を図った。また、新たに英語版の「情報取

り扱いマニュアル」を作成し海外事務所に周知するととも

に、マルウェア対策用のソフトウェアのインストールキッ

トを配布し、更なる海外ネットワークにおける情報セキュ

リティ基盤の強化も図った。 

さらに、機構内の全職員と派遣職員や業務委託先の関係ス

タッフを対象とした情報セキュリティ研修を e-learning

方式で実施した。また、職員教育の強化の一環として、27

年度に海外職員を対象に実施した標的型攻撃メール対策

の訓練を、28 年度は対象を全職員に拡大して実施した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

計画どおりに実施したた

め、標準の B とした。 

  

＜課題と対応＞ 

新たな標的型攻撃等の脅

威に対応可能なセキュリ

ティ対策を導入すること

で、更なる情報セキュリテ

ィ基盤の強化を図る。 

評

定 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

（実績に対する課題及び改善

方策など） 

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見聴取等を

行った場合には意見を記載す

るなど） 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―４ 人事管理 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

４－４ 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

（４）人事管理 

事業ニーズや

社会経済情勢

の変化を的確

に踏まえつつ、

勤務環境の整

備等による女

性活躍の一層

の促進、ナショ

ナルスタッフ

の育成・活用、

外国人職員の

採用、国内外の

外部組織との

人材交流、企業

経験者等の外

部人材の活用

などを通じた

人材の多様化

を図る。併せ

て、企業の成果

創出や他機関

との事業連携

を効果的に進

めるため、企業

８．その他主務省令で定める業務運営に関

する事項 

（２）人事に関する計画 

①効果的・効率的な業務運営に向けた人員

の最適配置 

中期目標を踏まえ、管理部門・海調部門等

の人員配置の合理化を図りつつ、国内外事

務所および重点事業部門への人員配置を

進める。具体的には、高度専門人材の獲得

やナショナル・スタッフの活用を含め、対

日直接投資促進に従事する内外の人員体

制を抜本的に強化し、世界水準の誘致体制

を構築する。また、農林水産物・食品の輸

出促進、地方創生、新興国展開支援等その

他の重点分野について、専門人材を活用す

るなどして、人員体制を強化する。 

②人材多様化に向けた取組 

勤務地限定制度の着実な運用、出勤シフト

の柔軟化をはじめとする諸施策を講じ、

様々なライフ・ステージに配慮した勤務環

境の整備を行うとともに、キャリア形成に

配慮した人員配置や研修機会の提供を通

じて、女性の活躍を一層促進する。 

また、外国人の採用を拡大するとともに、

ナショナル・スタッフの登用を推進、管理

６．その他業務運営に関する重

要事項 

（１）人事計画 

①効果的・効率的な業務運営に

向けた人員の最適配置 

中期計画を踏まえ、管理部門・調

査部門等の人員配置の合理化を

図りつつ、国内外事務所及び重

点事業部門への人員配置を進め

る。具体的には、世界水準の誘致

体制の構築に向け、高度専門人

材の獲得やナショナル・スタッ

フの活用を視野に入れ、対日直

接投資促進に従事する内外の人

員体制を引き続き強化する。ま

た、農林水産物・食品の輸出促

進、新興国展開支援等の重点分

野について、専門人材を活用す

るなどして、人員体制を強化す

る。 

②人材多様化に向けた取組 

出勤シフトの柔軟化をはじめと

する諸施策を講じ、様々なライ

フ・ステージに配慮した勤務環

境の整備を行うとともに、キャ

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

①効果的・効率的な業務運営

に向けた人員の最適配置 

 世界水準の誘致体制の構築

に向け、高度専門人材の獲

得やナショナル・スタッフ

の活用を視野に入れ、対日

直接投資促進に従事する内

外の人員体制を引き続き強

化する。 

 農林水産物・食品の輸出促

進、新興国展開支援等の重

点分野について、専門人材

を活用するなどして、人員

体制を強化する。 

②人材多様化に向けた取組 

 出勤シフトの柔軟化をはじ

めとする諸施策を講じ、

様々なライフ・ステージに

配慮した勤務環境の整備を

行うとともに、キャリア形

成に配慮した人員配置や研

＜主要な業務実績＞ 

①効果的・効率的な業務運営に向けた人員

の最適配置 

対日直接投資促進分野については、北米・

欧州・アジア地域の 20 拠点に高度専門人材

を計 40 名増員するなど、世界水準の誘致体

制を整備した。また、ベンガルール事務所

のナショナル・スタッフを本部の対日投資

部に配置しインド企業向けの専用窓口を設

置するなど、ナショナル・スタッフを活用

して人員体制を整備した。 

また、農林水産物・食品の輸出促進分野に

ついては、外部機関から品目別の専門人材

3 名の受入れを開始するとともに、新興国

展開支援分野では、新輸出大国コンソーシ

アム事業において、海外ビジネスに精通し

ている専門人材など約 370 名を新たに配置

し、人員体制を抜本的に強化した。 

②人材多様化に向けた取組 

子育て用の時短などの勤務時間シフトの柔

軟化、配偶者同行休業制度の利用促進など

に継続的に取り組むなど、女性に配慮した

勤務環境を整備した。その結果、28 年度末

の全管理職に占める女性の割合は 27 年度

（15.3％）を上回る 16.2％となった。 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

計画どおりに実施したた

め、標準の B とした。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、適切な対応を行

う。 

評

定 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

（実績に対する課題及び改善

方策など） 

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見聴取等を

行った場合には意見を記載す

るなど） 
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や外部機関等

の多様なビジ

ネスニーズに

対して、海外や

地方に根ざし、

実情を踏まえ

た的確な情報

提供や支援策

等の提案が可

能な職員を育

成するための

人材育成策を

拡充する。その

ためには、若

手・中堅職員が

貿易・投資促進

業務に求めら

れる能力・専門

性を向上させ

るべく、ＯＪ

Ｔ・研修等を通

じた人材育成

策を拡充する。 

職レベルのポストに配置するなど、積極的

な活用を行う。このための環境整備とし

て、連絡文書等の外国語化、国内外の人事

管理の一元化を行う。 

加えて、特定産業・地域・業務の専門性を

有する高度専門人材を社会人採用や外部

専門家として確保するほか、政府・自治体・

民間企業・金融機関等からの外部人材の受

入や、人事交流を拡大することで、人材の

多様化を図っていく。 

③人材育成の推進 

人材育成については、各職員の専門性を一

層向上させ、業務知識や経験を蓄積させる

ための環境を整備する。具体的には、外部

専門家を充てているポストへの職員の配

置や、民間出向研修を行う。また、新興国

市場における活動が拡大している中、高度

な情報収集や支援事業を可能とするため、

特殊言語を中心として語学能力の向上に

向けた職員の研修を強化する。 

加えて、職員を早期に熟練させるため、入

構 5 年目までを目途に本部および国内外

事務所での勤務を経験させる。 

その他、選抜型研修や階層別研修の強化を

通じて、中核人材の育成についても着実に

進める。 

④ワーク・ライフ・バランスの確保と活力

のある職場作りに向けた取組 

ワーク・ライフ・バランスの確保と職員の

心身の健康維持に向けて、有給休暇の完全

取得及び超過勤務の解消を目指し、各年度

で具体的な目標及び取組内容を定め、その

実施状況を検証する。 

また、全職員が目標を共有し、コミュニケ

ーションを活発化することで、前例にとら

われない柔軟な発想による取組を積極的

に推進するなど、一層活力ある職場作りを

進める。 

リア形成に配慮した人員配置や

研修機会の提供を通じて、女性

の活躍を一層促進する。また、外

国人の採用を拡大するととも

に、海外事務所においてはナシ

ョナル・スタッフの管理職ポス

トへの登用も検討するなど、積

極的な活用を行う。加えて、専門

性を有する高度専門人材や、政

府・自治体・民間企業・金融機関

等からの外部人材の活用を図る

ことで人材の多様化に取り組

む。 

③人材育成の推進 

人材育成については、各職員の生

産性・専門性を一層向上させ、業

務知識や経験を蓄積させるため

の環境を整備する。具体的には、

新興国市場における活動が拡大

している中、高度な情報収集や

支援事業を可能とするため、特

殊言語を中心として語学能力の

向上に向けた職員の研修を行

う。その他、階層別研修の継続や

選抜研修による中核人材の育成

も進める。 

④ワーク・ライフ・バランスの確

保と活力のある職場作りに向け

た取組 

ワーク・ライフ・バランスの確保

と職員の心身の健康維持に向け

て、勤務シフトの多様化、有給休

暇の完全取得及び超過勤務の解

消を目指し、環境整備を進める。

また、全職員が目標を共有し、コ

ミュニケーションを活発化する

ことで、前例にとらわれない柔

軟な発想による取組を積極的に

推進するなど、一層活力ある職

場作りを進める。 

修機会の提供を通じて、女

性の活躍を一層促進する。 

 外国人の採用を拡大すると

ともに、海外事務所におい

てはナショナル・スタッフ

の管理職ポストへの登用も

検討するなど、積極的な活

用を行う。 

 専門性を有する高度専門人

材や、政府・自治体・民間企

業・金融機関等からの外部

人材の活用を図ることで人

材の多様化に取り組む。 

③人材育成の推進 

 特殊言語を中心として語学

能力の向上に向けた職員の

研修を行う。 

 階層別研修の継続や選抜研

修による中核人材の育成も

進める。 

④ワーク・ライフ・バランス

の確保と活力のある職場作り

に向けた取組 

 勤務シフトの多様化、有給

休暇の完全取得及び超過勤

務の解消を目指し、環境整

備を進める。 

 全職員が目標を共有し、コ

ミュニケーションを活発化

することで、前例にとらわ

れない柔軟な発想による取

組を積極的に推進するな

ど、一層活力ある職場作り

を進める。 

 

＜評価の視点＞ 

・上述の取組を行っている

か。 

また、28 年度は 1 名の外国人を新卒で採用

するとともに、新たに対日投資部外資系企

業支援課において「対日投資国別デスク」

（インドデスク）を設置し、ベンガルール

分室のナショナル・スタッフを本部に配置

したほか、大連事務所のナショナル・スタ

ッフをサービス産業部ヘルスケア産業課に

3 ヵ月間配置するなど、外国人材のなお一

層の活用を図った。 

また、自治体・金融機関等から計 81 名の外

部人材の受入れを行い、人材の多様化を強

化した。 

③人材育成の推進 

3 年目以降の若手職員を対象とした、期間 1

年程度の海外事務所での実地研修を実施

し、27 年度には新興国を中心とした海外事

務所へ計 21 名の職員を派遣し、特殊言語な

どの語学能力の向上を図った。また、新入

職員から管理職までの多様な階層別の研修

を前年度に引き続き実施するとともに、将

来的に経営の中枢を担うことが期待される

幹部候補者（非管理職）を、日本貿易会の経

営塾や政策研究大学院大学の外交アカデミ

ープログラムへ参加させるなどの選抜研修

も実施した。 

④ワーク・ライフ・バランスの確保と活力

のある職場作りに向けた取組 

7～8 月の夏期における早出勤務シフト制

度（8:00～16:45）の導入などににより、

勤務シフトの多様化を図るとともに、28

年 2 月から政府でプレミアム・フライデー

制度が導されたことなどを受けて、月１日

での有給取得の促進等を図った。 

また、労働衛生面では、産業医と労使双方

の実務者レベルで構成される「衛生委員

会」を毎月開催し、職場における温度管理

の徹底など、職場環境の改善に取り組ん

だ。また、労働安全衛生法の改正（27 年

12 月施行）を受けて、職員の心の健康状

態をチェックするストレスチェック制度の
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導入が義務付けられるのに先行して、11

月に、全職員を対象としたストレスチェッ

クを実施した。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―５ 安全管理 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

４－５ 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 天災や突発的な

事故等の非常事

態に備え、関連

規程やマニュア

ル等の改訂を毎

年度検討し、危

機管理体制の整

備を図る。 

また、海外にお

ける各国・地域

の治安、自然災

害、環境汚染等

の情報を適時か

つ正確に把握

し、迅速かつ適

切な対策を講じ

る。 

天災や突発的な事

故等の非常事態に

備え、既存の安全

管理に関する規程

やマニュアル等に

ついて、国内外の

安全に関する情勢

に応じて、常時点

検、更新する。 

外部専門機関の活

用、在外公館や関

係機関との協力関

係の構築などによ

り、海外での安全

情報を適宜把握

し、迅速かつ適切

な対策を講じる。 

テロ等の突発的な事件、大

地震、洪水等の天災等の非

常事態に対応するため、外

務省海外安全情報・危険情

報のレベル 2 以上の地域

を対象として、見本市等の

海外事業、海外出張（駐在

員の移動を含む）の実施に

際し、リスク・アセスメン

ト（安全対策を含む）の実

施による事前評価、リス

ク・アセスメントに基づく

安全施策を体系的に実施

し、安全確保に努める。ま

た、海外事務所において

は、在外公館や関係機関と

の連携強化を図り、正確な

情報把握、迅速かつ適切な

対応に努める。さらに、円

滑な安全施策の実施のた

め、規定、マニュアルの不

断の見直しを行う。 

 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

・外務省海外安全情報・危険情報

のレベル 2 以上の地域を対象と

して、見本市等の海外事業、海外

出張（駐在員の移動を含む）の実

施に際し、リスク・アセスメント

（安全対策を含む）の実施によ

る事前評価、リスク・アセスメン

トに基づく安全施策を体系的に

実施し、安全確保に努める。 

・海外事務所においては、在外公

館や関係機関との連携強化を図

り、正確な情報把握、迅速かつ適

切な対応に努める。 

・円滑な安全施策の実施のため、

規定、マニュアルの不断の見直

しを行う。 

 

＜評価の視点＞ 

 上述の取組を行っているか。 

＜主要な業務実績＞ 

外務省海外安全情報・危険情報「レベル 2」以上の地域で

の見本市・商談会事業の実施や海外出張・駐在員移動に当

たっては、外部専門機関を通じた現地情勢の検証を行う

とともに、必要に応じて警備員配置といった所要の安全

対策を講じた上で事業を実施した。警察とも連携して安

全対策を講じたラゴスでは 24 社で 4,525 件の商談によ

り 6.6 億円の成約（見込み含む）を無事故で挙げた一方、

バクダッド国際見本市については、リスク・アセスメント

を踏まえて通常の出展ではなく日本企業による出展を募

らない広報ブースの展示を行った結果、イラク政府から

感謝状を受領するなど、日本・イラク間の経済関係の深化

に貢献した。海外出張においても、カラカス、ナイロビ、

ダッカ、ラホール、ラゴス等の計 12 件の事案について、

事前にリスク・アセスメント適切に実施し、安全が確保で

きることを確認した上で渡航したため、無事に業務を遂

行できた。 

さらに、テロリスクの高まりなどを受けて、職員向けの安

全対策マニュアルである「セキュリティ・アドバイス」を

作成し周知するとともに、契約しているリスク・コンサル

ティング業者との間で、E-mail を通じて、最新の動向を

踏まえてより簡便に海外安全対策の相談が可能となる体

制を整備した。 

他方で、7 月に発生したダッカでの邦人殺害事件を受け、

現地駐在員の安全な地域での住居確保や、ダッカ事務所

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

計画で定められた内容を適切に実

施するととともに、従来の機構の枠

組を超えて日系企業等に対して多

大の貢献を実現したところから、A

評価とした。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、適切に対応する。 

 

評

定 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

（実績に対する課題及び改善

方策など） 

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見聴取等を

行った場合には意見を記載す

るなど） 
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の防犯設備の設置などの安全対策を講じた上で、業務を

遂行した。また、日系中小企業などにおいては、通常の大

使館ルートでは、適時適切に現地での安全管理情報の収

集や対応が困難であったため、通常のジェトロの業務の

枠組みを超えて、SNS などのツールを活用して、現地企

業に対して情報提供を行うとともに、現地大使館では手

に負えない現地日系企業の実態把握などの面において

も、主導的な役割を果たした。また、こうした現場での安

全対策上のノウハウが蓄積されてきたことを受けて、在

ダッカ日系企業等を対象とした安全対策セミナーを緊急

で開催し現地での情報提供を行うとともに、その後、国内

でも、全国 11 カ所で臨時に海外安全対策セミナーを開催

し、所要の情報提供を実施した（計約 1,000 名が参加）。

さらに、12 月以降は、海外での事業展開に当たって必要

な安全情報の提供や安全対策の指導を行う外部専門家 6

名を、本部内に配置して、より一般的な顧客サービスとし

ての提供を開始した。 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―６ 顧客サービスの向上 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

４－６ 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 地方の中小企

業等、我が国中

小企業の海外

展開等への関

心が高まる中、

日本貿易振興

機構が提供す

るサービス内

容について幅

広く伝えると

ともに、毎年

度、全国で企業

や関係機関等

からサービス

に対する意見

や要望を聴取

する機会を設

けるなど、顧客

サービスの質

的向上、改善に

向けた不断の

取組を行う。 

民間企業等に対して機構のサービス内

容を伝え、意見を聴取するために平成

26 年度に設置した「サービス向上会

議」に加えて、毎年度、全国で、各地

域の有識者等から意見を聴取する取組

を新たに行う。さらに、ウェブサイト

のトップページに設置したご意見箱を

通じて不特定のお客様の声を集めるな

ど、重層的な取組を推進することで、

幅広い意見を取り入れ、更なる顧客サ

ービスの質的向上・改善を図る。 

また、より多くの顧客層に対し機構の

事業への認知度を高め、サービスを利

用してもらうべく、（a）国内外ネット

ワークを活用した支援機関、政府・自

治体、メディアなど発信力のある関係

者（インフルエンサー）を通じての機

構事業の PR・理解促進、（b）統一的な

広報ツールの構築、（c）ソーシャル・

ネットワーク・サービス等を活用した

対外発信の強化など、効果的な広報戦

略について検討し、早期実行を目指す。 

民間企業等に対して機構

のサービス内容を伝え、意

見を聴取するために 2014

年度に設置した「サービス

向上会議」に加えて、2015

年度から開始した全国各

地域の有識者等から意見

を聴取する取組を継続す

る。さらに、ウェブサイト

に設置したご意見箱を通

じて不特定のお客様の声

を集めるなど、重層的な取

組を推進することで、幅広

い意見を取り入れ、更なる

顧客サービスの質的向上・

改善を図る。また、より多

くの顧客層に対し機構の

事業への認知度を高め、サ

ービスを利用してもらう

べく、対外発信の強化な

ど、効果的な広報戦略を検

討する。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

 民間企業等に対して機構のサービス

内容を伝え、意見を聴取するために、

「サービス向上会議」に加えて、全

国各地域の有識者等から意見を聴取

する取組を継続する。 

 ウェブサイトに設置したご意見箱を

通じて不特定のお客様の声を集める

など、重層的な取組を推進すること

で、幅広い意見を取り入れ、更なる

顧客サービスの質的向上・改善を図

る。 

 より多くの顧客層に対し機構の事業

への認知度を高め、サービスを利用

してもらうべく、対外発信の強化な

ど、効果的な広報戦略を検討する。 

 

＜評価の視点＞ 

 上述の取組を行っているか。 

＜主要な業務実績＞中小企業に対し 

「サービス向上会議」を全国 45 カ所で開催する

とともに、地域の有識者等との意見交換会を全国

31 カ所で実施し、機構のサービスの内容を伝える

一方で、民間企業や地域の有識者等からの意見を

聴取した。 

また、ウェブサイトのトップページに設置したご

意見箱の「お客様の声」へ寄された意見なども踏

まえ、顧客サービスの質的向上・改善を図った。 

他方、対外発信の広報の専門家とアドバイザリー

業務契約を締結し、これまでの機構の広報業務全

般のレビューを行い、その内容を分析レポートと

して取りまとめるとともに、国内外事務所とも情

報を共有することで、組織としての広報ノウハウ

の向上を図った。その結果、28 年度の記事掲載件

数は、27 年度比約 18％増となり、機構の事業の

より多くの顧客層への発信に繋がった。 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

計画どおり実施したた

め、標準の B とした。 

 

＜課題と対応＞ 

・外部専門家等の知見を

活用して、組織的かつ体

系的な広報戦略を策定す

る。機構のサービス内容

を伝えるとともに意見を

聴取するものである 

評

定 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

（実績に対する課題及び改

善方策など） 

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見聴取等

を行った場合には意見を記

載するなど） 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―７ 短期借入金の限度額 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

４－７ 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ５．財務内容の改善に関する事

項 

また、財務内容の健全性を確保

する観点から、資金の借入につ

いては、特段の事情がない限り

厳に慎む。 

５．短期借入金の限度額  

７，０３１百万円  

（理由）運営費交付金及び補助

金の受入れが最大 3 カ月分遅れ

た場合、事故の発生等により緊

急に対策費が必要となった場合

等を想定して、運営費交付金及

び補助金の約 3 カ月分を短期借

入金の限度額とする。 

記載なし ＜主な定量的指標＞ 

 

 

＜その他の指標＞ 

 

 

＜評価の視点＞ 

＜主要な業務実績＞ 

28 年度は本事項に該当する事案が発生していな

い。 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

該当しないため、標準の B とした。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、適切に対応する。 

 

評

定 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

（実績に対する課題及び改善

方策など） 

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見聴取等を

行った場合には意見を記載す

るなど） 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―８ 財産の処分に関する計画 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

４－８ 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 記載なし ６．財産の処分に関

する計画 

財産処分手続中の対

日投資・貿易相談ワ

ンストップサービス

センター (北九州 ) 

（福岡県北九州市小

倉北区浅野）につい

て、中期目標期間中

の早期に手続きを完

了する。 

記載なし ＜主な定量的指

標＞ 

 

 

＜その他の指標

＞ 

 

 

＜評価の視点＞ 

＜主要な業務実績＞ 

対日投資・貿易相談ワンストップサービスセンター(北九州) （福岡県

北九州市小倉北区浅野）については、27 年度に手続きを完了しており、

28 年度は本事項に該当する事案は発生していない。 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

該当しないため、標準の B とした。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、適切に対応する。 

評

定 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

（実績に対する課題及び改善

方策など） 

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見聴取等を

行った場合には意見を記載す

るなど） 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―９ 剰余金の使途 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

４－９ 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指

標 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 記載なし ７．剰余金の使途  

・海外有識者、有力者の招へいの追加的実施  

・展示会、セミナー、講演会等の追加的実施

（新規事業実施のための事前調査の実施を含

む。）  

・先行的な開発途上国研究の実施  

・緊急な政策要請に対応する事業の実施  

・職員教育の充実・就労環境改善  

外部環境の変化への対応  

・業務の電子化、民間委託の推進等の業務効

率化に向けた追加的取組  

・施設及び設備の充実・改修  

・サービス向上や認知度向上に向けた追加的

取組 

記載なし ＜主な定量

的指標＞ 

 

 

＜その他の

指標＞ 

 

 

＜評価の視

点＞ 

＜主要な業務実績＞ 

28 年度は本事項に該当する事案が発生していない。 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

該当しないため、標準の B とした。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、適切に対応する。 

 

評

定 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

（実績に対する課題及び改善

方策など） 

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見聴取等を

行った場合には意見を記載す

るなど） 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―１０ 積立金の処分 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

４－１０ 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指

標 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 記載なし ８．その他主務省令で定める業務運営に関す

る事項 

（３）積立金の処分 

前期中期目標期間の最終事業年度において、

独立行政法人通則法第 44 条の処理を行った

後の積立金に相当する金額のうち経済産業

大臣の承認を受けた金額について、前期中期

目標期間終了までに自己収入財源で取得し、

当期中期目標期間に繰り越した固定資産の

減価償却に要する費用等に充当する。 

記載なし ＜主な定量

的指標＞ 

 

 

＜その他の

指標＞ 

 

 

＜評価の視

点＞ 

＜主要な業務実績＞ 

前中期目標期間繰越積立金期首残高 966 百万円に

ついては、自己収入財源で取得し、当期中期目標期

間に繰り越した固定資産の減価償却に要する費用

等に 19 百万円を充当し、前中期目標期間繰越積立

金の残高は 947 百万円となった。 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

計画どおりであったため、標準の B

とした。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、適切に対応する。 

 

評

定 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

（実績に対する課題及び改善

方策など） 

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見聴取等を

行った場合には意見を記載す

るなど） 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―１１ 中期目標期間を超える債務負担 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

４－１１ 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 記載なし ８．その他主務省令で定める業務

運営に関する事項 

（４）中期目標期間を超える債務

負担 

中期目標期間を超える債務負担

については、契約の性質上やむを

得ない場合には、次期中期目標期

間にわたって契約を行う。 

記載なし ＜主な定量的指標＞ 

 

 

＜その他の指標＞ 

 

 

＜評価の視点＞ 

＜主要な業務実績＞ 

中期目標期間の最終年度において報告する予定で

あり、28 年度は報告対象外とする。 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

該当しないため、標準の B とした。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、適切に対応する。 

 

評

定 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

（実績に対する課題及び改善

方策など） 

 

 

＜その他事項＞ 

（有識者からの意見聴取等を

行った場合には意見を記載す

るなど） 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 

 

以上 


